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はじめに 

この手引は、熊本県（熊本市の区域を除く。）において、盛土規制法に基づく申請手続きの取り扱い

を示したものです。 

※熊本市の区域の取り扱いについては、熊本市にお問い合わせください。 

 

用語の定義 

法 

政令 

省令 

細則 

S37建設省告示1005号 

 

 

S40建設省告示1485号 

 

施行通知 

 

規制区域 

宅造区域 

特盛区域 

盛土等 

宅地 

 

農地等 

宅地造成 

 

特定盛土等 

 

 

土石の堆積 

 

土石 

土砂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩石 

 

宅地造成等 

土地所有者等 

：宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号） 

：宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和37年政令第16号） 

：宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和37年建設省令第3号） 

：熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（令和7年熊本県規則第21号） 

：宅地造成等規制法施行令第17条第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識及

び経験を有する者を定める件（改正：令和5年5月26日農林水産省、国土交通省告示

第4号） 

：宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートを用いて充填(てん)する

コンクリートブロツク練積み造の擁壁の効力を認定する件 

： 「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について（技術的助

言）」(令和5年5月26日付け国官参宅第12号・5農振第659号・5林整治第244号) 

：宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域 

：宅地造成等工事規制区域 

：特定盛土等規制区域 

：宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の総称 

：農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他公共施設用地として用いられ

ている土地以外の土地（法2条1号） 

：農地、採草放牧地及び森林（法2条1号） 

：宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令3条で定

めるもの 

：宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に

隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令3

条で定めるもの 

：宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令4条で定めるもの（一定期間の経過後に

当該土石を除却するものに限る。） 

：土砂若しくは岩石又はこれらの混合物を指す（施行通知） 

：「土石」のうち「土砂」とは、次の①から⑤までのいずれかに該当するものをいう。 

①地盤を構成する材料のうち、粒径75mm未満の礫、砂、シルト及び粘土（以下「土」

という。） 

②地盤を構成する材料のうち、粒径75mm以上のもの（以下「石」という。）を破砕す

ること等により土と同等の性状にしたもの 

③地盤を構成する材料のうち、土に植物遺骸等が分解されること等により生じた有機物

が混入したもの 

④土にセメント、石灰若しくはこれらを主材とした改良材、吸水効果を有する有機材料

又は無機材料等の土質性状を改良する材料その他の性状改良材を混合等したもの 

⑤建設廃棄物等の建設副産物（資源有効利用促進法第2条第2項に規定する副産物のう

ち建設工事に伴うもの）を土と同等の性状にしたもの。コンクリート塊滞在を加工

し、再びコンクリート用の骨材として再利用できるようにした再生骨材等が該当 

：「土石」のうち「岩石」とは、石のほか、建設副産物を石と同等の性状にしたものをい

う。岩石に該当するものについて、粒径の上限はありません。 

：宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積  

：土地の所有者、管理者または占有者 
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第１章 制度の概要及び本県の運用 
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１－１ 宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）の概要 

 令和 3 年 7 月、静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことにより、

甚大な人的・物的被害が生じました。この他にも、盛土等の崩落による被害が各地で発生しています。 

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて

抜本的に改正し、土地の用途（宅地、森林、農地等）に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で

包括的に規制する法律として、令和5年5月26日に施行されました。 

 

  〈法律の概要〉 

① 規制区域の指定：盛土等の崩壊により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域（「宅造区

域」及び「特盛区域」）として指定します。 

② 安全な盛土等の造成：規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が

必要になります。 

③ 盛土等を安全に保つ責務：規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去に行われた盛土等を

含めて、土地所有者等※が常に安全な状態に維持する必要があります。原因行為者に対しても

是正措置等の命令が発せられる場合があります。 

※「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者、占有者を指します。土地が譲渡された場合でも、その時点の

土地所有者等に責務が発生します。 

④ 実効性のある罰則：罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する

懲役刑や罰金刑が強化されています。 

 

本県では、令和7年4月1日に、県内全域（造成宅地防災区域に指定する区域を除く。）について、

法第 10条第 1 項に規定する「宅造区域」又は第 30条第 1項に規定する「特盛区域」に指定し、危

険な盛土等の防止に取り組んでいきます。 

 

図 1-1-1 関係法令及び通知等 

  

  

法令 規制区域指定 既存盛土対応 

   

法 

政令 

省令 

盛土等防災ﾏﾆｭｱﾙ 

 

 

安全対策の基本的考え方や設計・施

行上の留意点を整理 

盛土等防災ﾏﾆｭｱﾙ 
の考え方 

 

 

上記マニュアルを具体的な図表等

を交えて考え方を整理 

基本方針（告示） 

施行通知 工事等の許可や、区域指定、既存盛土対応の基本的な考え方や留意事項を整理 

造成宅地防災区域指定要領 

 造成宅地防災区域指定にあたっての基本的考え方を整理 

基礎調査実施要領（規制区域指定編、既存盛土調査編） 

 

 

基礎調査実施要
領

の解説 

 

 

上記の基礎調査実施

要領を具体的な調査

手法等を交えて詳細

に解説 

盛土等の安全対策推進ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

 

 

 

 
上記ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを具体的な図表等を交えて詳細に解説 

不法・危険盛土等への対処方策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

 

 

不法・危険盛土等の発見のための日常的な行政対応、発見

後の行政対応、関係部局等との連携を整理 
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１－２ 規制区域の指定及び許可・届出等の必要な行為   

 「宅造区域」及び「特盛区域」において、新規に行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関す

る工事について、災害の防止のために必要な許可・届出制度です。 

 法では、一定規模の盛土や切土行為、土石を堆積する行為や、法適用以前に着手された既存の盛土

等を規制の対象としています。 

盛土又は切土により生じる崖は規制対象となりますが、自然の崖や、自然の崖を保護するための擁

壁等は規制の対象ではありません。 

「崖」とは、地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなす土地で、硬岩盤以外（風化の著しい

ものを除く）のものをいいます。 

なお、自然災害により被災した土地を盛土等により被災前の地形に現状回復する行為は、土地の形

質の変更には該当せず、規制対象となりません。 

 

表 1-2-1 宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積とは（法の定義） 

宅地造成（政令3条） 特定盛土等（政令3条） 土石の堆積（政令4条） 

宅地以外の土地を宅地にするため

に行う盛土その他の土地の形質の

変更であって、以下の①～⑤のい

ずれかに該当するもの 

宅地又は農地等において災害を

発生させるおそれが大きいもの

として、以下の①～⑤のいずれ

かに該当するもの 

宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令

4条に定めるもの（一定期間の経過後に当該土

石を除却するものに限る。）をいう。 

①盛土で、高さが1mを超える崖を生ずるもの 

②切土で、高さが2mを超える崖を生ずるもの 

③切土と盛土を同時に行う場合、盛土と切土と合わせて高さが2mを

超える崖を生ずるもの 

④①～③に該当しない盛土で、高さが2ｍを超えるもの 

⑤①～④に該当しない盛土又は切土で、盛土又は切土をする土地の面

積が500㎡を超えるもの 

①高さが2ｍを超える土石の堆積 

②①に該当しない土石の堆積であって、当該土

石の堆積を行う土地の面積が 500 ㎡を超える

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 規制区域のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国交省パンフレットを一部加工 

森林 

宅地 農地 

宅地造成等工事規制区域 【宅造区域】 
市街地や集落など盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼ
しうるエリア 

特定盛土等規制区域 【特盛区域】 
地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を
及ぼしうるエリア等 
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表 1-2-2 法に基づく区域指定一覧 

区域名 対象市町村 告示日 告示番号 施行日 

宅地造成等工事規制区域 

特定盛土等規制区域 

44市町村 

（熊本市を除く） 
令和7年4月1日 熊本県告示第261号 令和7年4月1日 

造成宅地防災区域 西原村の一部 令和7年4月1日 熊本県告示第261号 令和7年4月1日 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-2 規制区域図                  

 

※規制区域図の詳細は、県建築課ホームページで確認することができます。 

 また、ホームページから規制区域図KMLデータをダウンロードすることにより、国土地理地図（GIS地図。国土地理院ホ

ームページ）上でも確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

※県内の土地の区域は、全域において、宅造区域、特盛区域又は造成宅地防災区域に指定されています。 

※各区域の境界は、基本的には、河川、水路、道路、鉄道等の地形・地物を用いて設定しています。 

明確な地形・地物がない場合は、地形・地物が交差する点、尾根、三角点、標高点等を結ぶ見通し線を用いて設定してい

ます。その場合座標が必要となりますので、明確な座標位置を確認したい場合は、県建築課までお尋ねください。  

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/215458.html 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

8 

 

１－３ 許可及び届出を要する工事【法第12条、第30条、第27条】 

 規制区域内において行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事で一定規模を超えるも

のは、あらかじめ許可（表1-3-1参照）又は届出（表1-3-2参照）が必要です。 

 宅造区域と特盛区域では許可等の対象となる規模は異なりますが、規制対象となる工事は同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 許可及び届出を要する工事のイメージ 

 

表 1-3-1 許可を要する工事【法第12条第1項、第30条第1項許可】 

行為 
対象規模 

宅造区域 特盛区域 イメージ図 

土地の 

形質の変更 

（盛土・切土） 

①盛土で、高さ注1が１ｍを超

える崖注2を生ずるもの 

①盛土で、高さ注1が２ｍを超

える崖注2を生ずるもの 

 
 
 
 

②切土で、高さ注1が２mを超

える崖注2を生ずるもの 

②切土で、高さ注1が５mを超

える崖注2を生ずるもの 

 
 
 
 
 

③切土と盛土を同時に行う場

合、盛土と切土と合わせて高

さ注1が２mを超える崖注2を生

ずるもの 

③切土と盛土を同時に行う場

合、盛土と切土と合わせて高

さ注1が５mを超える崖注2を

生ずるもの 

 
 
 
 
 

④①～③に該当しない盛土で、

高さ注1が２mを超えるもの 

④①～③に該当しない土で、高

さ注1が５mを超えるもの 

 
 
 
 

⑤①～④に該当しない盛土又は

切土で、盛土又は切土をする

土地の面積注3が５００㎡を超

えるもの注4 

⑤①～④に該当しない盛土又は

切土で、盛土又は切土をする

土地の面積注3が３,０００㎡

を超えるもの注4 

 
 
 
 
 

一時的な 

土石の堆積注5 

⑥高さが２ｍを超える土石の堆

積であって、土石の堆積を行う

土地の面積が３００㎡を超え

るもの 

⑥高さが５ｍを超える土石の堆

積であって、土石の堆積を行

う土地の面積が１,５００㎡

を超えるもの 

 
 
 
 
 

⑦⑥に該当しない土石の堆積で

あって、当該土石の堆積を行う

土地の面積注 6 が５００㎡を超

えるもの注7 

⑦⑥に該当しない土石の堆積で

あって、当該土石の堆積を行

う土地の面積注 6 が３,０００

㎡を超えるもの注7 

 
 
 
 

土砂のストックヤード 盛土等を伴う駐車場 
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注1：「高さ」とは、許可・届出の対象となる部分の最大高低差をいいます。盛土と切土が混在する場合は、行為によって生ず

る最大高さ（盛土と切土を行った後の形状で一番高いところと一番低いところとの高低差）となります。擁壁等を設置

する盛土等においては、擁壁等も含めた最大高低差になります。 

   なお、工事の過程において一時的に規制対象高さを超える崖を生じる場合であっても、規制対象となります。 

注2：「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤以外（風化の著しいものを除く）のものを

いいます。【政令第1項第1項】また、一定の範囲内にある複数の崖は、一体の崖として考えます。図1-3-2参照 

注3：「盛土又は切土をする土地の面積」は、盛土や切土を行う部分の面積を全て合計した面積をいいます。 

注 4：全ての位置において盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 1m※を超えない場合は、許可及び届出は不要です。

図1-3-3参照。※細則第5条 

注5：「土石の堆積」とは、土石を積み重ねたものをいいます。 

ただし、次に掲げるものは、法の対象外です。 

① 試験、検査等のための試料の堆積 

② 屋根及び壁で囲まれた空間その他の完全に閉鎖された場所における土石の堆積 

③ 岩石のみを堆積する土石の堆積であって勾配が30度以下のもの 

④ 主として土石に該当しない商品又は製品を製造する工場等の敷地内において堆積された、商品又は製品の原材料と

なる土石の堆積 

※主たる商品又は製品が土石に該当する土質改良プラント等の工場等については、敷地内において商品又は製品の

原材料となる土石を堆積する場合や、商品又は製品である土石を堆積する場合のいずれについても、法の対象と

なりますので、ご注意ください。 

注6：「土石の堆積を行う土地の面積」は、土石の堆積を行う部分の面積を全て合計した面積をいいます。 

注 7：全ての位置において土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高の差が 1m を超えない場合は、

許可及び届出は不要です。※細則第5条 

（参考）建築物等の工作物の建築・築造に伴う掘削及び埋戻しは、土地の形質が変更されたものとみなされないため、宅地造

成及び特定盛土等には該当しません。 

 

 

図 1-3-2 一体の崖の考え方【政令第1条第3項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-3 表 1-3-1の土地の形質の変更⑤の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-4 表 1-3-1の一時的な土石の堆積⑦の考え方 

小段その他の崖以外の土地によ

って上下に分離された崖がある

場合において、下層の崖面の下端

を含み、かつ、水平面に対し30度

の角度をなす面の上方に上層の

崖面の下端があるときは、その上

下の崖は一体のものとみなす。 
「一体の崖」に該当 「一体の崖」に該当しない 

30° 30° 

1m以下 

1m以下 

盛土 

1m以下 

切土 

表 1-3-1の土地の形質の変更⑤に

おいては、盛土又は切土をする土

地全ての位置において盛土又は切

土をする前後の標高の差が 1mを

超えない場合は、面積が500㎡（特

盛区域においては 3,000㎡）を超

える場合にあっても、許可・届出

は不要です。 

1m以下 

表 1-3-1の一時的な土石の堆積⑦

においては、土石の堆積をする土

地全ての位置において土石の堆積

をする前後の標高の差が 1mを超

えない場合は、面積が500㎡（特

盛区域においては 3,000㎡）を超

える場合にあっても、許可・届出

は不要です。 
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表 1-3-2 届出を要する工事【法第27条届出】 

区域 行為 対象規模 （注書きは、表1-3-1の注書き参照。） 

特
盛
区
域 

土地の形質の 

変更 

（盛土・切土） 

① 盛土で、高さが１mを超える崖注1を生ずるもの 

② 切土で、高さが２mを超える崖注1を生ずるもの 

③ 切土と盛土を同時に行う場合、盛土と切土と合わせて高さが２mを超える崖注1を生ず

るもの 

④ ①～③に該当しない盛土で、高さが２ｍを超えるもの 

⑤ ①～④に該当しない盛土又は切土で、盛土又は切土をする土地注2の面積注3が５００㎡

を超えるもの注4 

一時的な 

土石の堆積注5 

① 高さが２ｍを超える土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積注6が３００㎡を

超えるもの注7 

② ①に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積注6が５００㎡を

超えるもの注7 

※注釈は、表1-3-1の注釈を参照 

 

１－４ 法の対象外及び許可又は届出を要しない工事 

 規制区域内であっても、法第2条第1項第1号に規定される、道路、公園、河川その他政令で定め

る公共の用に供する施設の用に供されている土地の区域は、法の規制対象外です。（表 1-4-1「法の

対象外」欄参照） 

 また、政令第 5 条第 1 項各号に規定する災害の発生するおそれがないと認められる工事又は法第

15条第各項若しくは第34条第各項で規定する許可があったものとみなす工事は、法第12条第1項

若しくは第30条第1項の許可又は第27条第1項の届出を要しません。（表1-4-1「許可又は届出の

手続き対象外」欄参照） 

 

表 1-4-1 許可又は届出を要しない工事  

区分 具体的な内容 

法
の
対
象
外 

公共施設用地 

（法2条1項1

号、政令2条、

省令１条各項） 

下記の公共施設用地の区域内における宅地造成等は、法の対象外です。 

 

公共施設用地とは 

現に公共施設が存在する土地に加え、公共施設の用に供されることが決定されている土地を含む

と解されます。（施行通知 別紙） 

※公共施設用地の区域内であれば、行為者によらず対象外です。 

※公共施設に係る工事で発生した残土や公共施設に係る工事で使用する土砂等について、公共

施設用地外で盛土等を行う場合は、規制対象となりますので、注意してください。 

※下記以外の公共事業（庁舎や図書館の建設等）や、公共施設の用に供されなくなることが決

定している土地における盛土等は規制対象となるため、注意してください。 

 

【法2条1項1号】 

道路注1、公園注2、河川注3その他政令（政令2条）で定める公共の用に供する施設の用に供され

ている土地 

【政令2条】 

砂防設備（砂防法1条）、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施

設、飛行場、航空保安施設、鉄道（私鉄、駅舎や変電施設等を含む）、軌道、索道、無軌条電車

の用に供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令（省令1条1項）で定めるもの及び国又

は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令（省令1条2項）で定め

るもの 

【省令1条1項】 

雨水貯留浸透施設注4、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律2条2項

に規定する防衛施設 

【省令1条2項】 

学校注5、運動場、緑地、広場注6、墓地、廃棄物処理施設注7、水道、下水道注8、営農飲雑用水施

設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地
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崩壊防止施設 

その他法の規制

対象外となる行

為 

・建築物等の工作物の建築・築造、解体に伴う掘削及び埋戻し 

・農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為注9（通常の生産活動並びにほ場管理のた

めの耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後

の土地の地盤面の標高の差が1ｍを超えない注13もの、暗渠排水の新設及び改修等） 

※ただし、ほ場の大区画化・均平、田畑転換や農業用施設用地の整備等（土地改良事業等によ

り行う場合を除く。）の工事は、規制対象となりえます。 

・土地利用のために土地の形質を維持する行為（グランド等の施設を維持するための土砂の敷き

均し等） 

許
可
・
届
出
の
手
続
き
対
象
外 

災害の発生する

おそれがないと

認められる工事 

（政令5条1項

各号、省令8条

1項各号） 

 

 

 

 

下記に掲げる法律等に基づく事業に係る宅地造成等は、許可又は届出の手続きは不要です。 

 

災害の発生するおそれがないと認められる工事 

【政令5条1項各号】※各法の該当条項などの詳細は、政令を確認すること 

・鉱山保安法13条の届出等に基づく鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置工事等） 

・鉱業法63条の届出等に基づく鉱物の採取（許可を受けた施業案の実施に係る工事） 

・採石法33条の認可等に基づく岩石の採取（許可を受けた採取計画に係る工事  

・砂利採取法16条の認可等に基づく砂利の採取（許可を受けた採取計画に係る工事） 

・前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ

る工事として主務省令（省令8条1項各号）で定めるもの 

【省令8条1項各号】※対象工事の詳細は、省令を確認すること 

・土地改良法2条2項に基づく土地改良事業（農業用用水排水施設の新設等）又は15条2

項に基づく事業又は土地改良事業に準ずる事業注10 

・火薬類取締法3条の許可等に基づく火薬類の製造施設に設置等に係る工事 

・家畜伝染病予防法21条1項に基づく家畜の死体等の埋却等に係る工事 

・廃棄物処理法7条6項の許可に基づく廃棄物の処分の許可等に係る工事 

・土壌対策汚染法16条1項に基づく汚染土壌の搬出又は処理の届出に係る工事等 

・平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故によ

り放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物又は

除去土壌の保管又は処分等に係る工事 

・森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事注11 

・国、地方公共団体、一定の国みなし法人（土地開発公社、日本下水道事業団、（独）鉄道建

設・運輸施設整備支援機構、（独）水資源機構、（独）都市再生機構等）が非常災害のために

必要な応急措置として行う工事 

・高さ2ｍ以下かつ面積500㎡超の盛土又は切土（政令3条5号の盛土又は切土に限る。）で

あって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が1m 注12を超えないものを行う工事 

・高さ2mを超える土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300㎡を超えない

もの 

・高さ2m以下で土石の堆積を行う土地の面積が500㎡を超えるものであって、土石の堆積

を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が1m 注13を超えないもの 

・工事の施行に付随して行われる土石の堆積注14であつて、当該工事に使用する土石又は当該

工事で発生した土石を当該工事の現場注15又はその付近注16に堆積するもの（図1-4-1参

照） 

みなし許可とな

る工事（法15条

各項、法 34 条

各項） 

【法15条1項、法34条1項】 

・国または県と許可権者の協議が成立した工事 

【法15条2項、法34条2項】 

・都市計画法29条1項、2項の許可を受けて行われる工事 

注1：「道路」とは、道路法による道路等の、国又は地方公共団体が管理又は監督する道路が該当します。道路法上の道路のほ

か、都市計画法による道路、林道を含みます。 

※農道や里道（法定外公共物）は、法による明確な定義がないため、地方公共団体における管理の状況（管理台帳等によ

る管理）等を踏まえて判断します。 

注2：「公園」とは、都市公園法による公園のほか、国又は地方公共団体が管理する公園や自然公園法10条１項及び２項並び

に16条１項及び２項に基づき公園事業として国又は地方公共団体が執行する施設を含みます。（施行通知） 

注3：「河川」とは、河川法が適用又は準用される河川その他公共の利害に関係のある河川や河川管理施設等を含みます。 

注4：「雨水貯留浸透施設」とは、特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に規定する雨水貯留浸透施設が該当します。 
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注5：「学校」とは、国又は地方公共団体が管理するものをいいます。幼稚園も学校教育法に基づく学校であるため、公立の場

合は該当します。私立学校は規制対象です。 

注6：「緑地、公園」とは、条例等により、地方公共団体又はその指定管理者等による管理の位置づけがされたものが該当しま

す。 

注7：国又は地方公共団体が管理する「廃棄物処理施設」においては、埋立において行う盛土も規制対象外です。 

注8：「下水道」とは、下水道法2 条 1 項2 号に定義される下水道のほか、地方公共団体が管理する小規模集合排水処理施設

やコミュニティ・プラント等が該当します。 

注9：「通常の営農行為」とは、通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び

除去、表土の補充であってその前後の土地の地表面の標高差が1mを超えないもの、暗きょ排水の新設及び改修等、法

の対象とならない行為をいいます。図1-4-1参照。 

注10：「土地改良事業に準ずる事業」とは、土地改良法の手続きには基づかないものの、同法2条2項に規定する土地改良事

業と同等の工事を行うものであり、国の補助事業のほか、県、市町村、土地改良区等が単独で実施する事業の一部も該

当します。その場合、「土地改良事業に準ずる事業」は、「土地改良事業計画設計基準」等の技術基準に基づき、適切に

設計及び施工を行ってください。（施行通知） 

注11：「森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事」とは、森林の施業を実施するために必要な作業路

網（森林作業道、林業専用道（規格相当）及び集材路（以下「森林作業道等」という。）を指す。）の整備に関する工事

が該当します。その場合、「熊本県森林作業道作設指針」、「熊本県森林作業道実施基準」、「林業専用道作設指針」「主伐

時における伐採・搬出指針」及び市町村森林整備計画の作業路網等の施設整備に関する事項等に即して安全基準を満た

すようにしてください。（施行通知） 

注12：本県では、省令8条9号に規定する30㎝については、細則第5条で1mに緩和しています。 

注13：本県では、省令8条10号に規定する30㎝については、細則第5条で1mに緩和しています。 

注14：「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは、主となる本体工事があった上で、当該工事に使用する土石や当該

工事で発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で、本体工事に係る主任技術者

（建設業法 26 条 1 項に規定する主任技術者をいう。）等が本体工事の管理と合わせて一体的に管理するものをいいま

す。（施行通知） 

    「工事に使用する土石」とは、工事で行う盛土や埋め立て等の恒久物に用いる土石を指しますが、これに加え、工事

用道路等の仮設構造物を構築するために用いるものを含みます。 

    例えば、盛土による宅地造成を行う建設工事の現場で、盛土を行うために使用する土石を、現場外から搬入し、盛土

工事を行うまでの間、当該現場やその付近に一時的に仮置きするものが該当します。 

    工事の施行に付随して行われる土石の堆積については、

本体工事の期間中については許可不要となりますが、土石

の搬出先の残土処理場やストックヤードの空き状況、他の工事に土

石を流用する場合の流用先の工事の開始時期との関係などで、や

むを得ず本体工事期間後も土石の堆積を継続するものにつ

いても、引き続き許可不要となります。 

その場合、客観的に確認できるよう、管理体制や搬出予定先等を

記した誓約書の提出や、同様の内容を記した看板を掲示してくださ

い。（図1-4-2、図1-4-3、図1-4-4参照） 

注15：「工事の現場」とは、工事が行われている土地を指します。請負契約を伴う工事にあっては、請負契約図書、工事施工

計画書その他の書類（発注者による指示書や承諾書、発注者との協議関係書類等の発注者と受注者が取り交わす書類な

ど）に工事の現場として位置付けられた土地（本体の工事が行われている土地から離れた土地を含みます。）をいいま

す。（施行通知） 

注16：「工事の現場の付近」とは、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、

容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地をいい、本体の工事現場の主任技術者や安全管理者

等から目視可能で、容易に到達でき、本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、工事現場の隣地や隣地

に類する土地（本体の工事現場から道路を挟んだ向かいの土地など）を想定しています。（施行通知） 

 

※工事の現場の付近における土石の堆積や、やむを得

ず本体工事期間後も継続する土石の堆積について

は、許可不要となる条件に合致することを客観的に

確認できる必要があることから、本体工事現場の管

理者等は、管理体制等を記した看板を掲示してくだ

さい。（図1-4-2、図1-4-3、図1-4-4参照） 

 

工事 A に付随して行わ

れる土石の堆積工事B 

→許可・届出不要 

ストックヤード等の土石の堆

積を行う工事A（本体工事） 

→許可・届出必要 
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図 1-4-1 「通常の営農行為」のイメージ図 

 

 

図 1-4-2 「工事に付随して行われる土石の堆積」における複数工事間の流用に係る考え方 
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図 1-4-3 「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」であることを示す看板の参考図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-4 「工事に付随して行われる土石の堆積」における複数工事間の流用に係る考え方 

 

  

工事の施行に付随して行われる土石の堆積については、土石の搬出先となる残土処分場や流用先

の工事との関係等によりやむを得ず本体工事期間後も土石の堆積を継続するものについては、引き

続き許可不要と扱います。（施行通知） 

この「やむを得ず」とは、予期しない工事の計画変更や流用先の工事との関係等により土石の堆

積を継続する理由が生じたものが想定されます。その場合は、やむを得ず土石の堆積を継続する期

間を明確にしてください。 

記載する事項（例） 

①工事主の氏名又は名称・住所（法人は代表者氏名） 

②本体工事の許可年月日・許可番号（届出年月日） 

③工事施行者の氏名又は名称 

④現場管理者の氏名又は名称 

⑤本体工事の着手予定年月日及び完了予定年月日 

 ※許可の場合は、許可期間 

⑥本体工事現場との位置関係を示す図 

⑦本体工事との関係性 

⑧当該土地における土石の堆積の最大堆積高さ 

⑨当該土地における土石の堆積を行う土地の面積 

⑩当該土地における土石の堆積の最大堆積土量 

⑪工事関係者の連絡先 

⑫管理体制 

 

見取図※ 記載する

事項 

※「見取図」は、本体工事現場との位置関係をしめ

してください 

●●工事に使用する（から排出

した）土石を一時的に置いてい

ます 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

15 

 

１－５ 許可・届出に係る県の取り扱い 

１－５－１ 面積の算定方法 

 許可又は届出の要否の判定に係る面積、申請面積及び手数料算定面積の算定方法は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-1 宅地造成又は特定盛土等の場合の面積の算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-2 土石の堆積の場合の面積の算定方法 

「盛土又は切土をする土地の面積※」 

 ＝許可又は届出の要否の判定に係る面積 

 ＝申請面積 

 ＝手数料算定面積 

 

 ※水平投影面積で算定 

※高さ1m以下の部分も全て含む面積とする。 
「盛土又は切土をする土地の面積」 

 

「土地の面積」 

「土地の面積」 

 「盛土又は切土をする土地の面積」 

 

「盛土又は切土をする土地の面積」 

盛土の面積A 

切土の面積B 

「盛土又は切土をする土地の面積」 

＝「盛土の面積A」＋「切土の面積B」 

工作物がある場合 

1m 

1m 

1m 

「土石の堆積をする土地の面積※」 

 ＝許可又は届出の要否の判定に係る面積 

 ＝申請面積 

 ＝手数料算定面積 

 

 ※水平投影面積で算定 

※高さ1m以下の部分も全て含む面積とする。 

 

「土地の面積」 

 
  「土石の堆積をする土地の面積」 

「土石の堆積をする土地の面積」 

 ＝土石の堆積をする土地の面積の合計 

 ＝A＋B＋C＋D＋E※ 

 

 ※E（規模が小さく、許可・届出の対象規模以下

となるもの）は、隣接する土石の堆積と一定距

離（高い方の高さ（高さ 5m 超の場合は 2 倍

の高さ）の距離）を超えて離れている場合は、

その面積Eは加えなくてもよい。 

 

距離＞高い方の高さ 

この範囲の合計 

1m 

A 

B 

C 

D 

E 

※対象規模以下 
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１－５－２ 複数の規制区域にまたがる盛土等に対する許可・届出の取扱い 

 図1-5-3のように、宅造区域と特盛区域にまたがって行う盛土等については、当該盛土等を行う土

地の区域の位置及び面積に応じて、図1-5-4のとおり取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-3 複数の規制区域にまたがる盛土等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-4 複数の規制区域にまたがる盛土等に対する許可・届出の取扱い 

 

１－５－３ 他県との境界又は熊本市との境界にまたがる盛土等に対する許可・届出の取扱い 

 他県又は熊本市の区域にまたがって行う盛土等は、両方の自治体に対して協議を行ってください。 

 本県では、他県又は熊本市の区域内の盛土等も含めた土地全体について、図1-5-4の取扱いに従い

許可・届出の要否を判断します。 

 許可が必要となる場合、原則として、一体性のある盛土等の全体を俯瞰しつつ、各県市の区域の部

分についてそれぞれの県市で許可することになりますので、併せて、他県又は熊本市に対しても、許

可・届出の要否や、適用する許可基準について、協議を行ってください。 

  

 

宅造区域内の 
盛土等 A 

敷地全体について 
法 12条許可が必要 

法12条許可対象に該当 

（表1-3-1「宅造区域」参照） 

法12条許可 

対象に非該当 

敷地全体の 
盛土等 A+B 

敷地全体について 
法 30条許可が必要 

法30条許可対象に該当 

（表1-3-1「特盛区域」参照） 

敷地全体について 
許可・届出不要 

敷地全体の 
盛土等 A+B 

法30条許可 

対象に非該当 

敷地全体について 
法 27条届出が必要 

法27条届出対象に該当 

（表1-3-2参照） 

法27条許可 

対象に非該当 

※法21条1項・40条1項の届出も同様の考え方で判断します。 スタート 

盛土等Aが 

許可対象規模 

盛土等A＋Bが 

許可対象規模 

盛土等A＋Bが 

届出対象規模 

盛土等A 盛土等B 

宅造区域内 特盛区域内 

規制区域の境界 
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１－５－４ 一体盛土の判断基準 

 既存盛土と接する新規盛土を造成する場合、個々のケースにより判断することとなりますが、一体

的な盛土と判断基準に該当する場合には規制対象になります。 

離れた位置で行う盛土等であっても、その状況によっては一体の盛土等として取り扱います。 

 盛土等の一体性は、「物理的一体性」、「機能的一体性」、「事業者の同一性」、「時期的近接性」の観点

から総合的に判断します。（図1-5-5、図1-5-6参照） 

 なお、既存盛土の上に盛土する場合には、当該既存盛土が基礎地盤となりますので、地盤条件等が

適切に確保されているか技術的に確認することになります。 

 

①「物理的一体性」とは、盛土等が一体不可分となっている等、一体とみなす場合をいいます。 

②「機能的一体性」とは、事業的、計画的に行われる等、同じ目的をもって複数の盛土等が行われ

る土地の利用や、相互に関連している場合をいいます。 

③「事業者の同一性」とは、事業者が同一である場合をいいますが、実質的に同一と認められる場

合も含みます。 

④「時期的近接性」とは、盛土等が行われた時期が近い場合をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-5 一体盛土の判断基準（宅地造成又は特定盛土等の場合） 

 

表 1-5-1 許可・届出の要否等の判断基準（宅地造成又は特定盛土等の場合） 

項目 「一体盛土」と判断される場合 「一体でない」場合 

許可・届

出の要否

の判断 

①既存部分が法適用以前の場合 

 既存部分（形質の変更がある部分のみ）も含めて判断 

②既存部分（法適用後のものに限る）が許可を受けていない場合 

 既存部分も含めて判断 

③既存部分が許可済の場合 

 既存部分も含めて判断 

新規に着手する部分

のみで判断 

申請面積 ①既存部分が法適用以前の場合 

既存部分（形質の変更がある部分のみ）と新規部分の合計面積 

②既存部分（法適用後のものに限る）が未許可の場合 

既存部分と新規部分の合計面積 

③既存部分が許可済の場合 

既存部分（形質の変更がある部分のみ）と新規部分の合計面積 

新規に着手する部分

のみ 

技術的基

準の適用

範囲 

原則として、既存部分も含めた全体に適用 

ただし、法適用以前に着手した部分（形質の変更がない部分で、構

造安全上影響ない部分に限る。）には適用しない。 

新規に着手する部分

のみに適用 

 

 

物理的一体性 
（一体不可分・隣接） 

スタート 

機能的一体性 事業者の同一性 

物理的一体性 
（近接） 

一体盛土 一体盛土でない 

Yes Yes Yes 

Yes 

No No No 

No 

一体盛土 一体盛土 

同一の事業、同
一の事業区域
内、同一敷地内
など 
（みなされるも
のを含む） 

系列事業者
とみなされ
るものを含
む 

2段擁壁や
上積みな
ど、他方に
応力が伝わ
るもの 
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表 1-5-2 「物理的一体性」等の判断基準（宅地造成又は特定盛土等の場合） 

項目 事例 

物理的 

一体性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一体不可分】上積みして繰り返し盛土・切土を行う場合などが該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【隣接】互いに接して盛土・切土を行う場合などが該当 

 

 

 

 

 

【近接】離れた位置にあるものの、互いに物理的に影響ある位置で盛土・切土を行う場合などが

該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土A 盛土B 

盛土間の離隔が２H以内の場合 盛土間の離隔が５H以内の場合 

渓流等（渓床勾配10°以上・全幅50mを基本とする範囲）において盛土が上下

に位置する場合 

参考：不法・危険盛土等への

対処方策ガイドライン 

盛土A 

盛土B 

盛土A 

盛土B 

がけ影響線 

盛土C 

盛土B 

盛土A 
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（続き） 【隣接とはみなさない事例】互いに物理的に独立して存在する場合などが該当 

 

 

 

 

 

 

 

機能的 

一体性 

同一敷地（事業区域）で行われる事業などをいい、事業的、計画的に行われる等、同じ目的を持

って複数の盛土等が行われた土地が利用され、相互に関連している場合が該当する。 

また、設置される擁壁や排水施設等の工作物を共有する場合も該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者

同一性 

①事業者の同一性 

別の法人であっても、関連会社（例えば同一者又は親族がそれぞれの役員を務めている場合な

ど。）であるかどうかも含めて判断する。 

②土地所有者、権利所有者の同一性 

場合によっては、現所有者・権利者だけではなく、直近の所有者・権利者も含めて判断する。 

③工事施行者の同一性 

事業者と同様の考え方で判断する。 

※個人の場合についても、同様の考え方で判断する。 

時期的 

近接性 

個別に判断 

 

  

盛土・切土B 

盛土・切土A 

同一の敷地内 

盛土・切土A 

盛土・切土B 

宅地分譲地など 

同一の事業区域内 

盛土・切土B 盛土・切土A 

道 

道路等で分断されていても、同

一の事業とみなされる場合 

盛土・切土A 

別敷地 
（別事業区域） 

排水施設を共有 

盛土・切土B 

盛土A 盛土B 

敷地境界線 

別敷地で他方の了解を得てお

り、構造安全上支障ない場合 

盛土A 盛土B 

擁壁等により構造上独立してい

る場合 
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図 1-5-6 一体盛土の判断基準（土石の堆積の場合） 

 

表 1-5-3 許可・届出の要否等の判断基準（土石の堆積の場合） 

項目 「一体盛土」と判断される場合 「一体でない」場合 

許可・届

出の要否

の判断注1 

①既存部分が法適用以前の場合 

既存部分（形質の変更がある部分のみ）も含めて判断 

②既存部分（法適用後のものに限る）が未許可の場合 

既存部分も含めて判断 

③既存部分が許可済の場合 

既存部分も含めて判断 

新規に着手する部分

のみで判断 

申請面積 
注2注3 

①既存部分が法適用以前の場合 

既存部分（形質の変更がある部分のみ）と新規部分の合計面積 

②既存部分（法適用後のものに限る）が未許可の場合 

既存部分と新規部分の合計面積 

③既存部分が許可済の場合 

既存部分（形質の変更がある部分のみ）と新規部分の合計面積 

新規に着手する部分

のみ 

技術的基

準の適用

範囲 

原則として、既存部分も含めた全体に適用 

ただし、法適用以前に着手した部分（形質の変更がない部分で、構

造安全上影響ない部分に限る。）には適用しない。 

新規に着手する部分

のみに適用 

注1：一体B及びCの場合は、敷地（事業区域）単位ではなく、一体とみなす土石の堆積ごとに判断してよい。 

注2：１つの土地の場合、複数の土石の堆積を別々として、若しくはまとめた１つとして申請することも、どちらでも可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注3：面積の算定方法は、「１－５―１ 面積の算定方法」参照。  

  

A 

B 
C 

D 

A 

それぞれで申請する場合 ひとつで申請する場合 

 

 

物理的一体性 
（一体不可分・隣接） 

スタート 

機能的一体性 事業者の同一性 

物理的一体性 
（近接） 

一体A 一体でない 

Yes Yes Yes 

Yes 

No No No 

No 

一体B 一体C 

同一の事業、同
一の事業区域
内、同一敷地内
など 
（みなされるも
のを含む） 

系列事業者
とみなされ
るものを含
む 

上積みな
ど、他方に
応力が伝わ
るもの 
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表 1-5-4 「物理的一体性」等の判断基準（土石の堆積の場合） 

項目 事例 

物理的 

一体性 

 

【一体不可分】上積みして繰り返し土石の堆積を行う場合などが該当 

 

 

 

 

 

【隣接】互いに接して土石の堆積を行う場合などが該当 

 

 

 

 

 

【近接】離れた位置にあるものの、互いに物理的に影響ある位置で土石の堆積を行う場合などが

該当 

 

 

 

 

 

 

 

【隣接とはみなさない事例】互いに物理的に独立して存在する場合などが該当 

 

 

 

 

 

 

機能的 

一体性 

「図1-5-2 「物理的一体性」等の判断基準（宅地造成又は特定盛土等の場合）」参照 

 

事業者

同一性 

「図1-5-2 「物理的一体性」等の判断基準（宅地造成又は特定盛土等の場合）」参照 

時期的 

近接性 

個別に判断 

 

  

土石の堆積 

A 

土石の堆積 

B 

土石の堆積A 

土石の堆積B 

離隔距離L ≦ 高い方のH（Hが5m超の場合は、L≦2H） 

高い方の高さH 
土石の堆積 

A 

土石の堆積 

B 

土石の堆積 

A 

土石の堆積 

B 

独立する壁で分離 
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１－５－５ 窪地の取り扱い 

 四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平担にする場合や、嵩上げを行った

後の平担な面を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制

対象とはなりません。（図1-5-7の事例①左の図参照） 

 ただし、四方の土地より高く盛土をする場合は、一定の規模を超えると許可・届出の対象となりま

す。（図1-5-7の事例①右の図参照） 

 ただし、盛土による堤体を有する貯水池や調整池等の人工池を埋め立てるといった際には、土圧に

より堤体に滑動等の影響が想定されるため、当該堤体も一体的な盛土として扱い、堤体の基礎地盤面

を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超える場合は、規制対象になります。

（図1-5-7の事例②参照） 

 

 
図 1-5-7 窪地の取り扱い 
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第２章 許可基準 
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２－１ 許可基準【法第11条、第12条、第13条、第29条、第30条、第31条】 

 許可を受けるにあたっては、許可の申請が次に掲げる基準に適合している必要があります。 

① 工事の技術的基準【法第13条第1項、第31条第1項】 （２－２、２－３参照） 

② 設計者の資格【法第13条第2項、第31条第2項】 （２－４参照） 

③ 工事主の必要な資力及び信用【法第12条第2項第2号、第30条第2項第2号】 （２－５参照） 

④ 工事施行者の必要な能力【法第12条第2項第3号、第30条第2項第3号】 （２－６参照） 

⑤ 所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用又は収益を目的とする

権利を有する者の全ての同意【法第12条第2項第4号、第30条第2項第4号】 （２－７参照） 

⑥ 周辺地域への住民に周知【法第11条、法第29条、省令第6条】 （２－８参照） 

 

２－２ 宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準【法第13条第1項、第31条第1項】 

 許可が必要となる宅地造成、特定盛土等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、

排水施設等の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置を講じる必要があります。 

 なお、本基準に記載がない事項については、「盛土等防災マニュアル」（施行通知別添5。資料編 資

２―２参照）、「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会）、「宅地開発に伴い設置される浸透

施設等設置技術指針」（施行通知別添8。資料編 資２―３参照）等、一般的に認められている他の技

術的指針等を参考として適正な設計・工事を行ってください。 

 

注）当該技術的基準、及び「２－４ 資格を有する者の設計対象工事、設計者の資格」の規定は、都

市計画法第 29 条 1 項又は 2 項の開発許可のうち、宅造区域内においては全て、特盛区域内におい

ては第30条の許可対象規模となるものに対しても適用されます。（都計法33条1項7号） 

図 2-2-1宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準 

 

表 2-2-1宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準    

技術的 

基準 
政令 内 容 

地盤につ

いて講ず

る措置に

関するも

の 

 

 

 

7条 

1項1号 

 

 

 

 

 

 

盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地

表水等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講

ずること。 

イ おおむね 30 ㎝以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これを

ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。 

ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を

用いて透水層を設けること。 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他

出典：国土交通省パンフレット 
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（続き） （続き） の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置その他の措置を講ずること。 

7条 

1項2号 

著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが

接する面がすべり面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。 

7条 

2項1号 

盛土又は切土（政令3条四号の盛土及び同条五号の盛土又は切土を除く。）をした後の土地の部

分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に

雨水その他の地表水が流れるよう、勾配を付すること。 

【政令3条四号・五号】抜粋 

四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが2mを超えるもの 

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積

が500㎡を超えるもの 

7条 

2項2号 

山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれ

が特に大きいものとして省令 12 条各号（渓流等。表 2-8-4 参照。）で定める土地において高さ

15m を超える盛土をする場合においては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他

の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行うことによりその安定が保持されるものであること

を確かめること。 

 

【留意事項】２－２－１、２－２－２参照 

【渓流等に該当する土地】省令第12条 

1 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

2 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈してい

る土地 

3 前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表

水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

7条 

2項3号 

切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地

滑り抑止ぐい等の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。 

 

【留意事項】２－２－３参照 

擁壁の設

置に関す

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【擁壁の設置に関する技術的基準】 

１ 法 13 条 1 項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関する

ものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（政令 3 条四号の盛土及び同条五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部

分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であってその土質が別表第1上欄に掲げる

ものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

(1)その土質に応じ勾配が別表第1中欄の角度以下のもの 

(2)その土質に応じ勾配が別表第1中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端

から下方に垂直距離5m以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために

擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 政令14条1号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練

積み造のものとすること。 

２ 前項一号イ(1)に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同

号イ(2)の規定の適用については、同号イ(1)に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部

分は連続しているものとみなす。 

 

【擁壁の設置が必要となる盛土又は切土】政令3条一号から三号 

1盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの 

2切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの 

3 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが 2m を

超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は切土

を除く。） 

 

【留意事項】２－２－４、２－２－５、２－２－６参照 
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（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（続き） 【政令3条四号・五号抜粋 

四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが2mを超えるもの 

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積

が500㎡を超えるもの 

【別表第1】 

土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 60度（約1:0.6） 80度（約1:0.2） 

風化の著しい岩 40度（約1:1.2） 50度（約1:0.9） 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘

土その他これらに類するもの 

35度（約1:1.5） 45度（約1:1.0） 

 

9条 

 

 

 

【鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造】 

１ 前条1項二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によ

って次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び政令14条2号ロにおいて「土圧等」という。）によ

って擁壁が破壊されないこと。 

二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの

許容応力度を超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの 2/3以下であることを確か

めること。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他

の抵抗力の2/3以下であることを確かめること。 

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確か

めること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力

が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、

盛土の土質に応じ別表第 2 の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いるこ

とができる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築

基準法施行令90条（表1を除く。）、91条、93条及び94条中長期に生ずる力に対する許容

応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算

された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を

用いることができる。 

【別表第2】 

土質 単位堆積重量/㎥ 土圧係数 

砂利又は砂 1.8トン 0.35 

砂質土 1.7トン 0.40 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 1.6トン 0.50 
 

【別表第3】 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 0.5 

砂質土 0.4 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から少なく

とも15㎝までの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。） 

0.3 

 

10条 

 

 

【練積み造の擁壁の構造】 

政令8条1項二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによ

らなければならない。 
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（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（続き） 一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（政令1条4項に規定する擁壁の前面の下端以下の

擁壁の部分の厚さをいう。別表第4において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四に定める基

準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第1種

又は第2種に該当するものであるときは40㎝以上、その他のものであるときは70㎝以上で

あること。 

二 石材その他の組積材は、控え長さを 30 ㎝以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁と

し、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。 

三 前2号に定めるところによっても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれが

あるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置さ

れる地盤の土質が、別表第4上欄の第1種又は第2種に該当するものであるときは擁壁の高

さの15/100（その値が35㎝に満たないときは、35㎝）以上、その他のものであるときは擁

壁の高さの20/100（その値が45㎝に満たないときは、45㎝）以上とし、かつ、擁壁には、

一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全で

ある基礎を設けること。 

【別表第4】 

土質 擁壁 

勾配 高さ 下端部分の厚さ 

第1種 岩、岩屑、砂利

又は砂利交じ

り砂 

70度を超え75度以下 2m以下 40㎝以上 

2mを超え3m以下 50㎝以上 

65度を超え70度以下 2m以下 40㎝以上 

2mを超え3m以下 45㎝以上 

3mを超え4m以下 50㎝以上 

65度以下 3m以下 40㎝以上 

3mを超え4m以下 45㎝以上 

4mを超え5m以下 60㎝以上 

第2種 真砂土、関東

ローム、硬質

粘土その他こ

れらに類する

もの 

70度を超え75度以下 2m以下 50㎝以上 

2mを超え3m以下 70㎝以上 

65度を超え70度以下 2m以下 45㎝以上 

2mを超え3m以下 60㎝以上 

3mを超え4m以下 75㎝以上 

65度以下 2m以下 40㎝以上 

2mを超え3m以下 50㎝以上 

3mを超え4m以下 65㎝以上 

4mを超え5m以下 80㎝以上 

第3種 その他の土質 70度を超え75度以下 2m以下 85㎝以上 

2mを超え3m以下 90㎝以上 

65度を超え70度以下 2m以下 75㎝以上 

2mを超え3m以下 85㎝以上 

3mを超え4m以下 105㎝以上 

65度以下 2m以下 70㎝以上 

2mを超え3m以下 80㎝以上 

3mを超え4m以下 95㎝以上 

4mを超え5m以下 120㎝以上 
 

11条 【設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用】 

政令 8条1項1号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令 36条の 3から

39条まで、52条（3項を除く。）、72条から75条まで及び79条の規定を準用する。 

12条 

 

 

 

 

 

【擁壁の水抜き穴】 

政令8条1項一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水をよくするため、壁面の

面積 3 ㎡以内ごとに少なくとも一個の内径が7.5 ㎝以上の陶管その他これに類する耐水性の材料

を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の

資材※を用いて透水層を設けなければならない。 

※「砂利その他の資材」として石油系素材を用いた「透水マット」についても、その特性に応
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（続き） （続き） じた適正な使用方法の範囲で認めます。 

13条 【任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用】 

法 12 条 1 項又は 16 条 1 項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置

する擁壁で高さが2mを超えるもの（政令8条1項一号の規定により設置されるものを除く。）に

ついては、建築基準法施行令142条（同令第7章の8の規定の準用に係る部分を除く。）の規定を

準用する。 

17条 【特殊の材料又は構法による擁壁】 

構造材料又は構造方法が政令8条1項2号及び9条から12条までの規定によらない擁壁で、

国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるもの注1については、こ

れらの規定は、適用しない。 

 

※宅地造成等規制法に基づく大臣認定擁壁は有効です。 

※認定時に付された条件等に適合するものとしてください。過去に認定された擁壁は大地震時

の検討を行っていないものも存在しますので、注意してください。 

※胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造擁壁については、

S40建設省告示1485号各号に適合するものとしてください。（施行通知） 

崖面崩壊 

防止施設

の設置に

関するも

の 

14条 法 13 条 1 項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設

置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（政令3条四号の盛土及び同条五号の盛土又は切土を除く。以下この号におい

て同じ。）をした土地の部分に生ずる崖面に政令8条1項1号（ハに係る部分を除く。）の規定

により擁壁を設置することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤

の内部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主

務省令で定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖

面崩壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる

構造であること。 

ロ 土圧等によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。 

 

【留意事項】２－２－７参照 

  【政令3条四号・五号】抜粋 

四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが2mを超えるもの 

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面

積が500㎡を超えるもの 

  【省令31条】（擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象） 

政令第 14 条第一号（令第 18 条及び第 30 条第 1 項において準用する場合を含む。）の主務省令

で定める事象は、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入 

三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象 

崖面及び

その他の

地表面に

ついて講

ずる措置

に関する

もの 

15条 １ 法 13 条 1 項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について講ずる

措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁又は崖面

崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。）が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張

り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。 

２ 法 13 条 1 項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした

後の土地の地表面（崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。）について講ずる

措置に関するものは、当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、

芝張り、板柵工その他の措置を講ずることとする。 

一 政令7条2項1号の規定による措置が講じられた土地の地表面 

二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面注2 

 

【留意事項】２－２－８参照 
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排水施設

の設置に

関するも

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16条 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 13 条 1 項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に関す

るものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるお

それがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれに

も該当するものを設置することとする。 

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のも

のとする措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支

障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他

雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができ

るものであること。 

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げ

る箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除

く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の120倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上

適当な箇所 

五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

六 ますの底に、深さが15㎝以上の泥溜めが設けられているものであること。 

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の

地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することが

できるよう、当該地盤面に排水施設で同項各号（第二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれ

にも該当するものを設置することとする。 

 

【留意事項】２－２－９参照 

規則への

委任 

20条 細則6条 

政令 20 条第 1 項に規定する擁壁又は崖面崩壊防止施設の設置に代えてとることのできる他の

措置は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 石積み 

(2) 積み苗 

(3) 前各号に掲げるもののほか、知事が適当と認めたもの 

注１：国土交通大臣による認定擁壁一覧の詳細は、国土交通省ホームページで公表されています。 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000060.html   

注2：特定盛土等に関する工事の技術的基準は、「地表面」を「地表面及び農地等における植物の生育が確保される部分の地表

面」と読み替えて適用します。（政令18条） 

 

２－２－１ 【県の運用】地盤の安定計算を行う場合の留意事項【政令第7条第2項第2号関係】 

 盛土をした後の土地の地盤について、土質試験等に基づく安定計算を行うことによりその安定が保

持されるものであることを確かめる場合には、盛土本体に加え、基礎地盤や擁壁等も含めた、造成後

の土地の地盤全体の安定性を検討してください。 

 

 盛土の施工に際しては、適切に地下水排除工等を設けることにより、盛土内に間げき水圧が発生し

ないようにすることが原則です。 

 その上で、地下水及び降雨時の浸透錐の集中により間げき水圧が上昇することが懸念される盛土で

は、間げき水圧を考慮した安定計算により盛土の安定性を検討することが望ましいとされています。 

 この間げき水圧が上昇することが懸念される盛土には、湧水や常時流水等が認められる傾斜地盤

（渓流等を含む。）、上方に広い緩傾斜地がある傾斜地盤上等における盛土等が考えられます。 

 また、基礎地盤の液状化が懸念される平地部等の盛土や、締固め難い材料を用いる盛土では、静水

圧での間げき水圧に加えて過剰間げき水圧を考慮した安定計算を実施することが望ましいですとさ

れています。 
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 盛土内の間げき水圧を考慮した安定計算を行う際、地下水位の設定水位は、盛土高の3分の1とす

ることを基本とすることが望ましいです。なお、現場条件等により間げき水圧の上昇が大きいと想定

される場合の設定水位は、盛土高の2分の1とすることも考えられます。 

 

 三次元解析を行うことが望ましい大規模な盛土は、盛土高さ 15m超で盛土量5万㎥  超となる規模

のものです。（盛土等防災マニュアル 主な改正概要と考え方） 

 なお、必要に応じて、「地質」や「土質及び基礎」の分野について地検を有する専門家に諮り、国や

地盤工学会等と連携して対応することとなります。 

 

２－２－２ 【県の運用】渓流等における盛土の留意事項 

 渓流等における盛土は、盛土内にまで地下水が上昇しやすく、崩壊発生時に渓流を流下し大規模な

災害となりうることから、慎重な計画が必要となるため、極力さけてください。（盛土等防災マニュア

ル Ⅴ.5） 

 

２－２－３ 【県の運用】地盤について講ずる措置の留意事項【政令第7条第2項第3号関係】 

 切土をした後の地盤に滑りやすくなる層は、①切土により生ずる斜面の方向に下がって存在する異

なる土質の層（層の間で滑りが発生）、②粘土層を含む不透水層の直上にある透水層（間げき水圧の上

昇により軟弱化し、円弧滑りが発生）等が考えられ、地質調査の結果などから判断してください。 

 

 

図 2-2-1 切土をした後に滑りやすくなる層の例 

 

２－２－４ 【県の運用】鉄筋コンクリート造等擁壁の設計及び施工の留意事項【政令第 8 条関係】（盛土等

防災マニュアルⅧ.3） 

 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の設計にあたっては、土質条件、荷重条件等の設

計条件を的確に設定した上で常時及び地震時における擁壁の要求性能を満足するよう安全性を検討

してください。 

 擁壁は、平常時における安全性を確保するために必要な性能を確保することはもちろん、地震時に

おいても各擁壁に求められる安全性を確保するために必要な性能を備えておく必要があります。 

このため、常時、中地震、大地震時においてそれぞれ想定される外力に対して、性能を満足するよ

うに設計を行ってください。 

原則として、高さが2mを超える擁壁については、中・大地震時の検討を行ってください。 
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２－２－５ 【県の運用】高低差ができる場合の留意事項 

 宅地造成又は特定盛土等に係る工事を行う土地と隣接地との間に、60 ㎝以上の高低差がある崖が

生じる場合には、擁壁を設置するよう努めてください。 

なお、60㎝未満の高低差がある崖を生じる場合であっても、土留めとしてコンクリートブロックを

用いる場合は、土圧を受ける部分を2段（40㎝）までとするよう努めてください。 

 

２－２－６ 【県の運用】既存擁壁が設置されている場合の留意事項 

 新たなに盛土等を行う土地において、既存の擁壁等が設置されているものの、当該擁壁等に手を加

えずに新たな盛土等を行う場合、擁壁等として技術的基準への適合までは求められませんが、既存擁

壁等に係る土地の部分が基礎地盤にあたる場合は、原地盤の一部として考慮してください。 

 ただし、既存の擁壁を改修等する場合で、ほぼ同じ位置で同等の規模に造り替える場合は許可・届

出の手続きは不要ですが、改修等の前後の構造が大きく変わる場合や盛土や切土を伴う場合には、許

可・届出の手続きや技術的基準への適合を求めることがあります。 

 

２－２－７ 【県の運用】崖面崩壊防止施設の設置に関する留意事項【政令第14条関係】（施行通知） 

 崖面崩壊防止施設は、盛土又は切土により生ずる崖面において、擁壁の設置では地盤変動や地盤内

部への地下水侵入など崖の安定を保つ機能を損なうときに、擁壁に代えて設置して崖面を覆う施設で

す。 

 湧水の影響等により長期的な支持力の確保等が課題となる箇所では、擁壁では地盤改良等の追加対

策を講ずる必要が生じる場合もあるため、保全対象との位置的関係等を総合的に判断し、地盤の変形

を許容できる場合に限り、擁壁に代えて崖面崩壊防止施設が適用可能となります。ただし、崖面崩壊

防止施設は、住宅地当の地盤の変形が許容されない土地には適用できません。 

 

 

①崖面崩壊防止施設の特性を踏まえた適用性の判断 

 ・擁壁が設置できる土地においては、崖面崩壊防止施設は設置しないこと 

 ・住宅等の建築物の建築等の、地盤の変動が許容されない利用をする土地においては、崖面崩壊防

止施設は設置しないこと 

 ・崖面崩壊防止施設を設置する際は、保全対象との位置関係等に留意すること 

 

②崖面崩壊防止施設設置時の留意事項 

 ・工事を行う土地及びその周辺の状況から工事完了後に土地利用の変更が想定される場合には、崖

面崩壊防止施設を設置しないことが望ましい 

 ・建築物の建築を行う際に崖面崩壊防止施設を設置することが計画されている場合には、がけ条例

（熊本県建築基準条例第2条）が適用されることに留意すること 

 

（参考）熊本県建築基準条例第 2条 

1 建築物を高さ2mをこえるがけに接し、又は近接して建築しようとする場合は、がけの上にあって

はがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、その建築物との間に、そのがけの高さの

1.5倍以上の水平距離を保たなければならない。 
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2 鉄筋コンクリート造等の重量建築物を、がけの上に建築しようとする場合は、前項の基準を安全

上支障がない程度に増大しなければならない。 

3 前 2 項の規定は、建築物の用途、規模若しくは構造、擁壁の設置又はがけの状況により建築物の

安全上支障がないと認められる場合には、適用しない。 

 

 ・工事主は、土地の引き渡しの際等には、工事完了後の土地の所有者等へ崖面崩壊防止施設が設置

されていることを説明すること 

 ・土地所有者等は、崖面崩壊防止施設を設置した土地の利用方法が地盤の変動を許容できないもの

へ変更しようとする際は、県に報告すること 

 

２－２－８ 【県の運用】地表面について講ずる措置の留意事項【政令第15条関係】 

 崖の上端に続く当該土地の地盤面（政令第 7 条第 2 項第 1 号の規定により勾配を付したもの）や、

道路の路面の部分などの土地利用の状況によって、措置の必要のないことが明らかな地表面について

は、植栽や芝張り、板柵工等の盛土又は切土をした後の土地の地表面に講ずる措置（政令第 15 条第

２項等）は不要です。 

 

２－２－９ 【県の運用】排水施設設置に関する留意事項【政令第16条関係】 

 雨水排水施設の規模の決定に当たっては、降雨強度、排水面積、地形・地質、土地利用計画等を総

合的に考慮するものとします。 

その降雨強度を設定するには、「熊本県内における確率降雨強度の算定（熊本県土木部河川課）」を参考

としてください。 
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２－３ 土石の堆積に関する工事の技術的基準【法第13条第1項、第31条第1項】 

 許可が必要となる土石の堆積に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、安全な地盤、排水

施設等の設置その他土石の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置を講じる必要があります。 

 なお、法に定める技術的基準に記載がない事項については、「盛土等防災マニュアル」（施行通知別

添 5。資料編 資２―２参照）や「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会）等の、一般的

に認められている他の技術的指針等を参考として、適正に設計・工事を行ってください 

 崩壊時に周辺の保全対象に影響を及ぼさないよう空地や措置を設けることを基本とされており、堆

積場所の選定に当たっては、法令等による行為規制、自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調

査するとともに、関係する技術基準等を考慮し、周辺への安全性を確保できるよう検討してください。 

 「土石の堆積」は、一定期間を経過した後に除却することを前提とした、土石の一時的に堆積する

行為ですので、許可期間は、最大5年です。（施行通知） 

5年を超えて行為を続ける場合は、変更許可の手続きを行ってください。 

図 2-3-1 土石の堆積に関する工事の技術的基準     

           

表 2-3-1 土石の堆積に関する工事の技術的基準 

技術的 

基準 
政令 内 容 

土石の堆

積に関す

る工事の

技術的基

準 

（政令 19

条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19条 

1項 

一号 

堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除

き、土石の堆積は、勾配が1/10以下である土地において行うこと。 

【省令32条】（堆積した土石の崩壊を防止するための措置） 

令第19条第1項第一号（令第30条第2項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める

措置は、土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであつて、勾配が 1/10 以下であるものに限

る。）を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積

した土石を支えることができる措置とする。 

19条 

1項 

二号 

土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそ

れがあるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。 

19条 

1項 

三号 

堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空

地（勾配が1/10以下であるものに限る。）を設けること。 

イ 堆積する土石の高さが5m以下である場合 当該高さを超える幅の空地 

ロ 堆積する土石の高さが5mを超える場合 当該高さの二倍を超える幅の空地 

 

【留意事項】２－３－１参照 

19条 

1項 

四号 

堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設ける

こと。 

【省令33条】（柵その他これに類するものの設置） 

令第19条第1項第四号（令第30条第2項において準用する場合を含む。）に規定する柵その他

これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入ら

ないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとす

る。 

 

【留意事項】２－３－２参照 

出典：国土交通省パンフレット 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

35 

 

（続き） 19条 

1項 

五号 

雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効

に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講

ずること。 

19条 

2項 

前項三号及び四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその

他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定

める措置を講ずる場合には、適用しない。 

【省令34条】（土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置） 

令第 19 条第 2 項（令第 30 条第 2 項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める措置

は、次に掲げるいずれかの措置とする。 

１ 次に掲げるいずれかの措置とする。 

一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設（次項において「鋼矢板

等」という。）を設置すること 

二 次に掲げる全ての措置 

イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地

表水が浸入することを防ぐための措置 

ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の

傾斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置 

２ 前項一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造で

なければならない 

 

【留意事項】２－３－３参照 

 

２－３－１ 【県の運用】空地を確保する場合の留意事項【政令第19条第1項第3号関係】 

 空地の場所に樹木等が存在する場合は、堆積した土石が崩壊しても空地外に被害を及ぼさないよう

にしてください。 

 また、側溝は、地表水処理のために効果的な位置であれば、空地内に設けても支障ありません。 

 

２－３－２ 【県の運用】柵等を設置する場合の留意事項【政令第19条第1項第4号関係】 

 柵等は、土石の堆積に関する工事を行っている土地の区域内に人がみだりに立ち入らないようにす

るためのものです。見やすい箇所に緩傾斜以外のものが立入を禁止する旨の表示を掲示して設けるほ

か、柵の種類としてはロープ柵等も適用可能です。 

 

２－３－３ 【県の運用】鋼矢板等を設置する場合の留意事項【政令第19条第2項関係】 

 鋼矢板等の構造については、想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか、必

要に応じて重機による積載荷重に耐えうる構造で設計してください。詳細な設計方法は、道路土工-仮

設構造物工指針等を参考としてください。 
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２－４ 資格を有する者の設計対象工事、設計者の資格【法第13条第2項、法第31条第2項】 

２－４－１ 資格を有する者の設計対象工事【法第13条第2項、政令第21条】  

    下記のいずれかに該当するものの工事は、下記２の資格を有する者の設計によらなければなりま

せん。 

① 高さが5ｍを超える擁壁の設置 

② 盛土又は切土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置  

注）開発許可によるみなし許可で、上記のいずれかに該当する場合は、開発許可を受ける計画についても、同条の規定

が適用されますので、ご注意ください。 

    

２－４－２ 設計者資格【法第13条第2項、政令第22条、省令第35条、S37建設省告示1005号】 

    上記１の工事については、下記のいずれかに該当する者の設計によらなければなりません。 

 

表 2-4-1 設計者資格 

根拠条文 資格の内容 

政令 

22条 

1号 学校教育法による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令による大学において、正規の土木

又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して 2 年以上の実務

の経験を有する者 

2号 学校教育法による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限3年の課程（夜

間において授業を行うものを除く。）を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して3

年以上の実務の経験を有する者 

3号 2号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校

令による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又

は建築の技術に関して4年以上の実務の経験を有する者 

4号 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校におい

て、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して7

年以上の実務の経験を有する者 

5号 国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた

者 

省令35条 1号 土木又は建築の技術に関して 10 年以上の実務の経験を有する者で都

市計画法施行規則第19条第1号トに規定する講習を修了したもの 

昭 37 年建

告1005号 

1号 学校教育法による大学（短期大学を除く。）の大学院若しくは専攻科又

は旧大学令による大学の大学院若しくは研究科に 1 年以上在学して土

木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して

1年以上の実務の経験を有する者 

2号 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選

択科目を「農業農村工学」とするものに限る。）、森林部門（選択科目

を「森林土木」とするものに限る。）又は水産部門（選択科目を「水産

土木」とするものに限る。）とするものに合格した者（技術士法施行規

則の一部を改正する省令（平成15年文部科学省令第36号）の施行の

際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門を林業部門（選択

科目を「森林土木」とするものに限る。）とするものに合格した者及び

技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成 29 年文部科学省令第

45号）の施行の際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門を

農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）とするものに

合格した者を含む。） 

3号 建築士法による一級建築士の資格を有する者 

4号 前 3 号に掲げる者のほか、国土交通大臣が省令 35 条 1 号に掲げる者

と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 
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２－５ 工事主の資力、信用【法第12条第2項第2号、第30条第2項第2号】 

工事主は、適切な資金計画や過去の事業実績等を勘案し、工事を行うための必要な資力及び信用が

求められます。 

提出する資料は、表3-5-1を参照してください。 

 

２－６ 工事施行者の能力【法第12条第2項第3号、法第30条第2項第3号】 

工事施工者は、当該工事の難易度、過去の事業実績等を勘案し、工事を完成させるために必要な資

力及び信用が求められます。 

提出する資料は、表3-5-1を参照してください。 

許可のときにやむをえない理由により工事施行者を決定していない場合は、工事に着手するまでに、

決定した工事施行者について改めて工事施行者の能力に関する申告書（細則別記第7号様式）を提出して

ください。 

なお、一度決定した工事施行者を変更する場合は、変更許可の手続きを行ってください。 

 

２－７ 土地の権利者の同意【法第12条第2項第4号、第30条第2項第4号】 

宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事について、工事の許可の申請をするときは、あ

らかじめ、当該工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使

用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得てくだ

さい。 

なお、同意を求める必要がある権利の範囲は次のとおりです。 

① 土地の所有権、地上権、質権（当該土地を占有する不動産質権者に限る。）、賃借権、使用貸借

件を有する者 

② ①のほか、使用収益権（永小作権、地役権（内容に応じて同意が必要か判断）等を有する者 

※抵当権、根抵当権、先取特権等の担保物権（当該土地を施入する不動産質権者を除く。）について

は、ただちに土地の使用収益に支障ある権利ではないため、同意の対象とはなりません。なお、建

築物又は工作物のみに係る権利者（賃貸住宅の賃借人等）の同意は不要です。 

注）土地所有者の同意を求める過程で登記簿の名義人が所有者でないことが確認された場合には、

改めて所有者を特定し同意を求める必要があります。 

 

ただし、次の事業の施行に伴い、宅地造成等の許可を申請する場合を除きます。【政令第5条第2項】 

① 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備 

② 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業 

③ 土地収用法第26条第1項の規定による告示（みなされるものを含む。）に係る事業 

④ 都市再開発法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業 

⑤ 大都市法第2条第5号に規定する防災街区整備事業 

⑥ 所有者不明土地特措法第 2 条第 3 項に規定する地域福利増進事業のうち同法第 19 条第 1

項に規定する使用権設定土地において行うもの 

 

当該土地の権利を有する者が国又は地方公共団体等の公共機関の場合には、申請者が土地の貸付け

等に関する協議を開始している旨の当該公共機関の交付する証明を添付してください。 

なお、その場合においては、許可を受けるまでに、当該公共機関と土地の貸付け等に係る契約締結

等を行った後、当該書類等の写しを提出してください。 
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２－８ 周辺住民への事前周知【法第11条、第29条】 

２－８－１ 周知の方法 

工事主は、盛土等の区分に応じた範囲（表2-8-3参照）及び盛土の種類（表2-8-4参照）に応じて、あ

らかじめ宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺住民に対し、説明会の開催や書面を配布す

るなど、当該宅地造成等に関する工事の内容を周知する必要があります。許可申請までに実施してく

ださい。なお、住民がいない場合は、周知不要です。 

工事に伴う、土地の沈下や排水の問題等による土砂災害のリスクの有無、工事施工中の安全対策、

騒音・振動・粉じん対策、周辺環境への配慮、境界問題、法令順守などについて、丁寧な説明を行い、

トラブル防止に努めてください。 

なお、周知後に工事の内容に大きく変更が生じた場合などは、改めて周知を行うよう検討してくだ

さい。 

また、省令第6条3号に規定する掲示板の掲示やインターネットでの周知を行う場合は、工事完成

まで継続するよう努めてください。 

 

表 2-8-1 住民への周知の方法【省令第6条】 

①説明会の開催 

②書面の配布 

③工事の内容の掲示及びインターネットでの閲覧 

※表下のアからウのいずれかに該当する場合で、高さ

15m 超の盛土をする場合は、①説明会の開催が必

須です。【省令12条各号】 

※工事の内容が確実に伝わるよう、できる限り①説明会の開催や、②書面の配布を行うよう努めてく
ださい。 
※下記に挙げる土地など、大規模かつ災害のリスクの高い土地における工事については、周辺住民の
関心が高いため、より丁寧な説明を行うよう努めてください。 
ア 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 
イ 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況がアの土地に類する状況を呈している土

地 
ウ ア又はイの土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあって、雨水その他の地表

水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

 

【国又は県が行う工事の場合】 

住民周知に関する法の規定はありませんが、関係自治体と事前に協議を行うとともに、周辺住民へ

の周知、土地所有者等の同意取得等に留意してください。 

 

２－８－２ 周知の内容 

周知の内容は表2-8-2のとおりです。 

 

表 2-8-2 周知する工事の具体的内容 

区分 具体的内容（施行通知別表2） 

1 宅地造成 

又は 

特定盛土等 

①工事主の氏名又は名称 

②工事が施行される土地の所在地 

③工事施行者の氏名又は名称 

④工事の着手予定日及び完了予定日 

⑤盛土又は切土の高さ 

⑥盛土又は切土をする土地の面積 

⑦盛土又は切土の土量 

⑧その他 

2 土石の堆積 ①工事主の氏名又は名称 

②工事が施行される土地の所在地 

③工事施行者の氏名又は名称 

④工事の着手予定日及び完了予定日 

⑤土石の堆積の最大堆積高さ 

⑥土石の堆積を行う土地の面積 

⑦土石の堆積の最大堆積土量 

⑧その他 

※⑧「その他」の例として、工事中の防災措置として、土砂流出防止措置、梅雨時期や台風時期の降雨対

策、搬入出計画等の交通安全措置などが考えられます。特に山地や森林においては、地盤の複雑性・脆弱

性や、地形等の特性を踏まえつつ、より綿密な防災措置を検討することが重要です。 

 また、工事施工中の濁水流出防止対策、騒音・振動・粉じん対策等の周辺住民や環境への配慮も考えら

れます。 
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２－８－３ 周知する範囲 

周知を行う範囲は、盛土等の規模や地形等から判断される影響の想定される範囲とします。 

工事主は、その計画について、表2-8-4の盛土等の区分に応じて、少なくとも表2-8-3に掲げる

範囲において、事前に住民に対して周知を行ってください。 

なお、トラブル防止のため、表 2-8-3 に掲げる範囲の他、必要に応じて、建築物の所有者、隣地

所有者、盛土等を行う土地の境界から水平距離数十m（腹付け盛土においては、下流方向に水平距離

50mから数百メートル）程度の範囲、盛土等を行う土地が属する自治会等の範囲、又は運搬経路沿い

の住民に対しても、周知するよう努めてください。 

 

表 2-8-3 工事について住民への周知を行う範囲（周知することを必須とする範囲） 

盛土等の区分 

（表2-8-4参照） 

住民への周知を行う 

範囲の考え方 

参考図 

参考：不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン 

1 平地等における盛土等 

①平地盛土 

②切土 

③土石の堆積 

 

 

 

①盛土等の境界（法

尻）から盛土等の最

大の高さ hに対して

水平距離2h以内の

範囲 

②盛土等を行う土地

の隣接地 

 

 

 

 

2 傾斜地における盛土 

腹付け盛土 

①盛土のり肩までの

高さ hに対して盛土

のり肩から下方の水

平距離5h以内の範

囲 

②盛土等を行う土地

の隣接地 

 

 

 

 

 

3 渓流等における盛土 

① 省令6条1項において住民への周

知方法を規定する渓流等におけ

る高さ15m超の盛土 

②渓流等における盛土（①を除く） 

③谷埋め盛土（①②を除く） 

④腹付け盛土のうち、区分1の範囲

に渓流等の渓床が存在するもの

（①②を除く） 

①下流の渓床勾配が2

度以上の範囲 

②盛土等を行う土地

の隣接地 

 

 

  

渓床勾配2度以上の範囲 
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２－８－４ 盛土の種類 

盛土については、盛土の種類により崖崩れや土砂の流出に伴う災害を防止するために必要な措置が

異なることを踏まえ、表2-8-4のとおり盛土を分類します。 

 

表 2-8-4 盛土等の種類 

盛土等の種類 参考図 

参考：盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説、盛土等防災マニュアルの解説 

1 平地盛土 勾配が1/10（5.7°）以下の土地において行われる盛土

で、谷埋め盛土に該当しないもの 

 

 

 

 

2 腹付け盛土 傾斜地（勾配が1/10（5.7°）より大きい土地）において行われる盛土で、谷埋め盛土

に該当しないもの  

 

 

 

 

 

 

 

3 谷埋め盛土 谷や沢を埋めたてて行う盛土 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 渓流等の範囲 渓床勾配10度以上の勾配を呈し、0次谷

を含む一連の谷地形であり、その底部の中

心線からの距離が25m以内の範囲を基本

とする。 

※現地にて湧水や地下水の影響がされる場

合は、渓流等における盛土として取り扱う

場合があります。 

※基本的には盛土を計画する土地が一部で

も渓流等に該当する場合には、全体が渓流

等に該当する盛土として扱います。 

 

 

  

概念図 
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第３章 手続き 
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３－１ 手続き等一覧 
 法又は細則に規定する手続きは、表3-1-1のとおりです。 

 許可を受けた工事又は届出を提出した工事全てを対象に、細則で、工事の進捗に併せて工事着手届等

の手続きを行うよう定めています。 

 

表 3-1-1 法又は細則に基づく手続き一覧 

時期 事項 根拠 内容 
手続き 

時期 

対象 

※略表記：12条1項→12① 
提

出

先 

参照 
12① 

30① 

15① 

34① 

15② 

15② 

27 21① 

40① 

21③ 

40③ 

21④ 

40④ 

工事

着手

前 

許可 法12条

1項 

法30条

1項 

宅地造成、特定盛

土等又は土石の堆

積を行う場合の許

可申請 

工事 

着手前 

●       市町村 

経由 

３－４ 

３－５ 

協議 法15条

1項 

法34条

1項 

宅地造成、特定盛

土等又は土石の堆

積を行う場合の協

議 

工事 

着手前 

 ●      市町村 

経由 

３－１４ 

届出 法27条

1項 

特定盛土等又は土

石の堆積を行う場

合の届出 

工事着手

の30日

前まで 

   ●    市町村 

経由 

３－４ 

３－５ 

取下げ届 細則21

条 

許可申請又は変更

許可申請を取り下

げる場合の届 

すみやか

に 

●   ●    県 ３－１３ 

 

工事

着手

時 

標識の掲出 法49条 見やすい場所に標

識を掲出 

工事の 

着手時 

● ● ● ●    ― ３－６ 

工事

着手

後 

工事着手届 細則18

条 

工事着手した場合

の届出 

すみやか

に 

● ● ● ●    県 ３－７ 

変
更
手
続
き 

変更 

許可 

法16条

1項 

法35条

1項 

許可に係る計画を

変更しようとする

場合の変更許可申

請 

変更に係

る工事の

着手前 

● 
※
変
更
協
議 

 
※
変
更
届
出 

   市町村 

経由 

３－１０ 

軽微 

な 

変更 

届 

法16条

2項 

法35条

2項 

許可に係る計画を

軽微に変更した場

合の届 

軽微な変

更をした

とき 

● ●      市町村 

経由 

工事 

内容 

の変 

更届 

細則17

条 

届出に係る計画を

変更しようとする

場合の届 

変更に係

る工事の

着手前 

    ● ●  県 

中間検査 法18条

1項 

法37条

1項 

法12条・30条許

可を受けた場合、

隠ぺい部分に排水

施設を設置する工

事を終えたときの

検査申請 

 

特定工程

に係る工

事を終え

た日から

4日以内 

● ● ●     市町村 

経由 

３－８ 

定期報告 法19条

1項 

法38条

1項 

法12条・30条許

可を受けた場合、

3か月ごとに状況

の報告 

許可を受

けた日又

は前回の

報告を行

った日か

● ● ●     市町村 

経由 

３－９ 
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ら30日

以内 

休止等届 細則19

条 

許可・届出に係る

計画を休止、再

開、廃止する場合

の届 

すみやか

に 

● ● ● ● ● ●  県 ３－１１ 

工事

完了

後 

完
了
手
続
き 

完了 

検査 

申請 

法17条

1項 

法36条

1項 

宅地造成又は特定

盛土等の許可に係

る工事を完了した

ときの検査申請 

工事が完

了した日

から4日

以内 

● ●      市町村 

経由 

３－１２ 

確認 

申請 

法17条

4項 

法36条

4項 

土石の堆積の許可

に係る工事を完了

したときの確認申

請 

土石の堆

積の除却

が完了し

た日から

4日以内 

● ●      市町村 

経由 

工事 

完了 

届 

細則20

条 

届出に係る工事を

完了したときの届 

工事が完

了した日

から4日

以内 

  ● ● ● ●  県 

その

他の 

手続

き 

宅地造成又

は特定盛土

等（土石の堆

積）に関する

工事の届出 

法21条

1項 

法40条

1項 

規制区域指定日以

降も継続して工事

を行っているもの

の届出 

規制区域

指定の日

から21

日以内 

    ●   県 ４－２ 

擁壁等に関

する工事の

届出 

法21条

3項 

法40条

3項 

擁壁等を除却する

工事の届出 

工事着手

する日の

14日前

まで 

     ●  市町村 

経由 

３－１９ 

公共施設用

地の転用の

届出 

法21条

4項 

法40条

4項 

公共施設用地を宅

地又は農地等に転

用した場合の届出 

転用した

日から

14日以

内 

      ● 市町村 

経由 
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３－２ 許可担当部署・申請窓口（権限移譲事務）  
３－２－１ 許可担当部署・申請窓口 

許可担当部署は、表3-2-1のとおりです。 

許可申請書等は、申請地を所管する市町村窓口（表3-2-2）を経由して県建築課に提出してくださ

い。 

※法の手続きについては、市町村にその受付事務の権限を移譲しています。（熊本県知事の権限に関する事務処理の

特例に関する条例の一部を改正する条例（平成11年熊本県条例第58号） 

市町村経由で行う手続きは、法に定める手続きが該当します。（表3-2-3参照） 

ただし、法に定める手続きのうち法第21条第1項及び第40条第1項に規定する届出、及び工事着

手届などの細則に定める手続きは、市町村を経由する必要はありませんので、直接県建築課に提出し

てください。 

なお、熊本市の区域内における行為に係る手続きは、熊本市に対して行ってください。 

 

表 3-2-1 許可担当部署 

管轄区域 許可担当部署 所在地 電話 FAX 

熊本市以外
の区域 

熊本県土木部 

建築住宅局建築課 

盛土対策室 

〒862-8570 

熊本市中央区水前寺6-18-1 

本館1階（郵便局前） 

096-333-2555 - 

（参考） 
熊本市 

熊本市都市建設局 

都市政策部開発指導課 

〒860-8601 

熊本市中央区手取本町1番1号 
096-328-2507 096-351-2182 

 

表 3-2-2 許可申請書等の提出先 

市町村名 申請書受付窓口 〒 所在地 電話番号 

八代市 建設部建設政策課 866-8601 八代市松江城町1-25 0965-33-4116 

人吉市 復興建設部都市計画課 868-8601 人吉市西間下町7-1 0966-22-2111 

荒尾市 地域振興部都市計画課 864-8686 荒尾市宮内出目390 0968-63-1487 

水俣市 産業建設部都市計画課 867-8555 水俣市陣内一丁目1-1 0966-61-1618 

玉名市 建設部都市整備課 865-8501 玉名市岩崎163 0968-75-1122 

山鹿市 建設部都市整備課 861-0592 山鹿市山鹿987-3 0968-43-1591 

菊池市 建設部都市整備課 861-1392 菊池市隈府888 0968-25-7242 

宇土市 建設部都市整備課 869-0492 宇土市浦田町51 0964-27-3333 

上天草市 建設部都市整備課 861-6102 上天草市松島町合津7915-1 0969-28-3366 

宇城市 土木部都市整備課 869-0592 宇城市松橋町大野85 0964-32-1694 

阿蘇市 土木部住環境課 869-2695 阿蘇市一の宮町宮地504-1 0967-22-3169 

天草市 建設部建設総務課 863-8631 天草市東浜町8-1 0969-32-6794 

合志市 都市建設部都市計画課 861-1195 合志市竹迫2140 096-248-3855 

美里町 建設課 861-4732 下益城郡美里町三和420 0964-47-1113 

玉東町 建設課 869-0303  玉名郡玉東町木葉759 0968-85-3112 

南関町 税務住民課 861-0898 玉名郡南関町大字関町64 0968-57-8579 

長洲町 建設課 869-0198 玉名郡長洲町大字長洲2766 0968-78-3262 

和水町 総務課 865-0192  玉名郡和水町江田3886 0968-86-5720 

大津町 都市整備部都市計画課 869-1292 菊池郡大津町大字大津1233 096-293-4011 

菊陽町 都市整備部都市計画課 869-1192 菊池郡菊陽町大字久保田2800 096-232-4927 

南小国町 建設課 869-2492 阿蘇郡南小国町大字赤馬場143 0967-42-1114 

小国町 建設課 869-2592 阿蘇郡小国町宮原1567-1 0967-46-2114 

産山村 経済建設課 869-2703 阿蘇郡産山村山鹿4883 0967-25-2213 

高森町 建設課 869-1602 阿蘇郡高森町大字高森2168 0967-62-2912 

西原村 企画商工課 861-2492 阿蘇郡西原村大字小森3259 096-279-3114 

南阿蘇村 定住促進課 869-1404  阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705-1   0967-67-2705 

御船町 建設課 861-3296  上益城郡御船町大字御船995-1   096-282-1312 

嘉島町 都市計画課 861-3192 上益城郡嘉島町上島530 096-237-2597 
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益城町 都市計画課 861-2295 上益城郡益城町大字宮園702 096-286-3340 

甲佐町 建設課 861-4696 上益城郡甲佐町大字豊内719-4 096-234-1183 

山都町 建設課 861-3592 上益城郡山都町浜町6 0967-72-1145 

氷川町 建設下水道課 869-4814 八代郡氷川町島地642 0965-52-5856 

芦北町 建設課 869-5498 葦北郡芦北町大字芦北2015 0966-82-2511 

津奈木町 建設課 869-5692 葦北郡津奈木町大字小津奈木2123 0966-78-3101 

錦町 総務課 868-0392 球磨郡錦町大字一武1587 0966-38-1111 

多良木町 建設課 868-0595 球磨郡多良木町多良木1648 0966-42-1259 

湯前町 建設水道課 868-0621 球磨郡湯前町1989-1 0966-43-4131 

水上村 建設課 868-0795 球磨郡水上村大字岩野90 0966-44-0315 

相良村 企画商工課 868-8501 球磨郡相良村大字深水2500-1 0966-35-1036 

五木村 建設課 868-0201 球磨郡五木村甲2672-7  0966-37-2017 

山江村 建設課 868-8502 球磨郡山江村大字山田甲1356-1   0966-23-6449 

球磨村 建設課 869-6401 球磨郡球磨村大字渡丙1730 0966-32-1116 

あさぎり町 建設課 868-0408 球磨郡あさぎり町免田東1199 0966-45-7221 

苓北町 土木管理課 863-2503 天草郡苓北町志岐660 0969-35-3331 

 

【取扱い】他県や市町村の境界にまたがる盛土等に対する許可・届出手続きの窓口 

 複数の市町村にまたがって盛土等の行為を行う場合における許可申請や届出は、当該盛土等を行う

土地の合計面積が大きい方の市町村に提出してください。（図3-2-1参照） 

 ※他県又は熊本市の区域にまたがる場合は、両方の自治体に対して許可・届出が必要となる場合があり

ます。事前にご相談ください。（１－５－３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1 市町村境界にまたがる盛土等に対する許可・届出の取扱い  

市町村境界 

盛土等が行われる範囲 

盛土等が行われる敷地の範囲 

盛土等の合計面積Ｅ ＜ 盛土等の合計面積Ｆ  →盛土等の合計面積が大きい、自治体D

に提出してください。 
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表 3-2-3 市町村を窓口とする手続き一覧（受付事務の権限移譲対象） 

移譲項目（受付事務） 根拠法令 
宅造 

区域 

特盛 

区域 

許可関係 

1 

許可申請 

宅地造成等に関する工事の許可申請 法12条1項 ●  

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の

許可申請 
法30条1項   ● 

協議 

（国県等） 

宅地造成等に関する工事の協議申請及び変

更協議 

法15条1項（法16条3項にお

いて準用する場合を含む） 
●  

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の

協議申請及び変更協議 

法34条1項（法35条3項にお

いて準用する場合を含む） 
  ● 

2 

変更 

許可申請 

宅地造成等に関する工事の変更の許可申請 法16条1項 ●  

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の

計画の変更の許可申請 
法35条1項   ● 

軽微変更 軽微な変更の届出 法16条2項、法35条2項 ● ● 

3 中間検査 特定工程に係る工事の中間検査申請 法18条1項、法37条1項 
● 

  
● 

4 定期報告 定期報告 法19条1項、法38条1項 ● ● 

5 
完了検査 工事完了の検査申請 法17条1項、法36条1項 ● ● 

確認 工事完了の確認申請 法17条4項、法36条4項 ● ● 

届出関係 

6 届出 

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の

計画の届出 
法27条1項   ● 

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の

計画の変更届出 
法28条1項   ● 

その他の届出関係 

7 除却の届出 擁壁等に関する工事の届出 法21条3項、法40条3項 ● ● 

8 転用の届出 公共施設用地の転用の届出 法21条4項、法40条4項 ● ● 

※上記以外（法第21条第1項又は第40条第1項の届出、細則に定める届）は、県建築課に直接提出して

ください。 

 

３－３ 他法令が適用される場合の留意事項  

宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事が、他法令の許可等を要する場合は、必要に応じ

て事前に整合を図ってください。（表3-3-1参照） 

※都市計画法第29条第1項又は第2項に基づく開発許可及び建築基準法に基づく建築確認については、３

－１６、３－１７を参照してください。 

 

表 3-3-1 （参考）造成行為に係る主な他法令の問い合わせ先 

法律名 機関名 問い合わせ先 

海岸法 熊本県 農林水産部農地整備課、漁港漁場整備課 

河川法 熊本県 土木部河川課 

家畜伝染病予防法 熊本県 農林水産部畜産課 

火薬類取締法 熊本県 総務部消防保安課 

急傾斜地法 熊本県 土木部砂防課 

漁港漁場整備法 熊本県 農林水産部漁港漁場整備課 

景観条例 熊本県 

土木部都市計画課 

（景観行政団体）令和7年2月時点 

八代市、人吉市、荒尾市、玉名市、天草市、菊池市、山鹿市、

宇城市、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、 

西原村、南阿蘇村、山都町、苓北町（18市町村） 

（自主条例制定市町村）令和7年2月時点 

錦町、五木村（2町村） 
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建設業法 熊本県 土木部監理課 

建設リサイクル法 熊本県 土木部土木技術管理課 

建築基準法※ 熊本県 土木部建築課 

鉱業法 経済産業省 九州経済産業局資源エネルギー環境部 資源・燃料課 

鉱山保安法 経済産業省 九州産業保安監督部鉱山保安課 

公有水面埋立法 熊本県 土木部港湾課 

港湾法 熊本県 土木部港湾課 

国土利用計画法 熊本県 企画振興部地域振興課 

採石法 熊本県 商工労働部エネルギー政策課 

砂防法 熊本県 土木部砂防課 

地すべり等防止法 熊本県 農林水産部農地整備課、森林保全課、土木部砂防課 

自然環境保全法 熊本県 環境生活部自然保護課 

自然公園法 熊本県 環境生活部自然保護課 

砂利採取法 熊本県 商工労働部エネルギー政策課 

種の保存法 環境省 九州地方環境事務所野生生物課 

所有者不明土地特別措置法 熊本県 土木部用地対策課 

森林法 熊本県 農林水産部森林整備課・森林保全課 

津波防災地域づくりに関する法律 熊本県 土木部河川課 

鳥獣保護法 熊本県 環境生活部自然保護課 

電気事業法 経済産業省 九州産業保安監督部電力安全課 

道路法 熊本県 土木部道路整備課 

特定都市河川浸水被害対策法 熊本県 土木部河川課（※R7.4月に甲佐町の一部を指定する予定） 

都市計画法※ 熊本県 土木部都市計画課、建築課 

土砂災害防止法 熊本県 土木部砂防課 

都市再開発法 熊本県 土木部都市計画課 

土壌汚染対策法 熊本県 環境生活部閑居保全課 

土地区画整理法 熊本県 土木部都市計画課 

土地収用法 熊本県 土木部用地対策課 

土地改良法 熊本県 農林水産部農地整備課 

農振法 熊本県 農林水産部農村計画課 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律 熊本県 農林水産部農地整備課 

農業産業法 熊本県 農林水産部農村計画課 

農地法 熊本県 農林水産部農村計画課 

廃棄物処理法 熊本県 環境生活部循環社会推進課 

文化財保護法、県文化財保護条例 熊本県 教育委員会文化課 

墓地埋葬等に関する法律 熊本県 健康福祉部薬務衛生課 

密集市街地法 熊本県 土木部住宅課 

熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例 熊本県 環境生活部自然保護課 

市
町
村
の
災
害
防
止
条
例
等 

宇土市人為による災害の防止等に関する条例 宇土市 建設部都市整備課 

天草市開発行為等による災害防止条例 天草市 建設部建設総務課 

大津町開発事業等指導要綱 大津町 都市整備部都市計画課 

みんなで考えみんなで創る小国町まちづくり条例 小国町 情報政策課 

高森町自然環境保全要綱 高森町 建設課  

西原村開発行為の基準及び手続に関する条例 西原村 企画商工課 

南阿蘇村環境保全条例 南阿蘇村 水・環境課 

御船町開発行為等の適正化に関する指導要綱、

御船町の都市計画区域外における開発指導要綱 
御船町 建設課 

甲佐町住宅地開発行為指導要綱 甲佐町 建設課 

氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例 氷川町 建設下水道課 

潤いと安らぎを守り育てる錦町まちづくり条例 錦町 企画観光課 
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３－４ 許可申請から工事完了までの流れ 
３－４－１ 手続きの流れ 

許可申請から、工事完了までの基本的な流れは下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-1 許可申請から工事完了までの基本的な流れ  

 

３－４－２ 事前相談 

宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可申請や届出を提出する前に、その計画につ

いて、許可の要否や許可の見通しがあるのかを事前に確認しておくことが重要です。 

従って、円滑に許可手続きが進むよう、必要に応じて事前にご相談ください。 

特に、都市計画法に基づく開発許可によるみなし許可・届出の該当の有無については、事前に県建築

課でご確認のうえ、開発許可窓口に提出するようにしてください。開発許可によるみなし許可であって

も、法に基づく標識の掲出、中間検査及び定期報告の手続きが必要となりますので、事前に調整を行っ

てください。 

 

事前相談参考様式：資料編 資６参照 

添付書類    ：必要な図書 

  

許可申請前 

盛土等を行う土地の所有者等全員の同意 

周辺地域の住民に対し、説明会の開催等により工事

の内容を周知 
許可申請 

（許可基準） 

 ・災害防止のための安全基準に適合すること 

 ・必要な資力・信用を有すること 

 ・工事施工者が必要な能力を有すること 

 ・土地の所有者等全員の同意を得ていること 等 

※県知事は、工事主の氏名、盛土等が行われる土地

の所在地等を公表 
工事着手 

現場での標識掲出 工事現場の見やすい場所に、当該工事に係る許可を

受けている旨の表示 

中間検査申請 

工事の施工状況について、3か月ごとに報告（例：

土石の堆積量） 

※一定規模以上の盛土・切土、土石の堆積に適用 

定期報告 

工事完了後に確認困難となる工程について、現地検

査（対象：隠ぺい部分への排水施設の設置） 

※一定規模以上の盛土・切土に適用 

工事完了 

完了検査申請 安全基準への適合について現地検査（例：盛土

の形状、擁壁の強度 等） 

細則に定める手続き 

工事着手届 工事現に着手した場合、届の提出 

休止・再開・廃止する場合、届の提出 

事前相談 必要に応じて実施【参考様式あり 資料編 資６参照】 

完了届 

工事着手届 

事前相談 

許可基準への適合 

県知事の許可 届出受理 

計画変更許可申請 変更届 計画に変更がある場合、平角変更手続き 
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３－４－３ 許可手続き【法第12条第1項・第30条第1項許可関係】 

 規制区域内において行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事で一定規模を超えるも

のは、当該工事に着手する前に、あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。 

 計画に変更がある場合も、変更に係る工事に着手する前に手続きが必要です。（３－１０参照） 
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図 3-4-2 許可申請から完了検査までの流れ 

  

市町村 
窓口 

熊本県 
窓口 

申請者 
申請書（正副副※） 進達書 

申請書（正副） 

許可証交付 

許可証等（写し）通知 
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３－４－４ 届出手続き【法第27条第1項届出関係】 

 特盛区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事で、許可手続きが不要なもののう

ち一定規模を超えるものは、当該工事に着手する30日前までに届出が必要です。 

 盛土等の位置から下方の人家へ影響が懸念される場合などは、必要に応じて追加資料を求めること

があります。 

 また、届出の内容を変更しようとする場合は、変更の届出を提出してください。（３－１０－２参照） 

 なお、変更の内容が、許可対象規模に該当することになる場合は、変更に係る工事に着手する前に

法第12条又は第30条の許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。 
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図 3-4-3 届出（法第27条第1項）の流れ 

 

３－４－５ 標準処理期間 

   許可申請手続きに必要となる目安の日数は表3-4-1のとおりです。 

   事前に相談するなど、余裕をもって手続きを行ってください。 

 

表 3-4-1 標準処理期間 

手続きの種類 標準処理期間（変更許可の場合） 

宅地造成、特定盛土等に関する工事の許可 1か月～1か月半程度（許可の半分程度） 

土石の堆積に関する工事の許可 半月～1か月程度（許可の半分程度） 

※標準処理期間は、市町村が受け付けてから処理するまでの目安の期間ですので、標準処理期間内に必ず処分がなされるもの

ことを約束するものではありませんので、申請時期の目安としてください。 

  

工事届出 工事届出収受 

確認 関係機関と情報共有 

 
返却 
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必要に応じて 
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変更届出 

工事完了届 

計画変更 

※計画に変更がある場合は適

宜手続きを行うこと。（工事

変更、休止、再開、廃止） 

休止・再開・廃止 

工事着手届収受 

変更届出書収受 

工事完了届収受 

  工事着手 

  工事完了 

変更届出書受理 

届出書（正副副） 市町村 
窓口 

熊本県 
窓口 

申請者 
進達書 
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副本返却 
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３－５ 許可申請又は届出に必要な書類 

許可申請又は届出を提出する場合は、省令及び細則の規定に従い、表3-5-1の書類を添付してくださ

い。 

 

３－５－１ 宅地造成及び特定盛土等の許可申請【法第12条第1項・第30条第1項】 

表 3-5-1 宅地造成及び特定盛土等の許可申請書に必要な書類（省令7条1項、細則4条） 

 

書類の種類 

●必須 

○該当 

あれば 

明示すべき事項 縮尺 備考 

1 許可申請書 ● ※記載例は、資料編 資1作成要領を参照  省令別記様式第2 

2 位置図 
● 

方位、道路及び目標となる地物 1/10,000 

以上 
 

3 地形図 
● 

方位及び土地の境界線 1/2,500 

以上 
2m の標高差を示

す等高線を示す 

4 土地の平面

図 

● 

方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、

崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又

はグラウンドアンカーその他の土留の位置 

1/2,500 

以上 
・断面図と照合で

きる記号を付す 

・植栽、芝張り等

の措置を行う必

要がない場合は

その旨記載 

・擁壁、崖面崩壊

防止施設及び排

水施設は申請書

と照合できる番

号を付す 

5 土地の断面

図 
● 

盛土又は切土をする前後の地盤面 1/2,500 

以上 
高低差の著しい箇

所の断面図とする 

6 排水施設の 

平面図 
● 

排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配及び水の

流れの方向並びに吐口の位置及び放流先の名称 

1/500 

以上 
 

7 崖の断面図 

○ 

崖を生ずる場合、崖の高さ、勾配及び土質（土質の種類が2以

上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ）、盛土

又は切土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 

1/50 

以上 
擁壁で覆われる崖

面については、土

質に関する事項は

示すことを要しな

い 

8 擁壁の断面

図 
○ 

擁壁を設置する場合、擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類

及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、

擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐい

の位置、材料及び寸法 

1/50 

以上 
 

9 擁壁の背面

図 
○ 

擁壁を設置する場合、擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内

径並びに透水層の位置及び寸法 

1/50 

以上 
 

10 崖面崩壊防

止施設の断

面図 
○ 

崖面崩壊防止施設を設置する場合、崖面崩壊防止施設の寸法及

び勾配、崖面崩壊防止施設の材料の種類及び寸法、崖面崩壊防

止施設を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに透水層

の位置及び寸法 

1/50 

以上 
 

11 崖面崩壊防

止施設の背

面図 

○ 

崖面崩壊防止施設を設置する場合、崖面崩壊防止施設の寸法、

水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 

1/50 

以上 
水抜穴及び透水層

に係る事項は、必

要に応じて記載 

12 擁壁の 

構造計算書 ○ 

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置す

る場合、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載

した構造計算書 

 （任意様式） 

13 盛土の 

安定計算書 ○ 

省令 7条2 項2 号に規定する渓流等において高さ15m 超の盛

土をする場合、土質試験等に基づく地盤の安定計算を記載した

安定計算書 

 （任意様式） 

14 崖面の 

安定計算書 
○ 

崖面を擁壁で覆わない場合、土質試験その他の調査又は試験に

基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書 

 （任意様式） 

15 土地付近 

状況写真 
● 

盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明ら

かにする写真（申請に係る土地を赤枠で囲むこと） 

土地の全景、近景、隣接・近接する保全対象等を撮り、その撮

影方向を明示すること 

 （任意様式） 
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16 許可を受け

ようとする

者の証明書

類 

● 

【申請者が個人である場合】 

住民票の写しや、個人番号カード等の写し又はこれらに類する

ものであって、氏名及び住所を証する書類 

 

【申請者が法人である場合】 

登記事項証明書、及び役員の住民票の写しや、個人番号カード

又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 

※役員の範囲は、例えば株式会社における会社法上の役員のう

ちの取締役など、法人の業務を執行する者・事業について決定

権を持つ者とします。 

※マイナンバー（個人番号）が記載のないものとするか、黒塗

りしたものとしてください。 

※市町村等が申請者の場合を除く。 

 （任意様式） 

17 資金計画書 ● 工事主に当該工事を行うために必要な資力を示す資金計画書  省令別記様式第3 

18 土地所有者

等の同意 

● 

土地所有者等の全ての同意を得たことを証する書類 

 

【提出書類】 

①宅地造成等区域内の権利者一覧（細則別記第3号様式） 

②宅地造成等同意書（細則別記第4号様式） 

③同意者の印鑑証明書（作成後3か月以内のもの） 

※当該土地の権利を有する者が国又は地方公共団体等の公共

機関の場合は、申請者が土地の貸付け等に関する協議を開始

している旨の当該公共機関の交付する証明を添付することで

可。なお、その場合、許可を受けるまでに、当該公共機関と土

地の貸付け等に係る契約締結等を行ったことがわかる書類等

の写しを提出すること。 

 細則4条1項 

19 住民への周

知報告書 
● 

住民への周知報告書（細則別記第5号様式） 

【添付書類】 

土地の周辺地域の住民に対する説明会の開催や書面配布、掲示

等、これらの行為がなされたことがわかる書類 

 細則4条2項 

20 土地の登記

事項証明書 
● 

作成後3カ月以内のもの  細則4条3項1号 

21 字図 ● 土地の境界を赤線で囲むこと。作成後3カ月以内のもの  細則4条3項2号 

22 求積図 ● 土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積  細則4条3項3号 

23 土量計算書 ● 盛土又は切土をする土量計算書  細則4条3項4号 

24 排水施設構

造図 
○ 

排水施設を設置する場合  細則4条3項5号 

25 流量計算書 ○ 排水施設を設置する場合  細則4条3項5号 

26 工事主の資

力及び信用

に関する申

告書 

● 

工事主の資力及び信用に関する申告書（細則別記第6号様式） 

※市町村等が申請者の場合を除く。 

 

【添付書類】 

【申請者が法人である場合】 

（ｲ）発行済株式総数の5/100以上の株式を有する株主又は出

資の額の 5/100 以上の額に相当する出資をしている者があ

るときは、次に掲げる書類 

（a）これらの者の住民票の写し若しくは個人番号カードの

写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証

する書類 

（b）当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者

になした出資の金額が確認できる書類 

（ﾛ）直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべ

き額及び納付済額を証する書類 

（ﾊ）当該法人の事業経歴書 

 

【申請者が個人である場合】 

（ｲ）資産に関する調書並びに直前 3 年の所得税の納付すべき

額及び納付済額を証する書類 

 

 細則4条3項6号 
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27 工事施行者

の能力に関

する申告書 
● 

工事施行者の能力に関する申告書（細則別記第7号様式） 

【添付書類】 

・前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書 

・法人の登記事項証明書（個人の場合は履歴書（任意様式）） 

・事業経歴書（任意様式） 

・建設業許可証の写し 

 細則4条3項7号 

28 設計者の資

格に関する

申告書 
○ 

高さ5m超の擁壁又は面積1,500㎡超の盛土・切土における排

水施設を設置する場合、資格を有する者であることを証する書

類 

設計者の資格に関する申告書（細則別記第8号様式） 

【添付書類】 

政令22条に規定する資格を有することを証する書類 

 細則4条3項8号 

29 工程表 
● 

  細則4条3項9号 

（任意様式） 

30 大臣認定書

の写し 
○ 

大臣認定品を使用する場合、認定書及び認定時に付された条件

等を確認できる書類 

 細則4条3項10号 

31 誓約書 

● 

誓約書（任意様式） 

※対象：工事主 

※市町村等が申請者の場合を除く。 

 細則4条3項11号 

32 その他の図

面等 
○ 

胴込めコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック

練積み造の擁壁で、昭和40年6月14日付建設省告示第1485

号の規定によるものの場合、同告示及び施行通知別紙３．（８）

に適合していることがわかる書類 

 細則4条3項11号 

33 その他知事

が必要と認

める書類 

○ 

その他必要な書類  細則4条3項11号 

34 委任状 ○ 代理者が申請手続きを行う場合、委任を受けたことがわかる書類  （任意様式） 

 

３－５－２ 土石の堆積の許可申請【法第12条第1項・第30条第1項】 

表 3-5-2 土石の堆積の許可申請に必要な書類（省令7条2項、細則4条） 

 

書類の種類 

●必須 

○該当 

あれば 

明示すべき事項 縮尺 備考 

1 許可申請書 ● ※記載例は、資料編 資1作成要領を参照  省令別記様式第4 

2 位置図 
● 

方位、道路及び目標となる地物 1/10,000 

以上 
 

3 地形図 
● 

方位及び土地の境界線 1/2,500 

以上 
2m の標高差を示

す等高線を示す 

4 土地の平面

図 

● 

方位及び土地の境界線並びに勾配が 1/10 を超える土地におけ

る堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及

び当該措置の内容、空地の位置、柵等を設置する位置、雨水そ

の他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措

置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止

する措置を講ずる位置及び当該措置の内容 

1/500 

以上 
・断面図と照合で

きる記号を付す 

・空地、雨水等の

地表水による堆

積した土石の崩

壊を防止するた

めの措置及び堆

積した土石の崩

壊に伴う土砂の

流出を防止する

措置は申請書と

照合できる番号

を付す 

5 土地の断面

図 
● 

土石の堆積を行う土地の地盤面 1/500 

以上 
 

6 堆積した土

石の崩壊を

防止するた

めの措置 

○ 

土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであって、勾配が

1/10 以下であるものに限る）を有する堅固な構造物を設置す

る措置等を行う場合、堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する

堆積した土石を支えることができる措置の内容が、適切である

ことを証する書類 

 （任意様式） 

7 土石の崩壊 ○ 土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を行う場合、次の  （任意様式） 
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に伴う土砂

の流出を防

止する措置 

①か②のいずれかの措置の内容が、適切であることを証する書

類 

①堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板等（土圧、水

圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造

でなければならない）を設置すること 

②次に掲げる全ての措置 

・堆積した土石を防水性のシートで覆うこと等、堆積した土石

の内部に雨水その他の地表水が浸入することを防ぐための

措置 

・堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積す

ること等、堆積した土石の傾斜部を安定させて崩壊又は滑

りが生じないようにするための措置 

8 土地付近 

状況写真 
● 

土石の堆積をしようとする土地及びその付近の状況を明らか

にする写真（申請に係る土地を赤枠で囲むこと） 

土地の全景、近景、隣接・近接する保全対象等 

撮影方向を明示すること 

 （任意様式） 

9 許可を受け

ようとする

者の証明書

類 

● 

表3-5-1 16参照  （任意様式） 

10 資金計画書 ● 表3-5-1 17参照  省令別記様式第5 

11 土地所有者

等の同意 
● 

表3-5-1 18参照  細則4条1項 

 

12 住民への周

知報告書 
● 

表3-5-1 19参照  細則4条2項 

13 土地の登記

事項証明書 
● 

表3-5-1 20参照 

 

 細則4条3項1号 

14 字図 ● 表3-5-1 21参照  細則4条3項2号 

15 求積図 ● 土地の面積、土石の堆積をする土地の面積  細則4条3項3号 

16 土量計算書 ● 土石の堆積をする土量計算書  細則4条3項4号 

17 排水施設構

造図 
○ 

表3-5-1 24参照  細則4条3項5号 

18 工事主の資

力及び信用

に関する申

告書 

● 

表3-5-1 26参照  細則4条3項6号 

19 工事施行者

の能力に関

する申告書 

● 

表3-5-1 27参照  細則4条3項7号 

20 工程表 
● 

  細則4条3項9号 

（任意様式） 

21 大臣認定書

の写し 
○ 

表3-5-1 31参照  細則4条3項10号 

22 誓約書 ● 表3-5-1 30参照  細則4条3項11号 

23 その他知事

が必要と認

める書類 

○ その他必要な書類  細則4条3項11号 

24 委任状 ○ 代理者が申請手続きを行う場合、委任を受けたことがわかる書類  （任意様式） 
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３－５－３ 特定盛土等の届出【法第27条第1項】 

表 3-5-3 特定盛土等の届出に必要な書類（省令58条2項、細則4条） 

 

書類の種類 

●必須 

○該当

あれば 

明示すべき事項 縮尺 備考 

1 届出書 ●   省令別記様式第19 

2 位置図 ● 表3-5-1 2～11参照 

3 地形図 ● 

4 土地の平面図 ● 

5 土地の断面図 ● 

6 排水施設の 

平面図 
● 

7 崖の断面図 ● 

8 擁壁の断面図 ● 

9 擁壁の背面図 ● 

10 崖面崩壊防止

施設の断面図 
● 

11 崖面崩壊防止

施設の背面図 
● 

12 土地付近 

状況写真 
● 

表3-5-1 15参照  （任意様式） 

13 届出者の 

証明書類 
● 

表3-5-1 16参照 

※「申請者」とあるのは「届出者」に読み替え 

 （任意様式） 

14 土地の登記事

項証明書 
● 

表3-5-1 20参照 

 

 細則4条3項1号 

15 字図 ● 表3-5-1 21参照  細則4条3項2号 

16 求積図 ● 表3-5-1 22参照  細則4条3項3号 

17 工程表 
● 

  細則4条3項9号 

（任意様式） 

18 その他知事が

必要と認める

書類 

○ その他必要な書類  細則4条3項11号 

19 委任状 ○ 代理者が申請手続きを行う場合、委任を受けたことがわかる書類  （任意様式） 

 

３－５－４ 土石の堆積の届出【法第27条第1項】 

表 3-5-4 土石の堆積の届出に必要な書類（省令58条2項、細則4条） 

 

書類の種類 

●必須 

○該当 

あれば 

明示すべき事項 縮尺 備考 

1 届出書 ●   省令別記様式第20 

2 位置図 ● 表3-5-2 2～5参照 

 3 地形図 ● 

4 土地の平面図 ● 

5 土地の断面図 ● 

6 土地付近 

状況写真 
● 

表3-5-2 8参照 

 

 （任意様式） 

7 届出者の 

証明書類 
● 

表3-5-2 9参照 

※「申請者」とあるのは「届出者」に読み替え 

 （任意様式） 

8 土地の登記事

項証明書 
● 

表3-5-2 13参照 

 

 細則4条3項1号 

9 字図 ● 表3-5-2 14参照  細則4条3項2号 

10 求積図 ● 表3-5-2 15参照  細則4条3項3号 

11 工程表 ●   細則4条3項9号 

（任意様式） 

12 その他知事が

必要と認める

書類 

○ その他必要な書類  細則4条3項11号 

13 委任状 ○ 代理者が申請手続きを行う場合、委任を受けたことがわかる書類  （任意様式） 
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３－６ 標識掲出【法第49条】 

 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の許可（法第12条第1項、法第30条第1項）を受けた工事主又は

届出（法第27条第1項）をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、標識を掲げて

ください。 

 なお、国・県における協議（法第15条第1項、第34条第1項）や都市計画法に基づく開発許可によるみ

なし許可（法第15条第2項、第34条第2項）においても、標識の掲出が必要です。この場合において、記

載する事項は、国・県における協議の場合は、②「許可年月日・許可番号」は協議成立の番号等を、⑪

「県の担当部局名称及び連絡先」は県建築課を、開発許可によるみなし許可の場合は、②「許可年月日・

許可番号」は開発許可の番号等を、⑪「県の担当部局名称及び連絡先」は開発許可した開発担当部局を

記載してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6-1 標識の形状および記載する事項 

 

３－７ 工事着手届【細則第18条】 

  許可（法第12条第1項、第30条第1項）又は届出（法第27条第1項）に係る工事に着手したときは、すみ

やかに知事に届け出てください。 

 なお、国・県における協議（法第15条第1項、第34条第1項）や都市計画法に基づく開発許可によるみ

なし許可（法第15条第2項、第34条第2項）においても、工事着手届出を提出してください。 

 

 申請者 県建築課 提出書類 

工
事
着
手
届
出 

 

 

 

 

 

 ・工事着手届（細則別記第20号様式） 

・工事に着手していることがわかる写真 

・標識（法49条）を掲出していることがわかる

写真 

図 3-7-1 工事着手届の流れ 

  

工事着手届 受理 

  
工事着手 

正副 

70
㎝
以
上

 

90㎝以上 

50
㎝
以
上

 

記載する事項（省令第87条） 

①工事主の氏名又は名称・住所（法人は代表者氏名） 

②許可年月日・許可番号 

※届出の場合は、届出年月日及び受理番号 

③工事施行者の氏名又は名称 

④現場管理者の氏名又は名称 

⑤着手予定年月日及び完了予定年月日 

 ※許可の場合は、許可期間 

⑥宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図 

⑦盛土・切土の高さ（土石の堆積の最大堆積高さ） 

⑧盛土・切土（土石の堆積）を行う土地の面積 

⑨盛土、切土の土量（土石の堆積の最大堆積土量） 

⑩工事関係者の連絡先 

⑪許可（届出）を担当した県の部局名称・連絡先 

許可・届出済標識 

見取図※ 記載する

事項 

※「見取図」は、省令7条１項１号表の「土地の平面図」

を簡略化したものとしてください。 

様式 宅地造成又は特定盛土等の場合 省令様式第23 

   土石の堆積の場合       省令様式第24 
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３－８ 中間検査【法第18条第1項、第37条第1項】 

３－８－１ 中間検査の対象規模等 

  宅地造成又は特定盛土等に係る許可（法第12条第1項、第30条第1項）を受けた者は、表3-8-1の検査

を要する規模に該当し、特定工程（盛土及び切土における暗渠排水等の排水施設を設置する工事の工程）を含む場

合は、中間検査を受けてください。 

 なお、国・県における協議（法第15条第1項、第34条第1項）や都市計画法に基づく開発許可によるみ

なし許可（法第15条第2項、第34条第2項）においても、中間検査が必要です。 

特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければできません。 

中間検査は、施工後に確認することのできない箇所について行うものであり、盛土及び切土の安定性

にかかわる重要な検査となります。 

許可の内容に適合し、適正に施工されていることを確認しますので、設計・施工についての図面・写

真等の関係図書による審査、目的物の目視及び検測ができるよう準備してください。 

複数の特定工程が存在する場合は、その都度申請を行い、中間検査を受けることができます。 

中間検査の結果により是正対策が必要と判断される場合は、是正後に改めて検査を行います。 

なお、当該工事に、特定工程が含まれていなければ、中間検査はありません。 

 

表 3-8-1 中間検査の対象規模等 

対象 
検査を要する規模 

（政令23条） 

特定工程 

（政令24条1項、32

条2項） 

特定工程後の工程に

係る工事 

（政令24条2項、32条

3項） 

検査申請 

時期 

宅地造成又

は特定盛土

等 

①盛土で高さ2m超の崖 

②切土で高さ5m超の崖 

③盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖

（①、②を除く） 

④盛土で高さ5m超（①、③を除く） 

⑤盛土又は切土の面積 3,000 ㎡超（①～④を

除く） 

盛土をする前の地

盤面又は切土をし

た後の地盤面に排

水施設を設置する

工事の工程 

排水施設の周囲を砕

石その他の資材で埋

める工事の工程 

特定工程に

係る工事を

終えた日か

ら4日以内※

（初日不算

入） 

※期限が休日にあたる場合には、その翌日に繰り延べます。（地方自治法4条の2第4項） 

 

 申請者 市町村 県建築課 提出書類 

中
間
検
査
申
請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・中間検査申請書（規則別

記様式13） 

・平面図（検査の対象とな

る特定工程に係る工事の

内容を明示したもの） 

・特定工程を終えたことが

わかる写真 

図 3-8-1 中間検査申請の流れ 

 

３－８－２ 中間検査の留意事項 

 中間検査申請は、効率的かつ確実に実施できるよう、次の各事項に留意し工事を施工する必要があり

ます。 

１）工事内容、堆積形状、出来形等について裏付けとなる関係図書を整備すること 

２）検査にあたっては、十分な期間を取って日程調整を行うこと 

３）検査にあたっては、工事の責任者等工事内容を説明できる者が立ち会うこと 

４）進渉状況、工程等を考慮して適切な時期に行うこと 

５）検査の結果、災害防止のための対策が必要と判断される場合は、土地所有者等は必要な対策を講じ、

再度、検査を受けること 

中間検査申請書 

収受 
中間検査申請 

中間検査申請書 

受理 

検査 合格証交付 

合格証（写）通知 

正副副 

 
特定工程終了 

 
特定工程後の工事着手 
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３－９ 定期報告【法第19条第1項、第38条第1項】 

３－９－１ 定期報告の対象規模等 

 宅地造成又は特定盛土等に係る許可（法第12 条第1 項、第 30 条第1 項）を受けた者は、表 3-9-1 の報

告を要する規模に該当し、かつ工事の期間が3か月を超える場合は、3か月ごとに、当該許可に係る宅

地造成等に関する工事の実施の状況を報告してください。 

 なお、国・県における協議（法第15条第1項、第34条第1項）や都市計画法に基づく開発許可によるみ

なし許可（法第15条第2項、第34条第2項）においても、定期報告が必要です。 

定期報告で報告する事項は、報告の時点における盛土又は切土の高さ、面積及び土量、並びに擁壁等

に関する工事の進捗状況や、技術的基準に適合して施工されていることがわかるものとしてください。 

土石の堆積において、鋼矢板等を設置（省令第32条又は第34条第1項第1号に規定する措置）する場合に

おいては、当該措置を行ったことがわかるものを報告してください。 

開発許可によるみなし許可において、計画の変更があった場合は、併せて計画変更の内容についても

報告してください。 

なお、休止中の工事のほか、着手前や準備工などの現場が動いていない場合においても、許可を受け

た時点から完了するまでの間は、定期報告は必要ですので、ご注意ください。 

また、許可を受けた時点から3か月以内に工事が完了する場合には、定期報告は必要ありません。 

 

表 3-9-1 定期報告の対象規模等 

対象 報告を要する規模（政令25条） 報告事項・添付書類 報告時期 

宅地造成又は

特定盛土等 

①盛土で高さ2m超の崖 

②切土で高さ5m超の崖 

③盛土と切土を同時に行って、高さ

5m超の崖（①、②を除く） 

④盛土で高さ5m超（①、③を除く） 

⑤盛土又は切土の面積 3,000 ㎡超

（①～④を除く） 

①報告時点における盛土又は切土をしている土

地及びその付近の状況を明らかにする写真 

②報告時点における盛土又は切土の高さ・面積・

土量がわかる写真又は書類 

③擁壁、崖面崩壊防止施設、崖面及びその他の地

表面について講じた措置又は排水施設に関す

る工事の状況を明らかにするもの 

 

※開発許可によるみなし許可の場合は、工事の

計画を変更したときは、上記に加え、当該変更

の内容を明らかにするもの 

許可を受けた

日又は前回の

報告を行った

日から 3 か月

以内※（初日不

算入） 

土石の堆積 ①堆積の高さ 5m 超かつ面積 1,500

㎡超 

②切土で高さ5m超の崖 

①報告の時点における土石の堆積を行っている

土地及びその付近の状況を明らかにする写真 

②報告時点における土石の堆積の高さ・面積・土

量がわかる写真又は書類 

③前回の報告の時点から新たに堆積された土石

の土量及び除却された土石の土量がわかる書

類 

※期限が休日にあたる場合には、その翌日に繰り延べます。（地方自治法4条の2第4項） 

 

 
 
 
 
 
 
 

図 3-9-1 報告時期のイメージ 

 

 

 

 

許可日の翌日から 

数えて3か月以内 

1回目報告書提出 2回目報告書提出 3回目報告書提出 

1回目報告の翌日から 

数えて3か月以内 
2回目報告の翌日から 

数えて3か月以内 
・・・・ 
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申請者 市町村 県建築課 

提出図書 

（省令48条） 

定
期
報
告 

 

 

 

 

  ・定期報告書（細則別記第16号様式） 

・写真等 

 表3-9-1参照 

 

※写真や書類は、重要な箇所を簡潔にまとめたも

のとしてください。 

図 3-9-2 定期報告の流れ 

 

３－９－２ 定期報告の留意事項 

 定期報告を効率的かつ確実に実施できるよう、次の各事項に留意してください。 

１）工事内容、堆積形状、出来形等について裏付けとなる関係図書を整備すること 

２）土石の堆積の場合、堆積した土石の運用状況を正確に報告し、許可を受けた計画から逸脱していな

いかを確認できること 

３）定期報告の内容により、災害防止のための対策が必要と判断される場合は、土地所有者等に必要な

対策を講じていただくことになります 

 

  

報告 報告書収受 報告書受理 
正副副 
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３－１０ 計画変更【法第16条第1項、第2項、法第35条第1項、第2項、細則第17条】 
 宅地造成等の許可の内容に変更がある場合は、表3-10—1のとおり手続きを行ってください。 

 

表 3-10-1 計画変更手続き一覧 

手続きの種類 対象 対象となる行為・時期 
提出

先 
参照 

法16条1項 

法35条1項 

変更許可

申請 

法12条1項・ 

法30条1項許可 

許可を受けた宅地造成等に関す

る工事について、計画の変更（軽

微な変更に該当するものを除

く。）をしようとするとき 

市町村 

経由 

３－１０－１ 

法16条3項 

法35条3項 

変更協議 法15条1項・ 

法34条1項協議 

協議した宅地造成等に関する工

事について、計画の変更（軽微

な変更に該当するものを除く。）

をしようとするとき 

市町村 

経由 

３－１４－９ 

法28条 変更届出 法27条1項届出 届出に係る特定盛土等又は土石

の堆積に関する工事について、

計画の変更をしようとするとき 

時期：当該変更後の工事に着手

する30日前 

市町村 

経由 

３－１０－２ 

法16条2項3項 

法35条2項3項 

軽微な変

更届出 

法12条1項・ 

法30条1項許可 

当該許可を受けた、又は協議し

た宅地造成等に関する工事につ

いて、軽微な変更をしたとき 

市町村 

経由 

３－１０－３ 

３－１４－９ 

細則17条 工事内容

の変更届 

法21条1項・ 

法40条1項届出、 

法21条3項・ 

法40条3項届出 

当該届出に係る計画の内容を変

更しようとするとき 

県 ３－１０－４ 

 

３－１０－１ 計画変更の許可【法第16条第1項、第35条第1項、省令第37条、第67条】 

 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた場合で、当該許可を受けた宅地造成等に関する

工事について、計画の変更（軽微な変更に該当するものを除く。）をしようとするときは、計画変更の許可の

手続きが必要です。（法第16条第1項、第35条第1項、省令第37条） 

変更に係る工事は、計画変更の許可を受けるまでは、着手することができません。 

 

 

 

 

 

 

 申請者 市町村 県建築課 提出書類 

計
画
変
更
の
許
可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・変更許可申請書（規則別記様式

7、8）（正副副） 

・変更に係る書類 

※変更箇所がわかるよう朱書き等

としてください。 

図 3-10-1 計画変更の許可申請の流れ 

許可申請 許可申請書収受 

審査 

許可証交付 

許可申請書受理 

許可証（写）通知 

許可事項の公表 

  
変更の工事着手 

市町村 
窓口 

熊本県 
窓口 

申請者 
申請書（正副副） 進達書 

申請書（正副） 

許可証交付 

許可証（写し）通知 

手数料納付 
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【土石の堆積の工事期間に係る留意事項】 

土石の堆積について、堆積の許可期間を延長する場合は、軽微な変更に該当しないため、変更許可

が必要です。 

なお、その場合において、堆積の期間が当初の許可から5年を超えて延長する場合は、工事着手以

降の土砂の搬入・搬出量を確認すること等により、土石の堆積として引き続き取り扱うことが適当と

認められる場合において、変更の許可の日から5年以内の工事期間で許可します。 

 

【計画変更の許可に係る留意事項】 

工事の計画の変更は、省令第7条に規定する申請書への記載事項及び設置する施設に係る変更を指

します。 

工事主等を第3者に変更する場合（特定承継）は、法に規定がないため、新規に許可を受ける必要

があります。その場合、被承継人は、事業を廃止する旨、休止等届（３－１１参照）を提出してくださ

い。 

地権者の変更による同意の取得状況の変化その他の法第12条第2項第2号から第4号まで又は第

30条第2項第2号から第4号までに規定する内容の変更については、変更の許可は不要です。 

 

３－１０－２ 変更届出書【法第28条第1項】 

法第27条第1項の届出をした場合で、当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事につ

いて、計画の変更をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、変更に係

る書類を添付して変更届出書（省令別記様式第21）を提出してください。 

なお、変更後の内容が届出の範囲を超えて許可（法第12条第1項、第30条第1項）の対象に該当するこ

ととなる場合は、許可手続きが必要となります。 

※法第27条第1項の届出には、軽微な変更に該当する行為の規定はありませんので、変更がある場

合は、全て法第28条第1項に基づく届出を提出してください。 

 

 申請者 市町村担当課 県建築課 その他 

変
更
の
届
出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※変更箇所がわかるよう朱書き等

としてください。 

図 3-10-2 変更届出の流れ 

 

  

変更届出 変更届出収受 

確認 関係機関と情報共有 

 返却 他法令の許可状況等 

変更届出受理 

通知 届出事項のHP公表 

工事着手の30日前までに提出すること 

必要に応じて 

  変更の工事着手 

正副副 
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３－１０－３ 軽微な変更届【法第16条第2項、第35条第2項、省令第38条、第68条】 

法第12条第1項又は法第30条第1項の許可を受けた場合で、当該許可を受けた宅地造成等に関す

る工事について、軽微な変更をしたときは、法第16条第2項又は第35条第2項の規定により、遅延

なく、届出を行ってください。 

軽微な変更に該当する行為は、次のとおりです。【省令第38条、第68条】 

①工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 

 ※相続人その他の一般承継人が、当該許可に基づく地位を継承する場合は、該当します。 

②工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日※の変更 

※土石の堆積に関する工事については、工事予定期間を短縮するものに限ります。 

 

 申請者 市町村 県建築課 提出書類 

軽
微
な
変
更
届 

 

 

 

 

 

 

  ・軽微な変更届（細則別記第15号

様式） 

 

図 3-10-3 軽微な変更届出の流れ 

 

３－１０－４ 工事内容の変更届【細則17条】 

 届出（法第21条第1項・第3項又は第40条第1項・第3項）を行った工事について、当該届出に係る計画の

内容に変更をしようとするときは、事前に届け出てください。 

 工事主の氏名の変更、完了予定日の変更等も当変更届の対象となります。 

なお、変更後の内容が届出の範囲を超えて許可（法第12条第1項、第30条第1項）の対象に該当すること

となる場合は、許可手続きが必要となります。 

 

 申請者 県建築課 提出書類 

工
事
内
容
の
変
更
届 

 

 

 

 

 

 

 ・宅地造成又は特定盛土等に関する工事内容の変更届（細則別記

第17号様式） 

・土石の堆積に関する工事内容の変更届（細則別記第18号様式） 

・擁壁等に関する工事内容の変更届（細則別記第19号様式） 

・変更に係る書類 

※変更箇所がわかるよう朱書き等としてください。 

図 3-10-4 工事内容の変更届の流れ 

 

３－１１ 休止・再開・廃止の届【細則第19条】 

許可（法第12条、第30条）又は届出（法第21条第1項・第3項、第27条第1項又は第40条第1項・第3項）

に係る工事を休止、再開又は廃止する場合は、すみやかに休止等届を提出してください。 

 なお、国・県における協議（法第15条第1項、第34条第1項）や都市計画法に基づく開発許可によるみ

なし許可（法第15条第2項、第34条第2項）においても、該当する場合は、休止等届を提出してください。 

また、事業を休止又は廃止する場合は、事前に周囲の安全を確保できる状態としてください。 

  

 申請者 県建築課 提出書類 

休
止
等
届 

 

 

 

 

 ・休止等届（細則別記21号様式） 

・周囲の安全を確保する措置を行っていることがわかる

書類 

・当該工事に係る土地及びその付近の状況がわかる写真 

 ※安全を確保できていることがわかるもの 

図 3-11-1 休止等届の流れ 

  

軽微な変更届 届出書収受 届出書受理 
正副副 

工事内容の変更届 受理 

  
変更の工事着手 

正副 

休止等届 受理 
正副 
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３－１２ 完了検査等【法第17条第1項及び第4項、第36条第1項及び第4項】 

 工事が完了した場合は、表3-12—1のとおり手続きを行ってください。 

  

手続きの種類 対象 対象となる行為・時期 
提出

先 
参照 

法17条1項 

法36条1項 

完了検査

申請 

宅地造成又は特定盛土等

に係るもの 

法12条1項・ 

法30条1項許可 

法15条1項・ 

法34条1項協議 

当該許可・協議に係る工

事が完了したとき 

時期：完了後4日以内 

市町村 

経由 

３－１２－１ 

３－１４－８ 

法17条4項 

法36条4項 

確認申請 土石の堆積に係るもの 

法12条1項・ 

法30条1項許可 

法15条1項・ 

法34条1項協議 

当該許可・協議に係る工

事（堆積した全ての土石

を除却するものに限る。）

を完了したとき 

時期：完了後4日以内 

市町村 

経由 

３－１２－１ 

３－１４－８ 

細則20条 工事完了

届 

法15条2項・ 

法34条2項みなし許可 

法27条1項届出 

法21条1項・ 

法40条1項届出、 

法21条3項・ 

法40条3項届出 

当該みなし許可・届出に

係る工事が完了したとき 

時期：完了後4日以内 

県 ３－１２－４ 

表 3-12-1 工事完了時の手続き一覧 

 

３－１２－１ 完了検査申請・確認申請 

  宅地造成等に関する工事について許可（法第12条第1項、第30条第1項）を受けた者は、当該許可に係

る工事が完了したときは、工事が完了した日から4日以内に完了検査又は確認の申請を行ってください。 

  完了検査は、許可の内容に適合し、適正に施工されていることを確認します。設計・施工についての

図面・写真等の関係図書による審査、目的物の目視及び検測ができるよう準備してください。 

  土石の堆積に関する工事については、堆積されていた全ての土石が除却されていることを確認します。 

 

 申請者 市町村 県建築課 提出書類 申請時期 

完
了
検
査
申
請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・完了検査申請書（規

則別記様式9） 

・工事が完了したこと

がわかる写真 

※定期報告を行う必要

がなかった工事につ

いては、定期報告と

同様の書類（３－９

参照） 

工事が完了した

日から4日以

内（初日不算

入） 

※期限が休日に

当たる場合は、

翌日に繰り延べ

ます。 

図 3-13-1 完了検査申請の流れ（宅地造成又は特定盛土等の場合） 

 

 

 

 

 

 

完了検査申請書 

収受 
完了検査申請 

完了検査申請書 

受理 

検査 検査済証交付 

検査済証（写）通知 

  工事完了 

正副副 
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 申請者 市町村 県建築課 提出書類 申請時期 

確
認
申
請 

 

 

 

 

 

 

 

  ・確認申請書（規則

別記様式11） 

・土石が除却された

ことがわかる写真 

※定期報告を行う必

要がなかった工事に

ついては、定期報告

と同様の書類（３－

９参照） 

工事が完了した

日から4日以内

（初日不算入） 

※期限が休日に

当たる場合は、

翌日に繰り延べ

ます。 

図 3-13-2 確認申請の流れ（土石の堆積の場合） 

 

３－１２－２ 複数の工区に分けて完了検査を受けたい場合の取り扱い【細則第15条】 

  複数の工区に分けて工事を行い、部分的に使用を開始したい場合など、必要に応じて工区ごと（原則、

工作物の構造や排水施設等が当該工区内で完結し災害防止上支障がない場合等に限る。）に部分的に検

査を受けることができます。 

その場合は、許可を受ける段階で、あらかじめ工区分けした計画で許可を受けてください。 

 なお、許可を受けた工区分けの内容を変更する場合は、変更許可の手続きが必要です。 

 

３－１２－３ 完了検査・確認申請の留意事項 

 完了検査申請・確認申請は、効率的かつ確実に実施できるよう、次の各事項に留意してください。 

１）工事内容、堆積形状、出来形等について裏付けとなる関係図書を整備すること。必要に応じて完了

検査・確認時に確認します。 

２）検査・確認にあたっては、十分な期間を取って日程調整を行うこと。 

３）検査・確認にあたっては、工事の責任者等工事内容を説明できる者が立ち会うこと 

４）高さの計測位置の確認や排水設備の蓋を外しておくなど、あらかじめ検査を受ける準備をしておく

こと 

５）検査・確認の結果、災害防止のための対策が必要と判断される場合は、土地所有者等は必要な対策

を講じること 

６）前項の場合、再度、検査・確認を行い、必要な対策を講じたと認められた後、検査済証・確認済証

を交付します 

７）必要な対策が講じたと認められない場合、法に基づき、監督処分、勧告、改善命令を行うことにな

ります。 

 

３－１２－４ 工事完了届【細則第20条】 

  都市計画法に基づく開発許可によるみなし許可（法第 15 条各項、第 34 条各項）や、届出（法第 21 条第 1

項・第3 項、第27 条第1 項又は第 40 条第1 項・第3 項）に係る工事を完了したときは、工事が完了した日か

ら4日以内（初日不算入）に届け出てください。 

 

 申請者 県建築課 提出書類 

工
事
完
了
届 

 

 

 

 

 

 

 ・工事完了届（細則別記第22号様式） 

・土地及びその付近の状況を明らかにする写真 

図 3-13-1 工事完了届の流れ 

 

  

工事完了届 受理 

  
工事完了 

正副 

確認申請書収受 確認申請 確認申請書受理 

現地確認 確認済証交付 

確認済証（写）通知 

  除却完了 

正副副 
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３－１３ 取下げ届【細則21条】 

許可（法第12条、第30条）又は変更許可（法第16条第1項、第35条第1項）の申請を、手続き途中で取

り下げたい場合は、すみやかに届け出てください。 

  

 申請者 県建築課 提出書類 

取
下
げ
届 

 

 

 

 

 ・取下げ届（細則別記第23号様式） 

図 3-13-1 取下げ届の流れ 

 

  

取下げ届 受理 
正副 
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３－１４ 国、県の取り扱い【法第15条第1項、第34条第1項】 

３－１４－１ 協議【法第15条第1項・第34条第1項協議関係】 

 国又は県が行う宅地造成等に関する工事については、協議が成立することをもって許可があったもの

とみなされます。許可手続きに替わって、協議を行ってください 

 原則として、通常の許可における技術的基準に照らした内容となっているかを協議しますので、「３

－５―１ 宅地造成及び特定盛土等規制区域盛土等の許可申請」又は「３－５－２ 土石の堆積の許可

申請」を参考として協議に必要な書類を提出してください。 

 また、都市計画法第34条の2に基づき国又は県が行う協議の成立をもって開発許可があったものと

みなされる場合も、法第15条第2項又は第34条第1項によるみなし規定が適用されますので、法に

よる許可手続きは不要です。 

 なお、協議の場合、周辺住民への周知（法第11条・第29条）や土地所有者等の同意取得（法第12条第2

項第4号・第30条第2項第4号）は法に規定されていませんが、協議者において適切に対応してください。 

 

 

 

 

 

 国等 市町村担当課 県建築課 その他 

事
前 

 

 

 

 

 

 

   

協
議 

 

 

 

 

 

 

 

   

工
事
施
行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

事前相談 事前相談書受理 

検討 意見照会 関係機関と情報共有 

 回答 

協議 協議書収受 

協議・協議済 関係機関と情報共有 

 協議済通知 

協議書受理 

協議済（写）通知 

標識の掲示 

工事着手届 

定期報告 

中間検査申請 

定期報告書収受 定期報告書受理 

中間検査申請書受理 中間検査申請書収受 

検査 合格証交付 

合格証（写）通知 

他法令の許可状況等 

必要に応じて 

必要に応じて 必要に応じて 

必要に応じて 

※「土石の堆積」は、「中間検

査」の対象外。 

計画変更 

※計画に変更がある場合は適

宜手続きを行うこと。（計画

変更、軽微な変更、休止・再

開・廃止） 

工事着手届収受 

  工事着手 

他法令の許可状況等 

正副副 

正副 

正副副 

正副副 

休止・再開・廃止 

市町村 
窓口 

熊本県 
窓口 

国県 
協議書（正副副） 進達書 

協議書（正副） 

協議終了通知交付 

協議終了通知（写し）通知 

手数料不要 
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完
了 

 

 

 

 

 

 

   

図 3-14-1 協議申請から工事完了までの流れ 

 

３－１４－２ 届出手続き【法第27条第1項届出関係】 

 特盛区域内で、国又は県が行う宅地造成等に関する工事については、届出書を提出してください。表

3-14-2参照。 

 

３－１４－３ 協議書又は届出書及び添付書類 

 法第 15 条第 1 項又は第 34 条第 1 項に基づく協議に必要な書類は表 3-14-1、法第 27 条第 1 項届

出に必要な書類は表3-14-2のとおりです。 

 

表 3-14-1 協議書及び添付書類 

事項 内容 参照ﾍﾟー ｼﾞ等 

協議書  細則別記第10号様式 

細則別記第11号様式 

添付書類 許可申請に必要な添付書類を参照 

※資金計画書、土地所有者等の同意関係の書類、住民への周知

報告書、工事主の資力及び信用に関する申告書、誓約書は、

県と協議のうえ、必要に応じて提出してください。 

３－５―１ 

３－５－２ 

 

表 3-14-2 届出書及び添付書類 

事項 内容 参照ﾍﾟー ｼﾞ等 

届出書  規則様式19 

添付書類 届出に必要な添付書類を参照 ３－５―３ 

３－５－４ 

 

３－１４－４ 標識掲出 

 ３－６「標識掲出」参照。 

 

３－１４－５ 工事着手届 

 ３－７「工事着手届」参照。 

 

３－１４－６ 中間検査 

 ３－８「中間検査」参照。 

 

３－１４－７ 定期報告 

 ３－９「定期報告」参照。 

 

３－１４－８ 完了検査等 

 ３－１２「完了検査等」参照。 

 

  

完了検査申請 完了検査申請書受理 完了検査申請書収受 

検査 検査済証交付 

検査済証（写）通知 

※「土石の堆積」の場合は、

「完了検査」、「検査済」を

それぞれ「確認」、「確認

済」に読み替える。 

  工事完了 
正副副 
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３－１４－９ 計画変更の協議等 

 

表 3-14-3 変更の協議に必要な協議書及び添付書類 

事項 内容 参照ﾍﾟー ｼﾞ等 

変更協議書  細則別記第13号様式 

細則別記第14号様式 

添付書類 計画変更を参照 ３－１０―１ 

 

表 3-14-4 軽微な変更に必要な届 

事項 内容 参照ﾍﾟー ｼﾞ等 

軽微な変更届  細則別記第15号様式 

添付書類 不要 ３－１０－３ 

 

３－１４－１０ 休止・再開・廃止 

 ３－１１「休止・再開・廃止の届」参照。 

 

３－１４－１１ 標準処理期間 

 許可の取り扱いに準じます。３－４－５「標準処理期間」参照。 
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３－１５ 都市計画法の開発許可の取り扱い【法第15条第2項、第27条第5項、第34条第2項】 

３－１５－１ 開発許可による「みなし」扱い 

 開発許可（都市計画法第29条第1項又は第2項の許可）を受けたものは、法の許可（法第12条第1項又は第

30条第1項の許可）を受けたもの、又は届出（法第27条1項）をしたものとみなされますので、改めて法

の許可や届出の必要はありません。※令和7年4月1日以降に開発許可されたものに限る。 

なお、開発許可による「みなし許可」・「みなし届出」の該当の有無については、事前に県建築課で

ご確認のうえ、開発許可窓口に報告してください。 

 

３－１５－２ 開発許可による「みなし許可」における、法による手続き 

 開発許可による「みなし許可」に該当する宅地造成又は特定盛土等に関する工事は、法に規定され

る標識の掲出（法第49条）、中間検査（法第18条第1項、第37条第1項）及び定期報告（法第19条第1項、

第38条第1項））は適用されます。※届出（法第27条第1項）の場合は、標識の掲出のみ該当。 
 

各法の手続き 手続きの流れ 窓口 

都市計画法 

の手続き 

 

開発許可 

担当部署 

盛土規制法 

の手続き 
 県建築課 

図 3-15-1 開発許可による「みなし許可」と法の手続きとの関係 

 

 申請者 市町村担当課 県建築課 その他 
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開
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） 

 

 

 

 

   

工
事
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（
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土
規
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法
に
よ
る
手
続
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

開
発
協
議 

開
発
許
可 

標
識
掲
出 

中
間
検
査 

定
期
報
告 

完
了
公
告 

完
了
検
査 工

事
着
手 

工
事
完
了 

連携 

事前相談 事前相談書受理 

検討 情報共有 

 

関係機関と情報共有 

 回答 

標識の掲示 

定期報告 定期報告書収受 定期報告書受理 

中間検査申請 中間検査申請書受理 中間検査申請書収受 

検査 合格証交付 

合格証（写）通知 

他法令の許可状況等 

必要に応じて 

必要に応じて 必要に応じて 

開発許可担当部局において、 

開発許可の手続きを行ってください。 

※詳細は、都市計画法の規定に従ってください。 

≪開発許可担当課≫ 

表3-15-1参照 

工事着手届 

みなし許可の該当の有無を確認 

工事着手届収受 

  
工事着手 

※計画を休止等する場合は適

宜手続きを行うこと。（休止・

再開・廃止） 

休止・再開・廃止 
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完
了 

 

 

 

 

 

   

図 3-15-2 開発許可による「みなし許可」の場合の、法手続きフロー 

 

各法の手続き 手続きの流れ 窓口 

都市計画法 

の手続き 

 

開発許可 

担当部署 

盛土規制法 

の手続き 
 県建築課 

図 3-15-3 開発許可による「みなし届出」と法の手続きとの関係 
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図 3-15-4 開発許可による「みなし届出」の場合の、法手続きフロー 

 

  

開
発
協
議 

開
発
許
可 

標
識
掲
出 

完
了
公
告 

完
了
検
査 

工
事
着
手 

工
事
完
了 

連携 

開発許可担当部局において、 

完了検査の手続きを行ってください。 

※詳細は、都市計画法の規定に従ってください。 

事前相談 事前相談書受理 

検討 情報共有 

 

情報共有 

 回答 他法令の許可状況等 

必要に応じて 

必要に応じて 必要に応じて 

開発許可担当部局において、 

開発許可の手続きを行ってください。 

※都市計画法の規定に従ってください。 

≪開発許可担当課≫ 

表3-15-1参照 

≪開発担当課≫ 

表3-15-1参照 
 

標識の掲示 

工事着手届 

みなし届出の該当の有無を確認 

工事着手届収受 

  
工事着手 

工事完了届 受理 
正副 

※計画を休止等する場合は適

宜手続きを行うこと。（休止・

再開・廃止） 

休止・再開・廃止 

開発許可担当部局において、 

完了検査の手続きを行ってください。 

※詳細は、都市計画法の規定に従ってください。 

≪開発担当課≫ 

表3-15-1参照 
  

工事完了届 受理 
正副 
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表 3-15-1 開発許可担当部署 

区域 所管課 所在地 電話番号 

全域（熊本市を除く） 

（5ha以上のもの、都市計画法

34条14号に該当するもの） 

熊本県建築課 
熊本市中央区水前寺6-18-1 

本館12階 

096-333-2536 

096-333-2542 

宇城地域、上益城地域 

天草地域（天草市を除く） 

熊本県県央広域本部 

景観建築課 

熊本市中央区水前寺6-18-1 

防災センター5階 
096-333-2793 

菊池地域、玉名地域 

鹿本地域、阿蘇地域 

熊本県県北広域本部 

景観建築課 
菊池市隈府1272-10 0968-25-2729 

八代地域（八代市を除く） 

芦北地域、球磨地域 

熊本県県南広域本部 

景観建築課 
八代市西片町1660 0965-33-3117 

八代市 八代市建設政策課 八代市松江城町1-25 0965-33-4116 

天草市 八代市建設総務課 天草市東浜町8番1号 0969-32-6794 

 

３－１５－３ 開発許可による「みなし許可」に係る留意事項（盛土許可対象規模に該当するもの） 

① 標識の掲出（法第49条）及び規模要件を満たすものについては中間検査（法第18条第1項、第37条

第1項）若しくは定期報告（法第19条第1項、第38条第1項）が必要です。 

② 開発許可の対象であっても、法の許可に該当しないものについては、「みなし許可」として扱わ

ないため、標識の掲示、定期報告、中間検査は不要です。 

③ 「みなし許可」では、周辺住民への周知（法第11条）及び土地所有者等の全員の同意（法第12条第

2項第4号）は、適用されません。開発基準の規定に従ってください。 

 

 

図 3-15-2 開発許可による「みなし許可」に適用される法の規定（許可申請に係る条項のみ抜粋） 

 

３－１５－４ 開発許可による「みなし届出」に係る留意事項（盛土届出対象規模に該当する場合） 

標識の掲示（法第49条）が必要です。 

なお、開発許可の対象であっても、法の届出対象とならないものについては、「みなし届出」と

して扱わないため、標識の掲示は不要です。 

 

３－１５－５ 開発許可の変更許可等の取り扱い【法第16条第5項、第28条第2項、第35条第5項】 

① 開発許可による「みなし許可」の場合で、開発の変更許可（都市計画法第35条の2第1項）又は軽微

な変更届出（同条3項）は、法第16条1項・第35条第1項に基づく変更の許可、同条2項の届

出又は法第28条第1項の届出とみなされますので、改めて法の手続きを行う必要はありませ

ん。 
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② 当初の開発許可時に「みなし許可」に該当せず、令和7年4月1日以降に、開発の変更許可時に

新たに法の許可又は届出の対象に該当することとなる場合は、法の許可又は届出が必要となりま

すので、ご注意ください。 

 

３－１５－６ 開発許可において、適用される技術的基準等 

 開発許可（都市計画法第29条）を受ける場合で、開発区域内の土地の全部又は一部が規制区域内の土

地であるときは、法に規定する技術的基準等（法第 13 条、第 31 条）に適合する必要があります。（都市

計画法第33条第1項第7号） 

 

表 3-15-2 規制区域内において開発許可に適用される法の技術的基準等 

区域 対象行為 適用される技術的基準等 

宅造区域 開発行為に該当する工事 宅造区域においては法13条の規定※ 

特盛区域においては法31条の規定※ 

 

（参考）技術的基準等の概要 

①宅地造成及び特定盛土等に関する工事の

技術的基準 

②資格を有する者による設計 

特盛区域 

開発行為に該当する工事 

（特定区域内の許可対象規模 

に該当するもの） 

※法13条及び31条の規定の詳細は、「２－１許可基準」、「２－２宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準」及び「２

－４資格を有する者の設計対象工事、設計者の資格」を参照。 

 

３－１６ 建築基準法の確認申請の取り扱い 
 建築基準法施行令第9条では、法による許可及び変更許可（法第12条第1項、第16条第1項、第30条

第1項及び第35条第1項）について、建築確認（建築基準法第6条第1項、第6条の2）及び計画通知（同法第

18条第2項）における建築基準関係規定（同法施行令第9条）を規定しています。 

 建築基準法に基づく建築確認申請において、法の許可が必要となる場合には、法に適合しているこ

とを証する書類（法第12条・第30条許可証の写し及び必要な書類）を提出してください。【根拠：建築基準法施

行規則第1条の3第1項第1号ロ(1) 表2の(73)項から(74の2)項まで】 

 一方で、法の許可が不要な場合は、【建築確認申請用】自己申告シート（ホームページで公表）及び

必要な添付書類を提出してください。 

 様式のダウンロード：https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/230149.html 

 

 なお、建築基準法第88条の規定により準用する擁壁の建築確認申請については、同条第4項の規

定により、法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受け

なければならない場合の擁壁については、適用されません。 

 

また、建築確認済証の交付後に建築工事に着手することが可能となりますが、法の完了検査を受け

ることに支障がない範囲で行ってください。 

 

表 3-16-1 建築確認担当部署 

区域 所管課 所在地 電話番号 

宇城地域、上益城地域 

天草地域（天草市を除く） 

熊本県県央広域本部 

景観建築課 

熊本市中央区水前寺6-18-1 

防災センター5階 
096-333-2793 

菊池地域、玉名地域 

鹿本地域、阿蘇地域 

熊本県県北広域本部 

景観建築課 
菊池市隈府1272-10 0968-25-2729 

八代地域（八代市を除く） 

芦北地域、球磨地域 

熊本県県南広域本部 

景観建築課 
八代市西片町1660 0965-33-3117 

八代市 八代市建築指導課 八代市松江城町1-25 0965-33-4750 

天草市 天草市建築課 天草市東浜町8番1号 0969-32-6797 
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３－１７ 証明【省令第88条】 

３－１７－１ 許可の規定に適合していることの証明【省令第88条】 

  建築主事による建築物の建築確認（建築基準法第6条第1項）若しくは工作物の建築確認（同法第88条第1

項又は第2項で準用）、指定確認検査機関による建築物の建築確認（同法第6条の2第1項）若しくは工作物の

建築確認（同法第88条第1項又は第2項で準用）を受けようとする者、又は畜舎等の建築等及び利用の特例

に関する法律第 3 条第 1 項の認定を受けようとする者は、その計画が法の許可（法第 12 条第 1 項、第 30

条第1項）又は変更許可（法第16条第1項、第35条第1項）の規定に適合していることを証する証明書が必

要な場合は、知事に証明を求めることができます。 

  なお、当証明は、法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項若しくは第35条第1項の許可

を受けたことを証明するものであり、既存の盛土や擁壁の安全性を証明するものではありません。 

 

 証明書発行手数料 1通 400円 

 証明書発行までに要する日数 数日程度 

 提出方法 持参 

 

 申請者 県建築課 提出書類 

証
明
書
交
付
申
請 

 

 

 

 

 

 

 ・適合証明書交付申請書（細則別記第24号様式） 

・位置図 

・土地の平面図 

・字図 

・その他知事が必要と認める書類 

図 3-17-1 証明書交付申請の流れ 

 

３－１８ 公表【法第12条第4項、第30条第4項他】 

  宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、許可や変更許可したとき又は届出を受

理したときは、以下の事項について公表するとともに、関係市町村長に通知します。 

  また、県の窓口において「盛土等調書」を備え付け公表していますので、許可等の内容について閲覧

及び写しの交付を申請することが可能です。（熊本県盛土等調書閲覧規程） 

なお、盛土等の安全を確保するため、工事完了後も継続して公表することとしています。 

 

【ホームページでの公表対象】法第12条第4項、第21条第2項、第27条第2項、第30条第4項、第40条第

2項 

①許可・変更許可した盛土等（法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項） 

②届出・変更届出した盛土等（法第27条第1項、第28条第1項） 

③届出した盛土等（法第21条第1項、第40条第1項） 

 

【ホームページでの公表事項】省令第10条、第54条、第60条、第65条、第84条 

①工事主の氏名又は名称 

②宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地 

③宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 

④許可年月日・許可番号（又は届出年月日） 

⑤工事施行者の氏名又は名称 

⑥工事着手予定年月日及び完了予定年月日 

⑦盛土・切土の高さ、土石の堆積の最大高さ 

⑧盛土・切土、土石の堆積を行う土地面積 

⑨盛土、切土の土量、土石の堆積の最大堆積土量 

 

 

証明書交付申請 受理 

証明書 

熊本県 盛土 検索 
QR 
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【盛土等調書（細則別記第25号様式）での公表対象】 

①許可・変更許可した盛土等（法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項） 

②届出・変更届出した盛土等（法第27条第1項、第28条第1項） 

③届出した盛土等（法第21条第1項、第40条第1項） 

④協議した盛土等（法第15条第1項、第16条第1項）※工事が完了したものに限る。 

 

【盛土等調書（細則別記第25号様式）での公表事項】 

①宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地 

②宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 

③許可年月日・許可番号（又は、協議年月日、届出年月日） 

④土地の面積、盛土・切土・土石の堆積をする土地の面積 

⑤工事完了後の土地利用 

⑥工事着手予定年月日及び完了予定年月日（完了年月日） 

⑦盛土・切土の高さ、土石の堆積の最大高さ 

⑧盛土・切土、土石の堆積を行う土地面積 

⑨盛土、切土の土量、土石の堆積の最大堆積土量 

⑩平面図 

 

  ※本県では、既存の盛土等を含め、許可又は届出を行った盛土等の情報について、法に基づきホーム

ページに掲載する他、「盛土等調書」を整備し公開するなど、管内の盛土等を一般の閲覧に供すると

ともに、衛生画像を使用した監視、定期的な基礎調査等を行っていきます。 

 

３－１９ 盛土規制法に基づくその他の手続き【法第21条、第40条】 

 表3-19-1に該当する場合は、手続きが必要となります。 

 ※国又は県が行う工事であっても、同様に手続きを行ってください。 

  

表 3-19-1 法に基づくその他の手続き 

根拠条文 手続きの種類 届出の対象 提出時期 様式 添付書類 

法21条1項 

法40条1項 

（４－２参照） 

宅地造成又は特

定盛土等に関す

る工事の届出 

規制区域の指定の際、行

われている工事（政令 3

条に該当するもの） 

規制区域指

定の日の翌

日から数え

て21日以内 

省令別記 

様式第15 

４－２参照 

土石の堆積に関

する工事の届出 

規制区域の指定の際、行

われている工事（政令 4

条に該当するもの） 

省令別記 

様式第16 

法21条3項 

法40条3項 

擁壁等に関する

工事の届出 

規制区域内の土地※で、

擁壁等を除却する工事

（政令 26 条に該当する

もの） 

※公共施設用地を除き

ます。 

工事着手す

る日の14日

前まで 

省令別記 

様式第17 

細則16条3項 

・位置図 

・土地の平面図 

・土地及びその付近の状況

を明らかにする写真 

・工程表 

・その他知事が必要と認め

る書類（字図等） 

法21条4項 

法40条4項 

公共施設用地の

転用の届出 

規制区域内で、公共施設

用地を宅地又は農地等

に転用した場合 

※許可・変更許可・軽微

な変更届出、27条届出・

28 条変更届出をしたも

のを除きます。 

転用した日

の翌日から

数えて14日

以内 

省令別記 

様式第18 

細則16条4項 

・位置図 

・土地の平面図 

・土地及びその付近の状況

を明らかにする写真 

・求積図 

・その他知事が必要と認め

る書類（字図等） 
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３－１９－１ 擁壁等に関する工事の届出【法第21条第3項、第40条第3項、政令第26条】 

規制区域内の土地（公共施設用地を除く。）において、政令第26条に規定する、既存の擁壁若しくは

崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい

等の全部又は一部の除却の工事を行う場合は、当該工事に着手する14日前までに、届け出てください。 

規制区域の指定前に設置された擁壁等のほか、規制区域指定後の許可により設置された擁壁等を除却

する場合も届出の対象となります。 

ただし、許可（法第12条第1項、第30条第1項）若しくは変更許可（法第16条第1項、第35条第1項）を

受け、又は届出（法第16条第2項、第27条第1項、第35条第2項）を受けるものは除かれます。 

なお、当該工事の計画を変更する場合や、工事が完了した場合は、工事完了届を提出してください。

（細則第20条） 

 

 

 

 

 申請者 市町村担当課 県建築課 その他 

工
事
着
手
前 

 

 

 

 

 

 

   

工
事
施
行 

 

 

 

 

 

 

   

完
了 

 

 

 

 

   

図 3-19-1 届出【法第21条第3項、第40条第3項】の流れ 

 

表 3-19-2 擁壁等に関する工事の届出に必要な書類 

 

書類の種類 

●必須 

○該当

あれば 

明示すべき事項 備考 

1 届出書 ●  省令別記様式第17 

2 位置図 ● 方位、道路及び目標となる地物 細則16条3項 

3 土地の平面図 ● 撤去する擁壁等の位置 細則16条3項 

4 土地付近状況写真 
● 

擁壁等の撤去をしようとする土地及びその付近の状況

を明らかにする写真（撤去対象を赤枠で囲むこと） 

細則16条3項 

（任意様式） 

5 工程表 
● 

 細則16条3項 

（任意様式） 

6 その他知事が必要と

認める書類 

○ その他必要な書類 

字図等 

細則16条3項 

7 委任状 
○ 

代理者が申請手続きを行う場合、委任を受けたことがわかる書

類 

（任意様式） 

※届出書の作成要領は、資料編 資１－３参照。 

  

工事届出 工事届出収受 

確認 情報共有 

返却 他法令の許可状況等 

工事届出受理 
必要に応じて 

  
工事着手 

  
工事完了 

工事完了届 受理 

工事内容の変更届 受理 

※計画に変更がある場合は適

宜手続きを行うこと。（工事

内容変更、休止、再開、廃止） 

休止・再開・廃止 

正副副 

正副 

計画変更 

届出書（正副副） 市町村 
窓口 

熊本県 
窓口 

申請者 
進達書 

届出書（正副） 

副本返却 
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３－１９－２ 公共施設用地の転用の届出【法第21条第4項、第40条第4項】 

規制区域内の土地において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合は、転用した日から 14

日以内に、届け出てください。 

ただし、許可（法第12条第1項、第30条第1項）若しくは変更許可（法第16条第1項、第35条第1項）を

受け、又は届出（法第16条第2項、第27条第1項、第35条第2項）をするものは除かれます。 

 

 

 

 

 

 

 申請者 市町村担当課 県建築課 その他 

宅
地
等
に
転
用
後 

 

 

 

 

 

 

   

図 3-19-2 届出【法第21条第4項、第40条第4項】の流れ 

 

表 3-19-3 公共施設用地の転用の届出に必要な書類 

 

書類の種類 

●必須 

○該当

あれば 

明示すべき事項 備考 

1 届出書 ●  省令別記様式第18 

2 位置図 ● 方位、道路及び目標となる地物 細則16条4項 

3 土地の平面図 ● 転用した土地の位置 細則16条4項 

4 土地付近状況写真 
● 

転用した土地及びその付近の状況を明らかにする写真

（対象を赤枠で囲むこと） 

細則16条4項 

（任意様式） 

5 求積図 ● 転用した土地の面積 細則16条4項 

6 その他知事が必要と

認める書類 

○ その他必要な書類 細則16条4項 

7 委任状 
○ 

代理者が申請手続きを行う場合、委任を受けたことがわかる書

類 

（任意様式） 

※届出書の作成要領は、資料編 資１－４参照。 

 

  

転用届出 転用届出収受 

確認 情報共有 

 返却 他法令の許可状況等 

転用届出受理 
必要に応じて 

正副副 

届出書（正副副） 市町村 
窓口 

熊本県 
窓口 

申請者 
進達書 

届出書（正副） 

副本返却 
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第４章 その他 
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４－１ 手数料【熊本県手数料条例】 

４－１－１ 許可申請（当初）、中間検査手数料【熊本県手数料条例第2条第1項第478号、480号、481号の2】 

 

表 4-1-1 申請手数料額（許可申請（当初）、中間検査） 

盛土又は切土をする土地の面積 

（＝申請面積） 

盛土・切土 土石の堆積 

許可申請 中間検査 許可申請 

500㎡以内のもの 21,000円 10,000円 16,000円 

500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 32,000円 11,000円 18,000円 

1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 44,000円 12,000円 21,000円 

2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの 62,000円 13,000円 24,000円 

3,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの 72,000円 15,000円 34,000円 

5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 96,000円 16,000円 37,000円 

10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの 150,000円 17,000円 44,000円 

20,000㎡を超え、40,000㎡以内のもの 228,000円 18,000円 58,000円 

40,000㎡を超え、70,000㎡以内のもの 354,000円 20,000円 78,000円 

70,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの 498,000円 26,000円 114,000円 

100,000㎡を超えるもの 642,000円 27,000円 138,000円 

 

４－１－２ 許可申請（変更）手数料【熊本県手数料条例第2条第1項第479号、481号】 

 変更許可申請1件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、その合計の上限額は、盛土・切土の

場合は642,000円、土石の堆積の場合は138,000円。 

(1) 盛土又は切土をする土地の面積に変更がない場合【盛土・切土、土石の堆積で共通】 

宅地造成等に関する工事の設計の変更（(2)に該当する場合を除く。）を行う場合は、盛土又

は切土をする土地の面積に対して表資7-1に掲げる額の1/10の額 

(2) 盛土又は切土をする土地の面積に変更がある場合【盛土・切土、土石の堆積で共通】 

ア 面積が減少する場合 減少後の面積に対して表資7-1に掲げる額の1/10 

イ 面積が増加する場合 「従前の面積に対して表資7-1に掲げる額の1/10」と「増加し

た部分の面積に対して表資7-1に掲げる額」の合計 

ウ 面積の減少と増加の両方ある場合 

「減少後の面積に対して表資7-1に掲げる額の1/10」と「増加し

た部分の面積に対して表資7-1に掲げる額」の合計 

(3) 許可の期間の上限（5年）を超えて更新する場合【土石の堆積のみ】 

土石の堆積を行う土地の面積に対して表資7-1に掲げる額 

※5年を超えない範囲で工事完了予定年月日の延長を行う場合は、(4)に該当します。 

(4) 上記(1)から(3)に該当しない場合【盛土・切土、土石の堆積で共通】 

10,000円 

 

４－１－３ 適合証明書の発行手数料 

施行規則第88条の規定に基づく証明書 1通あたり400円 

 

４－１－４ 手数料の納付方法 

 県の収入証紙でお支払いください。（県庁地下売店等で購入できます。） 
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４－２ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事、土石の堆積に関する工事の届出【法第 21条第 1項、法

第40条第1項】 

法第21条第1項及び第40条第1項に規定する届出の手続きは、新たに規制区域の指定又は変更が

あった場合に工事中のものについて必要な手続きです。 

規制区域の指定日（令和7年3月31日）以前に工事に着手し、規制区域の指定日（令和7年4月1

日）以降も継続して宅地造成等に関する工事を行っている場合は、規制区域の指定日から21日以内（令

和7年4月22日まで）に、届出を行ってください。 

「工事に着手」とは、請負契約の締結又はそれに基づく労務者の雇入れ、若しくは資材の搬入等の段

階ではなく、工事現場において設計図書等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更又は土石

の堆積が行われた時点をいいます。 

届出を受理したときは、工事主等の事項を県建築課ホームページで公表し、関係市町村に通知します。 

また、当該届出の工事が完了したときは、工事完了届（「３－１２－４ 工事完了届」参照）、内容を変更す

る場合は工事内容の変更届（「３－１０－４ 計画変更」参照）を提出してください。なお、計画変更により

当該届出の規模を超える場合は、許可（法第12条1項、第30条1項）が必要となる場合があります。 

 

ケース 適用 対象規模 

規制区域指定の前

に着手したもの

で、指定後も工事

を継続して行うも

の 

  法12条・法30条許可、法

27条届出の対象規模 

※法対象外や、政令5条で定

める許可不要工事は対象

外。 

図 4-2-1 届出【法第21条第1項、第40条第1項】の対象 
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図 4-2-2 届出【法第21条第1項、第40条第1項】の流れ 

工事着手 完了 

  令和7年4月1日 

21日以内に届出  

工事届 工事届出受理 

確認 情報共有 関係機関と情報共有 

返却 

工事完了届 

他法令の許可状況等 

通知 届出事項のHP公表 

※令和7年4月22日までに提出すること 

必要に応じて 必要に応じて 

届出受理 

工事内容の変更届 工事内容の変更届収受 

  
工事着手 

  
工事完了 

正副 

正副 

正副 

※市町村を経由する必要はありません 

※計画に変更がある場合は適

宜手続きを行うこと。（工事

内容変更、休止、再開、廃止） 

休止・再開・廃止 計画変更 

熊本県 
窓口 

申請者 
届出書（正副） 

副本返却 
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表 4-2-1 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に関する工事の届出に必要な書類（法第21条第1項、第40条第1項） 

及び添付書類【省令第52条第2項、細則16条1項】 

 

書類の種類 

●必須 

○該当

あれば 

明示すべき事項 備考 

1 届出書 ● 様式内の必要項目 省令別記様式第15 

2 位置図 ● 方位、道路及び目標となる地物 細則16条1項 

3 地形図 

● 

方位及び土地の境界線 細則16条1項 

2m の標高差を示す等高線

を示す 

４  土地の平面図 

● 

縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする

土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及

び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土

留の位置 

細則16条1項 

断面図と照合できる記号 

 

5 土地の断面図 

● 

盛土又は切土をする前後の地盤面 細則16条1項 

高低差の著しい箇所の断面

図 

6 崖の断面図 

○ 

崖を生ずる場合、崖の高さ、勾配及び土質（土質の種類

が 2 以上であるときは、それぞれの土質及びその地層

の厚さ）、盛土又は切土をする前の地盤面並びに崖面の

保護の方法 

細則16条1項 

 

7 擁壁の断面図 

○ 

擁壁を設置する場合、擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料

の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の

位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤

の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 

細則16条1項 

 

8 崖面崩壊防止施設の

断面図 
○ 

崖面崩壊防止施設を設置する場合、崖面崩壊防止施設の

寸法及び勾配、崖面崩壊防止施設の材料の種類及び寸

法、崖面崩壊防止施設を設置する前後の地盤面、基礎地

盤の土質並びに透水層の位置及び寸法 

細則16条1項 

 

9 土地付近 

状況写真 ● 

盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況

を明らかにする写真（届出に係る土地を赤枠で囲むこ

と） 

細則16条1項 

（任意様式） 

10 字図 ● 土地の境界を赤線で囲むこと 細則16条1項 

11 求積図 ● 土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積 細則16条1項 

12 工程表 ●  細則16条1項（任意様式） 

13 その他知事が必要と

認める書類 

○ その他必要な書類 

 

細則16条1項 

 

14 委任状 
○ 

代理者が申請手続きを行う場合、委任を受けたことがわかる書

類 

（任意様式） 

 

表 4-2-2 土石の堆積に関する工事の届出に必要な書類（法第21条第1項、第40条第1項） 

及び添付書類【省令第52条第2項、細則16条2項】 

 

書類の種類 

●必須 

○該当

あれば 

明示すべき事項 備考 

1 届出書 ● 様式内の必要項目 省令別記様式第16 

2 位置図 ● 方位、道路及び目標となる地物 細則16条2項 

3 地形図 

● 

方位及び土地の境界線 細則16条2項 

2m の標高差を示す等高線

を示す 

4 土地の平面図 

● 

縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超

える土地における堆積した土石の崩壊を防止するため

の措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、

柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他

の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該

措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流

出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容 

細則16条2項 

断面図と照合できる記号 

 

5 土地の断面図 ● 土石の堆積を行う土地の地盤面 細則16条2項 
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高低差の著しい箇所の断面

図 

6 土地付近 

状況写真 
● 

土石の堆積をしようとする土地及びその付近の状況を

明らかにする写真（届出に係る土地を赤枠で囲むこと） 

細則16条2項 

（任意様式） 

7 字図 ● 土地の境界を赤線で囲むこと 細則16条2項 

8 求積図 ● 土地の面積、土石の堆積をする土地の面積 細則16条2項 

9 工程表 ●  細則16条2項（任意様式） 

10 その他知事が必要と

認める書類 

○ その他必要な書類 

・工程表など 

細則16条2項 

 

11 委任状 
○ 

代理者が申請手続きを行う場合、委任を受けたことがわかる書

類 

（任意様式） 

 

※法第21条第1項・第40条第1項の届出書の作成要領は、県建築課ホームページに掲載しています。 

 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/208492.html 

  
熊本県 盛土 21条1項 検索 
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４－３ 不法・危険盛土等に対する行政処分と処罰 
  県では、違法性や危険性が認められる盛土等への対応にあたっては、衛星データ等を活用するなどの

監視を行っていきます。 

  必要に応じて、現地調査や、土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地にお

いて行われている工事の状況について報告を求めるなどの対応を行っていきます。【法第 24 条、第 25 条、

第43条、第44条】 

  違法性や危険性が認められる場合には、警察や関係部局等と連携し、対応を実施していくことになり

ます。 

  なお、法第10章では表4-3-2に掲げる罰則が規定されています。 

 

表 4-3-1 規制区域内における盛土等を安全に保つ責務 

管理責任 

法22条、第41条 

盛土等が行われた土地について、土地所有者等は常時安全な状態に維持する責務を有します。 

監督処分 

法20条・法39条 

法23条・法42条 

災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、無許可の盛土等を行った原因行為者に対し

ても是正措置等の命令が発せられます。 

規制区域内では、無許可で盛土等を行った場合はもちろん、所有地内の盛土等により災害のおそれが

ある場合にも、是正措置等の命令の対象となりますので、留意してください。 

 

表 4-3-2 罰則【法第55条～第61条】 

行為の対象 罰則の内容 
・許可（変更許可）を受けずに、工事に着手したとき 

・不正に許可（変更許可）を受けたとき 

・監督処分にかかる命令に違反したとき 

3 年以下の懲役（拘禁刑令和 7 年 6 月 1 日

施行予定）又は1,000万円以下の罰金 

・完了検査、中間検査の申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき 

・定期報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 

・改善命令等にかかる命令に違反したとき 

・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき 

1 年以下の懲役（拘禁刑令和 7 年 6 月 1 日

施行予定）又は300万円以下の罰金 

・届出をせずに工事を行い、又は虚偽の届出をしたとき 1 年以下の懲役（拘禁刑令和 7 年 6 月 1 日

施行予定）又は100万円以下の罰金 

・基礎調査のための立ち入りを拒み、又は妨げたとき 

・基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等において、市町村長の許

可を受けないで障害物を伐除したとき、又は県知事の許可を受けないで

土地に試掘等を行ったとき 

・工事等の届出（規制区域指定の際に行われている宅地造成等の工事、公共

施設用地の転用）をせず、又は虚偽の届出をしたとき 

・工事等の届出（擁壁等の除却工事）をしないで工事を行い、又は虚偽の届

出をしたとき 

・報告の聴取に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 

6月以下の懲役又は 

30万円以下の罰金 

・標識の掲示を行わないとき 50万円以下の罰金 

・法55条違反行為をした法人に対して科す 3億円以下の罰金 

・法56条3号違反行為をした法人に対して科す 1億円以下の罰金 

・法56条1号、2号、4号、法57条から59条 各本条の罰金 

・軽微な変更届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 30万円以下の過料 
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資１ 作成要領 

資１－１ 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可の申請書の作成要領 

 
様式第二 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 12 条第１項

第 30 条第１項}の規定により、許可を

申請します。 

令和 7 年 4 月 1 日 

熊本県知事 木村敬様 

申請者 （株）熊本県 代表取締役 建築太郎 

※手数料欄 

県集乳証紙を裏面

に貼り付けてくだ

さい 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法人 役員 住所氏 名） 

熊本市中央区水前寺●-●-● 

（株）熊本県 代表取締役 建築太郎 

２ 設 計 者 住 所 氏 名 (有)熊本県 代表取締役 建築次郎 

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 熊本市中央区水前寺●-●-● 

熊本建設（株） 代表取締役 切土次郎 

４ 土 地の 所在 地及び 地番 

（代表地点の緯度経度） 

●●市大字●●字●● ●、●及び● 

（緯度：32 度 47 分 23.5 秒 、 経度：130 度 44 分 32.3 秒） 

５ 土 地 の 面 積 12,345.6 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況 農地等 

７ 工 事完 了後 の土地 利用 宅地分譲地 

８ 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

欄 1 工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載 

欄 2 資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○印 

欄 3 工事の請負人、または請負契約によらないで自らその工事を施工する者を記載 

欄 4 ・申請地内の土地について、地番までそのすべてを記載（別紙でも可） 
・申請地を工区に分けたときは、工区別に工区内の土地について、地番までそのすべてを記載
（記載欄に記載できない場合は、別紙に記載） 
・代表地点の緯度経度（世界測地系。60 進法）は申請地の中心地点を基本とし、秒については
小数第二位を四捨五入し、小数第一位までを記載 

欄 5 ・申請に係る土地の総面積。盛土・切土を行わない部分やのり面も含む 
・少数第二位を四捨五入し、少数第一位までを記載 
・複数の工区に分けたときは、工区別の面積も記載 

欄 6 工事前の土地利用について、「宅地」、「農地等（宅地以外のもの）」又は「公共施設用地」のうち

該当するものを記載 

欄 7 工事完了後の土地利用について、宅地、農地等又は公共施設用地のうち該当するもの及び建築

物等の建築の有無等の具体的な内容を記載 
（例）住宅、工場、店舗、病院、宅地分譲地、工業団地、太陽光発電設備、資材置場、土砂処分場など 

欄 8 ２－８－４表 2-8-4 参照 
平地盛土：勾配 1/10 以下の平坦地において行われる盛土で、谷埋め盛土に該当しないもの 
腹付け盛土：勾配 1/10 超の傾斜地盤上において行われる盛土で、谷埋め盛土に該当しないもの 
谷埋め盛土：谷や沢を埋め立てて行う盛土 

欄 9 ２－８－４表 2-8-4 参照 
・「渓流等」として定める土地は次に該当するものをいう（政令第 7 条第 2 項第 2 号、省令第 12 条） 

(1)山間部における、河川の流水が継続して存する土地 
(2)山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈し
ている土地 

(3)(1)、(2)の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあって、雨水その他
の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

・「渓流等」の範囲とは、渓床 10 度以上の勾配を呈し、0 次谷を含む一連の谷地形であり、
その底部の中心線からの距離が 25m以内の範囲を基本とする 
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10 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 盛土又は切土の高さ 2.0ｍ 

ロ 

 

盛土又は切土をする 

土 地 の 面 積 
2,000.0 ㎡ 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛  土 4,000.0 ㎥ 

切  土 0 ㎥ 

ニ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

1 RC 擁壁 2.0m 30.0m 

2 間知ﾌﾞﾛｯｸ積 2.0m 20.0m 

3 L 型擁壁 2.0m 10.0m 

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

1 該当なし   

2    

3    

ヘ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

1 U 型側溝 300mm×300mm 100.0m 

2 U 型側溝 250mm×250mm 80.0m 

3 自由勾配側溝 
300mm× 

400～600mm 
50.0m 

ト 崖 面 の 保 護 の 方 法 擁壁を設置 

チ 

 

崖 面 以 外 の 地 表 面 

の 保 護 の 方 法 
張芝・種子吹付などによる植生工、モルタル吹付工 

リ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 

梅雨時期や台風時期の降雨対策として、●●の実施 

土砂流出防止措置として、●●の実施 

搬入経路について、●●の交通安全措置の実施 など 

ヌ そ の 他 の 措 置 

地盤の滑りを防止するため、盛土にはグラウンドアンカーの他、●●

の措置を講じる 

地盤には、段切りの他、●●の措置を講じる 

地盤の滑りを防止するため、切土には●●の措置を講じる 

のり面保護工として、●●の措置を講じる 

ル 工事着手予定年月日 令和 7 年（2025 年）5 月 1 日 

ヲ 工事完了予定年月日 令和 10 年（2028 年）3 月 31 日 

ワ 工 程 の 概 要 別紙、工程計画表のとおり 

11 
そ の 他 必 要 な 事 項 

●●法第●条許可 ●年●月●日 第●号許可済 

●●法第●条許可 ●年●月●日許可申請済 

 

欄 10 イ～へ 数値は、少数第 2 位を四捨五入し、少数ぢあ 1 位までを記載 

欄 10 イ     最大高さは、現況地盤面と造成後の地盤面の差が最も大きくなる箇所を記入 

擁壁等を設置する盛土等においては、擁壁等も含めた最大高低差 

欄 10 ロ     複数の工区に分けたときは、工区ごとの面積も記載 

欄 10 ニ～へ 代表的な３種類を記載 

欄 11        盛土・切土に関する他法令による許認可の状況を記載 
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宅地造成、特定盛土等に関する工事の変更許可申請書の作成要領 様式第 7 

変更前後がわかるように記入（変更後の内容は朱書き等）してください。 

変更に係る書類を添付してください。（変更箇所がわかるよう朱書き等で記載） 

※「13 許可番号」欄には、許可年月日及び許可番号を記入してください。  

⑤「土地の面積」 

盛土の面積

A 

切土の面積

B 

⑩ロ「盛土又は切土をする土地の面積」 

＝「盛土の面積 A」＋「切土の面積 B」 

 

※⑤「土地の面積」内で行う全ての盛土及

び切土の面積を合計してください 

⑩ロ「盛土又は切土をする土地の面積」 

  

（参考） 

※丸で囲んだ番号は、様式第 2 の欄番号です 

⑩イ「盛土又は切土の高さ」 

盛土 

⑤「土地の面積」及び⑩イ「盛土又は切土の高さ」 

複数の工区に分けて完了検査を受けたい場合（３－１２－２

参照）は、工区ごとの面積を記載してください 
1 工区 

A ㎡ 

 

盛土 

a ㎡ 

2 工区 

B ㎡ 

 

盛土 

b ㎡ 

3 工区 

C ㎡ 

 

盛土 

c ㎡ 

⑤「土地の面積」 

1 工区 A㎡ 

2 工区 B ㎡ 

3 工区 C ㎡ 

⑩イ「盛土又は切土の高さ」 

1 工区 a ㎡ 

2 工区 b ㎡ 

3 工区 c ㎡ 
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資１－２ 土石の堆積に関する工事の許可の申請等申請書の作成要領 

 
様式第四 
 

土石の堆積に関する工事の許可申請書 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 12 条第１項

第 30 条第１項}の規定により、許可を

申請します。 

令和 7 年 4 月 1 日 

熊本県知事 木村敬様 

申請者 （株）熊本県 代表取締役 建築太郎 

※手数料欄 

県収入証紙を裏面

に貼り付けてくだ

さい 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

熊本市中央区水前寺●-●-● 

（株）熊本県 代表取締役 建築太郎 

２ 設 計 者 住 所 氏 名 (有)熊本県 代表取締役 建築次郎 

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 熊本市中央区水前寺●-●-● 

熊本建設（株） 代表取締役 切土次郎 

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

●●市大字●●字●● ●、●及び● 

（緯度：32 度 47 分 23.5 秒 、 経度：130 度 44 分 32.3 秒） 

５ 土 地 の 面 積 12,345.6 平方メートル 

６ 工 事 の 目 的 建設工事に使用するための土砂の仮置き 

７ 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
3.0m 

ロ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
2,000.0 ㎡ 

ハ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
2,000.0 ㎥ 

ニ 

  

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 最 大 勾 配 
2/100 勾配 

ホ 

 

 

 

勾 配 が 十 分 の 一 を 

超える土地における 

堆積した土石の崩壊を 

防止するための措置 

該当なし 

ヘ 

 

 

土石の堆積を行う土地 

における地盤の改良 

その他の必要な措置 

該当なし 

欄 1 工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載 

欄 3 工事の請負人、または請負契約によらないで自らその工事を施工する者を記載 

欄 4 ・申請地内の土地について、地番までそのすべてを記載（別紙でも可） 

・申請地を工区に分けたときは、工区別に工区内の土地について、地番までそのすべてを記載

（記載欄に記載できない場合は、別紙に記載） 

・代表地点の緯度経度（世界測地系。60 進法）は申請地の中心地点を基本とし、秒については

小数第二位を四捨五入し、小数第一位までを記載 

欄 5 ・申請に係る土地の総面積。土石の堆積を行わない部分も含む 
・少数第二位を四捨五入し、少数第一位までを記載 
・複数の工区に分けたときは、工区別の面積も記載 

欄 7 イ～ニ 少数第二位を四捨五入し、少数第一位までを記載 

欄 7 ホ     令 19 条 1項 1 号の措置を講ずる場合は、その内容を記載 

欄 7 へ     令 19 条 1項 2 号の措置を講ずる場合は、その内容を記載  
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ト 空 地 の 設 置 

番 号 空地の幅 

1 10.0m 

2 5.0m 

3 3.0m 

チ 

 

雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
周囲に素掘り側溝（●mm×●mm）を延長●m 設置 

リ 

 

 

堆積した土石の崩壊に 

伴 う 土 砂 の 流 出 を 

防 止 す る 措 置 

周囲に高さ●m の鋼矢板を延長●m 設置 

ヌ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
搬入経路及び搬入口について、●●の交通安全措置の実施 など 

ル そ の 他 の 措 置 地表水排出のための●●の措置 

ヲ 工事着手予定年月日 令和 7 年（2025 年）5 月 1 日 

ワ 工事完了予定年月日 令和 12 年（2030 年）4 月 30 日 

カ 工 程 の 概 要 別紙、工程計画表のとおり 

８  そ の 他 必 要 な 事 項 
●●法第●条許可 ●年●月●日 第●号許可済 

●●法第●条許可 ●年●月●日許可申請済 

 

欄 7 ト 代表的な３種類を記載 

    空地の幅は、少数第二位を四捨五入し、少数第一位までを記載 

欄 7 チ 令 19 条 1 項 5 号のその他の措置を講ずる場合は、その内容を記載 

欄 7 リ 令 19 条 2 項の措置を講ずる場合は、その内容を記載 

欄 7 ル その他の措置を講ずる場合は、その内容を記載 

欄 7 ワ 土石の堆積の許可期間は最大 5 年のため、5 年以内となる期間を記載 

欄 8  土石の堆積に関する他法令による許認可の状況を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石の堆積に関する工事の変更許可申請書の作成要領 様式第 8 

変更前後がわかるように記入（変更後の内容は朱書き等）してください。 

変更に係る書類を添付してください。（変更箇所がわかるよう朱書き等で記載） 

※「10 許可番号」欄には、許可年月日及び許可番号を記入してください。  
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資１－３ 擁壁等に関する工事の届出書の作成要領 

 

様式第十七 

 

擁壁等に関する工事の届出書 

令和 7年 4月 1日  

  

熊本県知事 木村敬様 

 

届出者 熊本市中央区水前寺●-●-●     

 （株）熊本県 代表取締役 建築太郎 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21 条第３項

第 40 条第３項}の規定により、下記の工事について届け

出ます。 

 

記 

１ 

 

工 事が行 われる土地 の 

所 在 地 及 び 地 番 

●●市大字●●字●● ●、●及び● 

（緯度：32 度 47 分 23.5 秒 、 経度：130 度 44 分 32.3

秒） 

２ 

 

行 お う と す る 工 事 の 

種 類 及 び 内 容 

擁壁の撤去 

高さ●m、延長●m 

３ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 令和 7 年（2025 年）4 月 15 日 

４ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 令和 7 年（2025 年）6 月 30 日 

 

欄 1 申請地内の土地について、地番までそのすべてを記載（別紙でも可） 

代表地点の緯度経度（世界測地系。60 進法）は申請地の中心地点を基本とし、秒については

小数第二位を四捨五入し、小数第一位までを記載 

欄 2 行おうとする工事の種類及び内容を記載 

・高さ●mの擁壁の除却 

・高さ●mの崖面崩壊防止施設の除却 

・地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部（●m）の除却 

・地滑り抑止ぐい等の全部又は一部（●m）の除却 など 
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資１－４ 公共施設用地の転用の届出書の作成要領 

 

様式第十八 

 

公共施設用地の転用の届出書 

令和 7年 4月 15日  

 

熊本県知事 木村敬様 

 

届出者 熊本市中央区水前寺●-●-●     

 （株）熊本県 代表取締役 建築太郎 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21 条第４項

第 40 条第４項}の規定により、下記のとおり届け出ま

す。 

 

記 

１ 

 

転 用 し た 土 地 の 

所 在 地 及 び 地 番 

●●市大字●●字●● ●、●及び● 

（緯度：32 度 47 分 23.5 秒 、 経度：130 度 44 分 32.3

秒） 

２ 転 用 し た 土 地 の 面 積 12,345.5 ㎡ 

３ 転 用 前 の 用 途 ●●市道 

４ 転 用 後 の 用 途 資材置き場 

５ 転 用 年 月 日 令和 7 年（2025 年）4 月 1 日 

 
欄 1 申請地内の土地について、地番までそのすべてを記載（別紙でも可） 

代表地点の緯度経度（世界測地系。60 進法）は申請地の中心地点を基本とし、秒については

小数第二位を四捨五入し、小数第一位までを記載 

欄 3 転用前の公共施設用地について記載 

   「公共施設用地」は、表 1-4-1 参照 

欄 4 工事完了後の土地利用について、宅地、農地等又は公共施設用地のうち該当するもの及び建築

物等の建築の有無等の具体的な内容を記載 
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資２ 関係法令及び通知 

資２－１ 法令・告示 

表資 2-1 法及び告示 
 名称 備考 

法

令 

・宅地造成及び特定盛土等規制法 

・宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 

・宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 

 

告

示 

・宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基

本的な方針 

・宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートを用

いて充填(てん)するコンクリートブロツク練積み造の擁壁の効力を認

定する件 

・宅地造成等規制法施行令第十八条第一号から第四号までに掲げる者

と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件 

R5.5.29 農林水産省、国土交通

省告示第 5 号 

S40.6.14 建設省告示第 1485

号 

 

S37.3.29 建設省告示第 1005

号 

 

資２－２ 関係通知 

 法の施行にあたり、国から発出されている通知は表資 2-2 のとおりです。 

 
表資 2-2 法関係通知 

No 種別 日付 タイトル 備考 

1 告示 R5.5.29 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関

する基本的な方針 

基本方針 

2 告示 R5.5.26 昭和三十七年建設省告示第千五号（宅地造成等規制法施行令

第十七条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識

及び経験を有する者） 

擁壁等の設計者

資格 

3 通知 R5.5.26 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項

について（技術的助言） 

施行通知 

4 別紙：宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留

意事項について 

留意事項 

5 別添 1：基礎調査実施要領（規制区域指定編） 規制区域指定 

6 別添 2：基礎調査実施要領（既存盛土等調査編） 既存盛土等調査 

7 別添 3：盛土等の安全対策推進ガイドライン 既存盛土対策 

8 別添 4：不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン 不法・危険盛土

等対処 

9 別添 5：盛土等防災マニュアル 技術基準 

10 別添 6：宅地擁壁の復旧技術マニュアル （宅地造成等規

制法から据置） 

11 別添 7：宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく造成宅地防災

区域指定要領 

（宅地造成等規

制法から据置） 

12 別添 8：宅地開発に伴い設置させる浸透施設等設置技術指針 （宅地造成等規

制法から据置） 

13 参考資料 － 基礎調査実施要領（規制区域指定編）の解説 規制区域指定 

14 参考資料 － 盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方 技術基準 

15 参考資料 － 盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説 既存盛土対策 

16 参考資料 － 盛土規制法の規制対象外等について（森林・林業関係） 森林・林業関係整理 

17 HP － 制度パンフレット（一般向け・事業者向け） パンフレット 

18 通知 R5.5.26 盛土規制法に係る許可申請に係る工事主の信用の確認につい

て 

許可（工事主の

信用） 

19 通知 R5.5.26 盛土等に関する情報の提要に関する宅地建物取引業者への協

力について（依頼） 

不動産取引時 

20 事務連絡 R5.6.8 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う関係通知の発出

について 

関係部局通知 

21 別添 1：宅地造成等規制法の一部を改正する法律等の施行につ

いて（国土交通省住宅局建築指導課通知） 

建築審査 

22 別添 2：都市計画法の一部改正に伴う開発許可制度運用指針の

改正について 

都市計画 
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23 別添 3：宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う林道及び

森林作業道等に係る留意事項について（林野庁整備課事務連

絡） 

森林作業道等 

24 別添 4：「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行に伴うため

池の取扱いについて（農林水産省農村振興局整備部防災課長

通知） 

ため池 

25 事務連絡 R5.9.29 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う関係通知の発出

について（その 2） 

関係部局通知 

26 別添 1：宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について（警察

庁生活安全局生活経済対策管理官通知） 

警察連携 

27 別添 2：宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う交通指導

取締り上の留意事項等について（警察庁交通局交通指導課理

事官事務連絡） 

交通指導取締り 

28 別添 3：宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う

宅地建物取引業法施行令等の一部改正について（国土交通省

不動産・建設経済局不動産業課長通知） 

宅地建物取引法

施行令等改正 

29 別添 4：宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事許可等の

申請における国有林野の貸付け又は使用に係る手続等の証明

について（林野庁国有林野部業務課長通知） 

国有林野の貸付

け等 

30 通知 R5.9.29 宅地造成及び特定盛土等規制法及び廃棄物の処理及び清掃に

関する法律の運用に係る関係部局間の連携に際しての留意事

項について（通知） 

廃棄物処理法連

携 

31 事務連絡 R5.10.2 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施

行規則の改正について 

再エネ特措法省

令改正 

32 事務連絡 R5.12.6 「大規模盛土造成地の経過観察マニュアル」の公表について 大規模盛土造成地 

33 事務連絡 R6.3.28 盛土規制法に関する Q&A（業務参考資料）について（送付） 盛土規制法全般 QA 

34 通知 R6.3.28 宅地造成及び特定盛土等規制法における農地に関する留意事

項について 

農地の取扱い 

35 通知 R6.4.1 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく事務の施行状況等に

関する調査について 

施行状況等調査 

36 事務連絡 R6.4.1 盛土規制法に基づく事務の施行状況等に関する調査（依頼） 施行状況等調査依頼 

37 事務連絡 R6.4.2 宅地耐震化推進事業、盛土緊急対策事業等に係る地方財政措

置について（通知） 

地方財政措置 

38 事務連絡 R6.6.4 資源有効利用促進法省令の改正及びストックヤード運営事業

者登録規程について（参考） 

資源有効利用促

進法省令改正 

39 事務連絡 R6.6.17 廃棄物担当部局と警察との連携等に関する優良事例集につい

て（周知） 

警察との連携事

例 

40 通知 R6.6.28 宅地造成及び特定盛土等規制法及び土壌汚染対策法の運用に

係る関係部局間の連携に際しての留意事項について（通知） 

土壌汚染対策法 

41 事務連絡 R6.7.10 盛土規制法に関する技術支援について（送付） 審査マニュアル 

【添付資料 1-1】盛土等可能性箇所抽出システム（概要） 

【添付資料 1-2】盛土等可能性箇所抽出システム操作説明書

（スタンドアロン編） 

【添付資料 1-3】盛土等可能性箇所抽出システム操作説明書

（データ活用編） 

【添付資料 2-1】盛土等情報管理システム共通仕様書（概

要） 

【添付資料 2-2】盛土等情報管理システム共通仕様書 

【添付資料 2-3】（別紙１）盛土等情報管理システム共通仕

様書（画面イメージ） 

【添付資料 2-4】（別紙２）データベース整備項目 

【添付資料 3-1】審査マニュアル案（【盛土・切土】許可申

請編） 

【添付資料 3-2】審査マニュアル案（【土石の堆積】許可申

請編） 

42 通知 R6.8.30 宅地造成及び特定盛土等規制法におけるデジタル技術の活用

について（技術的助言） 

施行通知 

43 事務連絡 R6.10.1 電気事業法施行規則の改正について（周知） 電気事業法 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

94 

 

資２－２ 盛土等防災マニュアル 

 
令和 5 年 5 月 26 日付け国官参宅第 12 号他 

国土交通省都市局長通知（技術的助言）別添 5 
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資２－３ 宅地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針 
 
 

令和 5 年 5 月 26 日付け国官参宅第 12 号他 

国土交通省都市局長通知（技術的助言）別添 8 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

121 

 

 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

122 

 

 
 

 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

123 

 

 
 

 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

124 

 

 
 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

125 

 

 
 

 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

126 

 

 
 

 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

127 

 

 
 

 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

128 

 

 
 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

129 

 

 
 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

130 

 

資３ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則様式 

 

施行規則様式一覧 

様式第一 裁決申請書 

様式第二 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 
様式第三 資金計画書（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

様式第四 土石の堆積に関する工事の許可申請書  

様式第五 資金計画書（土石の堆積に関する工事）  

様式第六 許可証 

様式第七 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 

様式第八 土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 

様式第九 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 

様式第十 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証 

様式第十一 土石の堆積に関する工事の確認申請書 

様式第十二 土石の堆積に関する工事の確認済証 

様式第十三 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 

様式第十四 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査合格証 

様式第十五 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 

様式第十六 土石の堆積に関する工事の届出書 

様式第十七 擁壁等に関する工事の届出書 

様式第十八 公共施設用地の転用の届出書 

様式第十九 特定盛土等に関する工事の届出書 

様式第二十 土石の堆積に関する工事の届出書 

様式第二十一 特定盛土等に関する工事の変更届出書 

様式第二十二 土石の堆積に関する工事の変更届出書 

様式第二十三 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 

様式第二十四 土石の堆積に関する工事の標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第一  

裁 決 申 請 書  

 

                      裁決申請者 住所 

                            氏名 

                      相 手 方 住所 

                            氏名 

    

 宅地造成及び特定盛土等規制法第 8条第 1項の規定による損失の補償について協議が成

立しないので、下記により裁決を申請します。  

記  

  

 １ 損失の事実 

 ２ 損失の補償の見積り及びその内訳 

 ３ 協議の経過  

  

   年  月  日  

  

                      裁決申請者 住所 

                            氏名 

 

          様  

〔注意〕 

 １ 「損失の事実」については、発生の場所及び時期を併せて記載すること。 

 ２ 「損失の補償の見積り及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。 

 ３ 「協議の経過」については、経過の説明のほか、協議が成立しない事情を明らかにす  

  ること。 

 ４ 裁決申請者又は相手方が法人であるときは、氏名は、その法人の名称及び代表者の 

  氏名を記載すること。  
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様式第二 
 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 

宅地造成及び特定盛土等規制法{第 12 条第１項

第 30 条第１項}の規定により、許可を

申請します。 

    年  月  日 

             様 

申請者 氏名 

※手数料欄 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法人 役員 住所氏 名） 

 

（                         ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 土 地の 所在 地及び 地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工 事完 了後 の土地 利用  

８ 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 盛土又は切土の高さ メートル 

ロ 

 

盛土又は切土をする 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛  土 立方メートル 

切  土 立方メートル 

ニ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

 

 

ヘ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

  
センチ 

メートル 

メートル 

    

    

ト 崖 面 の 保 護 の 方 法  

チ 

 

崖 面 以 外 の 地 表 面 

の 保 護 の 方 法 
 

リ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

ヌ そ の 他 の 措 置  

ル 工事着手予定年月日 年    月    日 

ヲ 工事完了予定年月日 年    月    日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※許可に当たつて付した条件 ※許可番号欄 

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

 １ ※印のある欄は記入しないでください。 

 ２ 申請者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人

の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 ３ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してくだ

さい。 

 ４ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○印を付して

ください。 

 ５ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てください。 

 ６ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してくだ

さい。 

 ７ ８欄は、該当する盛土のタイプに○印を付してください（複数選択可）。 

 ８ ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を

付してください。 

 ９ 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等

を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 
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様式第三 

 

資金計画書（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

１ 収支計画 
（単位 千円） 

科目 金額 

収 

入 

 
自己資金 
 
借入金 
 

○○○ 
 
処分収入 
 

○○○ 
 
補助負担金 
 

○○○ 
 
○○○ 
         

計 
 

 

支 

出 

 
用地費 
 
工事費 
 

整地工事費 
 

道路工事費 
 

排水施設工事費 
 

防災施設工事費 
 

○○○ 
 
附帯工事費 
 
事務費 
 
借入金利息 
 
○○○ 
 
        計 
 

 

 

２ 年度別資金計画書 

（単位 千円） 

年度 

科目 
年度 年度  

 
年度 計 

 

支 

出 

事業費 

用地費 

工事費 

附帯工事費 

事務費 

借入金利息 

○○○ 

借入償還金 

○○○ 

計 

      

収 

入 

自己資金 

借入金 

○○○ 

処分収入 

○○○ 

補助負担金 

○○○ 

○○○ 

計 

      

借入金の借入先       

 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
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様式第四 
 

土石の堆積に関する工事の許可申請書 

宅地造成及び特定盛土等規制法{第 12 条第１項

第 30 条第１項}の規定により、許可を

申請します。 

    年  月  日 

             様 

申請者 氏名 

※手数料欄 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

 

（                          ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
メートル 

ロ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
立方メートル 

ニ 

  

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 最 大 勾 配 
 

ホ 

 

 

 

勾 配 が 十 分 の 一 を 

超える土地における 

堆積した土石の崩壊を 

防止するための措置 

 

ヘ 

 

 

土石の堆積を行う土地 

における地盤の改良 

その他の必要な措置 

 

ト 空 地 の 設 置 

番 号 空地の幅 

 メートル 

  

  

チ 

 

雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

 

７ 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
メートル 

ロ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
立方メートル 

ニ 

  

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 最 大 勾 配 
 

ホ 

 

 

 

勾 配 が 十 分 の 一 を 

超える土地における 

堆積した土石の崩壊を 

防止するための措置 

 

ヘ 

 

 

土石の堆積を行う土地 

における地盤の改良 

その他の必要な措置 

 

ト 空 地 の 設 置 

番 号 空地の幅 

 メートル 

  

  

チ 

 

雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

リ 

 

 

堆積した土石の崩壊に 

伴 う 土 砂 の 流 出 を 

防 止 す る 措 置 

 

ヌ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

ル そ の 他 の 措 置  

ヲ 工事着手予定年月日 年    月    日 

ワ 工事完了予定年月日 年    月    日 

カ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※許可に当たつて付した条件 ※許可番号欄 

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

 １ ※印のある欄は記入しないでください。 

 ２ 申請者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人

の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 ３ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してくだ

さい。 

 ４ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てください。 

 ５ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してくだ

さい。 

 ６ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長を

記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

 ７ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合

においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 
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様式第五 

 

資金計画書（土石の堆積に関する工事） 

１ 収支計画 
（単位 千円） 

科目 金額 

収 

入 

 
自己資金 
 
借入金 
 

○○○ 
 
処分収入 
 

○○○ 
 
補助負担金 
 

○○○ 
 
○○○ 
 

計 
 

 

支 

出 

 
用地費 
 
工事費 
 

整地工事費 
 

防災施設工事費 
 

撤去工事費 
 

○○○ 
 
附帯工事費 
 
事務費 
 
借入金利息 
 
○○○ 
 

計 
 

 

 

２ 年度別資金計画書 

（単位 千円） 

年度 

科目 
年度 年度  

 
年度 計 

 

支
出 

事業費 

用地費 

工事費 

附帯工事費 

事務費 

借入金利息 

○○○ 

借入償還金 

○○○ 

計 

      

収
入 

自己資金 

借入金 

○○○ 

処分収入 

○○○ 

補助負担金 

○○○ 

○○○ 

計 

      

借入金の借入先       

 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
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様式第七 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 

宅地造成及び特定盛土等規制法{第 16 条第１項

第 35条第１項}の規定により、変更の

許可を申請します。 

    年  月  日 

             様 

申請者 氏名 

※手数料欄 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法人 役員 住所氏 名） 

 

（                         ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 

 

土 地の 所在 地 及び 地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工 事完 了後 の土地 利用  

８ 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 
工 

 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 盛土又は切土の高さ メートル 

ロ 

 

盛土又は切土をする 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛  土 立方メートル 

切  土 立方メートル 

ニ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

 

様式第六 

許可証 

                                 第     号 

                            年   月   日 

                       都道府県知事 

                       指定都市の長 

                       中核市の長 

 第 14条第 2項（第 16条第 3項において準用する場合を 

第 33 条第 2 項（第 35 条第 3 項において準用する場合を 

含む。） 

含む。） 

 

 

 

   工事をする土地の所在地及び 

   地番 

 

   工 事 主 住 所 氏 名 
 

   許 可 番 号      第     号 

   許 可 対 象 行 為 宅地造成・特定盛土等・土石の堆積 

   許 可 期 間 
（自）  年  月  日 

（至）  年  月  日 

   条 件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法 

の規定により、下記の条件を付して許可する。 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 
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10 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 盛土又は切土の高さ メートル 

ロ 

 

盛土又は切土をする 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛  土 立方メートル 

切  土 立方メートル 

ニ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

ヘ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

  
センチ 

メートル 

メートル 

    

    

ト 崖 面 の 保 護 の 方 法  

チ 

 

崖 面 以 外 の 地 表 面 

の 保 護 の 方 法 
 

リ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

ヌ そ の 他 の 措 置  

ル 工事着手予定年月日 年    月    日 

ヲ 工事完了予定年月日 年    月    日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

12 変 更 の 理 由  

13 許 可 番 号 第       号 

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※許可に当たつて付した条件 ※許可番号欄 

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

 １ ※印のある欄は記入しないでください。 

 ２ 申請者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人

の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 ３ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してくだ

さい。 

 ４ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○印を付して

ください。 

様式第八 

 

土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 

宅地造成及び特定盛土等規制法{第 16 条第１項

第 35条第１項}の規定により、変更の

許可を申請します。 

    年  月  日 

             様 

申請者 氏名 

※手数料欄 

１ 

 

工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法人 役員 住所氏 名） 

 

（                         ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 

 

土 地の 所在 地 及び 地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
メートル 

ロ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
立方メートル 

ニ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 最 大 勾 配 
 

ホ 

 

 

 

勾 配 が 十 分 の 一 を 

超える土地における 

堆積した土石の崩壊を 

防止するための措置 

 

ヘ 

 

 

土石の堆積を行う土地

における地盤の改良 

その他の必要な措置 

 

ト 空 地 の 設 置 

番 号 空地の幅 

 メートル 

  

  

チ 

 

雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
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様式第九 

 

 

 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 

 

年   月   日  

 

         様 

 

工事主 住所 

    氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 17条第１項

第 36条第１項}の規定による検査を申請します。 

 

 

１ 工 事 完 了 年 月 日 年    月    日 

２ 許 可 番 号 第         号 

３ 許 可 年 月 日 年    月    日 

４ 

 

工 事 を し た 土 地 の 

所 在 地 及 び 地 番 
 

５ 工事施行者住所氏名  

６ 備 考  

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 工事主又は５欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表

者の氏名を記入してください。 

※ 受 付 欄 

年  月 日 

第   号 

 リ 

 

 

堆積した土石の崩壊に 

伴 う 土 砂 の 流 出 を 

防 止 す る 措 置 

 

ヌ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

ル そ の 他 の 措 置  

ヲ 工事着手予定年月日 年    月    日 

ワ 工事完了予定年月日 年    月    日 

カ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

９ 変 更 の 理 由  

10 許 可 番 号 第       号 

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※許可に当たつて付した条件 ※許可番号欄 

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

 １ ※印のある欄は記入しないでください。 

 ２ 申請者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人

の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 ３ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してくだ

さい。 

 ４ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てください。 

 ５ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してくだ

さい。 

 ６ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長を

記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

 ７ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合

においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 
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様式第十一 

 

 

 

 

土石の堆積に関する工事の確認申請書 

 

年   月   日  

 

         様 

 

工事主 住所 

    氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 17条第４項

第 36条第４項}の規定による確認を申請します。 

 

 

１ 工 事 完 了 年 月 日 年    月    日 

２ 許 可 番 号 第         号 

３ 許 可 年 月 日 年    月    日 

４ 

 

工 事 を し た 土 地 の 

所 在 地 及 び 地 番 
 

５ 工事施行者住所氏名  

６ 備 考  

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 工事主又は５欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表

者の氏名を記入してください。 

※ 受 付 欄 

年 月 日 

第     号 

様式第十  

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証  

  

  

                            第            号   

  

                            年    月    日     

  

  

                     都道府県知事 

                     指定都市の長 

                     中核市の長 

 

 

 下記の宅地造成又は特定盛土等に係る工事は、検査の結果、宅地造成及び特定盛土等規 

 

制法          の規定に適合していることを証明する。              

   

  

１ 許 可 番 号 第        号 

２ 許 可 年 月 日 年   月   日 

３ 工事をした土地の所在地及び地 

 番 

熊本市丸々番地 

第２工区：●●㎡ 

第３工区：△㎡/全 5工区中 

４ 工 事 主 住 所 氏 名   

５ 工 事 完 了 検 査 年 月 日 年   月   日 

６ 検 査 員 職 氏 名  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

第 1 3 条 第 1 項  

第 31条第 1項 
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様式第十三 

 

 

 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 

年   月   日  

 

         様 

 

工事主 住所 

    氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 18条第１項

第 37条第１項}の規定による中間検査を申請します。 

 

１ 許 可 番 号 第         号 

２ 許 可 年 月 日 年    月    日 

３ 

 

工事をしている土地

の所在地及び地番 
 

４ 工事施行者住所氏名  

５ 

 

 

今回中間検査の対 

象となる特定工程 

に 係 る 工 事 

検 査 実 施 回 第      回 

特 定 工 程  

特定工程に係る 

工事終了年月日 
    年    月    日 

６ 

 

今 回 申 請 以 前 の 

中間検査受検履歴 

検 査 実 施 回 第    回 第    回 

特 定 工 程   

中間検査合格証   

 番 号 第    号 第    号 

 交付年月日  年  月  日 年  月  日 

７ 

 

今 回 申 請 以 降 の 

中間検査受検予定 

検 査 実 施 回 第    回 第    回 

特 定 工 程   

特定工程に係る 

工 事 終 了 予 定 

年 月 日 

 年  月  日 年  月  日 

８ 備 考  

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 工事主又は４欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表

者の氏名を記入してください。 

３ ６及び７欄は、記入欄が不足するときは、別紙に必要な事項を記入して添えてくださ

い。 

※ 受 付 欄 

年 月 日 

第   号 

様式第十二 

土石の堆積に関する工事の確認済証 

                                  第     号 

                              年   月   日 

                        都道府県知事 

                        指定都市の長 

                        中核市の長 

 

 下記の土石の堆積に関する工事について、         の規定による確認の結果、堆 

 

積されていた全ての土石が除却されたことを証明する。 

 

１ 許 可 番 号 第       号 

２ 許 可 年 月 日 年   月   日 

３ 工事をした土地の所在地及び地番 
 

４ 工 事 主 住 所 氏 名  

５ 工 事 完 了 検 査 年 月 日 年   月   日 

６ 確 認 員 職 氏 名 
 

 

 

 

第 17 条第 4 項 

第 36 条第 4 項 
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様式第十五 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 

 

年   月   日  

 

         様 

 

工事主 住所 

    氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21条第１項

第 40条第１項}の規定により、下記の工事について届

け出ます。 

 

記 

１ 工事施行者住所氏名  

２ 

 

 

工事をしている土地の 

所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

３ 

 

工 事 を し て い る 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

４ 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

５ 盛土又は切土の高さ メートル 

６ 

 

盛土又は切土をする 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

７ 盛土又は切土の土量 

盛  土 立方メートル 

切  土 立方メートル 

８ 工 事 着 手 年 月 日 年    月    日 

９ 工事完了予定年月日 年    月    日 

10 工 事 の 進 捗 状 況  

〔注意〕 

１ 工事主又は１欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表

者の氏名を記入してください。 

２ ２欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位ま

で記入してください。 

様式第十四 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査合格証 

                                  第    号 

                             年   月   日 

                       都道府県知事 

                       指定都市の長 

                       中核市の長 

 下記の宅地造成又は特定盛土等に関する工事における特定工程に係る工事は、検査の結 

 

果、宅地造成及び特定盛土等規制法        の規定に適合していることを証明す 

 

る。 

 

 

１ 許 可 番 号       第      号 

２ 許 可 年 月 日       年   月   日 

３ 工事をしている土地の所在地及び 

  地番 

 

４ 工 事 主 住 所 氏 名 
 

５ 中 間 検 査 年 月 日       年   月   日 

６ 中 間 検 査 の 対 象 

検 査 実 施 回   第    回 

特 定 工 程  

特定工程に係る 

工事終了年月日 
   年  月  日 

７ 検 査 員 職 氏 名 
 

 

 

 

第 13 条第 1 項 

第 31 条第 1 項 
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様式第十六 

 

土石の堆積に関する工事の届出書 

 

年   月   日  

 

         様 

 

工事主 住所 

    氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21条第１項

第 40条第１項}の規定により、下記の工事について届

け出ます。 

 

記 

１ 工事施行者住所氏名  

２ 

 

 

工事をしている土地の 

所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

３ 

 

工 事 を し て い る 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

４ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
メートル 

５ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

６ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
立方メートル 

７ 工 事 着 手 年 月 日 年    月    日 

８ 工事完了予定年月日 年    月    日 

９ 工 事 の 進 捗 状 況  

〔注意〕 

１ 工事主又は１欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表

者の氏名を記入してください。 

２ ２欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位ま

で記入してください。 

 

様式第十七 

 

擁壁等に関する工事の届出書 

 

年   月   日  

 

 

         様 

 

 

届出者 住所 

    氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21条第３項

第 40条第３項}の規定により、下記の工事について届

け出ます。 

 

記 

１ 

 

工 事が行 われる 土地 の 

所 在 地 及 び 地 番 
 

２ 

 

行 お う と す る 工 事 の 

種 類 及 び 内 容 
 

３ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年    月    日 

４ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年    月    日 

〔注意〕 届出者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入し

てください。 
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様式第十八 

 

公共施設用地の転用の届出書 

 

年   月   日  

 

 

         様 

 

 

届出者 住所 

    氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21条第４項

第 40条第４項}の規定により、下記のとおり届け出ま

す。 

 

記 

１ 

 

転 用 し た 土 地 の 

所 在 地 及 び 地 番 
 

２ 転 用 し た 土 地 の 面 積 平方メートル 

３ 転 用 前 の 用 途  

４ 転 用 後 の 用 途  

５ 転 用 年 月 日 年    月    日 

〔注意〕 届出者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入し

てください。 

 

 

様式第十九 

特定盛土等に関する工事の届出書 

 

年   月   日  

  様 

届出者 住所 

    氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第 27条第１項の規定により、下記の工事について届け出ます。 

 

記 

１ 

 

工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法 人 役 員 住 所 氏 名 ） 

 

（                         ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 

 

土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工 事 完 了 後 の 土 地 利 用  

８ 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 盛土又は切土の高さ メートル 

ロ 

 

盛土又は切土をする 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

ニ 擁 壁 

番 号 構 造   高 さメートル   延 長メートル 
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様式第二十 

土石の堆積に関する工事の届出書 

 

年   月   日  

        様 

届出者 住所 

    氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第 27条第１項の規定により、下記の工事について届け出ます。 

 

記 

１ 

 

工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法 人 役 員 住 所 氏 名 ） 

 

（                          ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 

 

土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
メートル 

ロ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
立方メートル 

ニ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 最 大 勾 配 
 

ホ 

 

 

 

勾 配 が 十 分 の 一 を 

超える土地における 

堆積した土石の崩壊を 

防止するための措置 

 

ヘ 

 

 

土石の堆積を行う土地 

における地盤の改良 

その他の必要な措置 

 

 

 

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類   高 さメートル   延 長メートル 

    

    

    

ヘ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法
のり

寸法 
       センチメートル   延 長メートル 

    

    

    

ト 崖 面 の 保 護 の 方 法  

チ 

 

崖 面 以 外 の 地 表 面 

の 保 護 の 方 法 
 

リ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

ヌ そ の 他 の 措 置  

ル 工事着手予定年月日 年    月    日 

ヲ 工事完了予定年月日 年    月    日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

 
〔注意〕 

１ 届出者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び

代表者の氏名を記入してください。 

２ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してください。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てください。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してください。 

５ ８欄は、該当する盛土のタイプに○印を付してください（複数選択可）。 

６ ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付してく

ださい。 

７ 11 欄は、特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合において

のみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 
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ト 空 地 の 設 置 

番 号   空地の幅 メートル 

  

  

  

チ 

 

雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

リ 

 

 

堆積した土石の崩壊に

伴 う 土 砂 の 流 出 を 

防 止 す る 措 置 

 

ヌ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

ル そ の 他 の 措 置  

ヲ 工事着手予定年月日 年    月    日 

ワ 工事完了予定年月日 年    月    日 

カ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

 
〔注意〕 

１ 届出者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及

び代表者の氏名を記入してください。 

２ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してください。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てください。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してください。 

５ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長を記入し、

それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

６ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合において

のみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 

 

様式第二十一 

特定盛土等に関する工事の変更届出書 

 

年   月   日  

        様 

届出者 住所 

    氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第 28条第１項の規定により、下記の工事の変更について届け出

ます。 

 

記 

１ 

 

工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法 人 役 員 住 所 氏 名 ） 

 

（                         ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 

 

土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工 事 完 了 後 の 土 地 利 用  

８ 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 盛土又は切土の高さ メートル 

ロ 
盛土又は切土をする 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

ニ 擁 壁 

番 号 構 造   高 さメートル   延 長メートル 
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様式第二十二 

土石の堆積に関する工事の変更届出書 

 

年   月   日  

        様 

届出者 住所 

    氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第 28条第１項の規定により、下記の工事の変更について届け出

ます。 

 

記 

１ 

 

工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法 人 役 員 住 所 氏 名 ） 

 

（                          ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 

 

土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 
土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

イ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
メートル 

ロ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ハ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
立方メートル 

ニ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 最 大 勾 配 
 

ホ 

 

 

 

勾 配 が 十 分 の 一 を 

超える土地における 

堆積した土石の崩壊を 

防止するための措置 

 

ヘ 

 

 

土石の堆積を行う土地 

における地盤の改良 

その他の必要な措置 

 

 

 

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類   高 さメートル   延 長メートル 

    

    

    

ヘ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法
のり

寸法 
       センチメートル   延 長メートル 

    

    

    

ト 崖 面 の 保 護 の 方 法  

チ 

 

崖 面 以 外 の 地 表 面 

の 保 護 の 方 法 
 

リ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

ヌ そ の 他 の 措 置  

ル 工事着手予定年月日 年    月    日 

ヲ 工事完了予定年月日 年    月    日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

12 変 更 の 理 由  

 
〔注意〕 

１ 届出者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び

代表者の氏名を記入してください。 

２ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してください。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てください。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してください。 

５ ８欄は、該当する盛土のタイプに○印を付してください（複数選択可）。 

６ ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付してく

ださい。 

７ 11 欄は、特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合において

のみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 
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様式第二十三 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 

 

 

{
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可

特定盛土等に関する工事の届出      }済標識 

１ 工 事 主 の 住 所 氏 名  見 取 図 

２ 許 可 番 号 第     号 

 

３ 許 可 又 は 届 出 年 月 日 年  月  日 

４ 工 事 施 行 者 の 氏 名  

５ 現 場 管 理 者 の 氏 名  

６ 盛 土 又 は 切 土 の 高 さ メートル 

７ 盛土又は切土をする土地の面積 平方メートル 

８ 盛 土 又 は 切 土 の 土 量 

盛土 立方メートル 

切土 立方メートル 

９ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年  月  日 

10 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

11 
工事に係る問合せを受けるため 

の 工 事 関 係 者 の 連 絡 先 
 

12 
許 可 又 は 届 出 担 当 の 

都 道 府 県 部 局 名 称 連 絡 先 
 

 

 

 

 

 

 

〔注意〕 

１ １欄の工事主、４欄の工事施行者又は５欄の現場管理者が法人であるときは、氏名

は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

２ ２、３、９及び 10欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許可証の許可

番号、許可期間をそれぞれ記入してください。 

50センチメートル以上 

 

ト 空 地 の 設 置 

番 号   空地の幅 メートル 

  

  

  

チ 

 

雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

リ 

 

堆積した土石の崩壊に

伴 う 土 砂 の 流 出 を 

防 止 す る 措 置 

 

 

ヌ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

ル そ の 他 の 措 置  

ヲ 工事着手予定年月日 年    月    日 

ワ 工事完了予定年月日 年    月    日 

カ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

９ 変 更 の 理 由  

 
〔注意〕 

１ 届出者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及

び代表者の氏名を記入してください。 

２ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してください。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てください。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してください。 

５ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長を記入し、

それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

６ １欄から７欄は、変更前及び変更後の内容を対照させて記入してください。 

７ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合において

のみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 
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様式第二十四 

 

土石の堆積に関する工事の標識 

 

 

土石の堆積に関する工事の許可又は届出済標識 

１ 工 事 主 の 住 所 氏 名  見 取 図 

２ 許 可 番 号 第     号 

 

３ 許 可 又 は 届 出 年 月 日 年  月  日 

４ 工 事 施 行 者 の 氏 名  

５ 現 場 管 理 者 の 氏 名  

６ 土石の堆積の最大堆積高さ メートル 

７ 土石の堆積を行う土地の面積 平方メートル 

８ 土石の堆積の最大堆積土量 立方メートル 

９ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年  月  日 

10 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

11 
工事に係る問合せを受けるため 

の 工 事 関 係 者 の 連 絡 先 
 

12 
許 可 又 は 届 出 担 当 の 

都 道 府 県 部 局 名 称 連 絡 先 
 

 

 

 

 

 

 

〔注意〕 

１ １欄の工事主、４欄の工事施行者又は５欄の現場管理者が法人であるときは、氏名

は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

２ ２、３、９及び 10欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許可証の許可

番号、許可期間をそれぞれ記入してください。 

50センチメートル以上 
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資４ 熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則及び様式 

 

令和 7 年熊本県規則第 21 号 

   熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

 熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(昭和４２年熊本県規則第１６号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第１条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和３６年法律第１９１号。以下「法」という。)

の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和３７年政令第１６号。以下「政令」とい

う。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和３７年建設省令第３号。以下「省令」という。)

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。 

(身分証明書等の様式) 

第３条 法第７条第１項(法第２４条第２項又は法第４３条第２項の規定において準用する場合を含む。)

及び法第７条第２項に規定する身分を示す証明書並びに同項に規定する試掘等の許可証の様式は、それ

ぞれ別記第１号様式及び別記第２号様式とする。 

(許可申請書の添付書類) 

第４条 省令第７条第１項第１０号及び同条第２項第８号の同意を得たことを証する書類は、宅地造成等

区域内権利者一覧(別記第３号様式)、宅地造成等同意書(別記第４号様式)及び同意者の印鑑に関する証明

書(市町村長(地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、市長

又は区長)が作成するものをいう。)とする。 

２ 省令第７条第１項第１１号及び同条第２項第９号の措置を講じたことを証する書類は、住民への周知

報告書(別記第５号様式)とする。 

３ 省令第７条第１項第１２号及び省令第６３条第１項第２号の規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事(第２号、第３号及び第９号において「工事」という。)を

しようとする土地の登記事項証明書 

(2) 工事をしようとする土地の地図(不動産登記法(平成１６年法律第１２３号)第１４条第１項の地図

又は同条第４項の地図に準ずる図面をいう。第２２条第２項第３号において同じ。)の写し 

(3) 工事をしようとする土地及び盛土又は切土をする土地の求積図 

(4) 盛土又は切土をする土量計算書 

(5) 排水施設を設置するときは、排水施設の構造図及び流量計算書 

(6) 工事主の資力及び信用に関する申告書(別記第６号様式) 

(7) 工事施行者の能力に関する申告書(別記第７号様式) 

(8) 政令第２１条各号に掲げる措置を行うときは、設計者の資格に関する申告書(別記第８号様式) 

(9) 工事の工程計画表 

(10) 政令第１７条の擁壁を設置するときは、国土交通大臣による認定書の写し 

(11) その他知事が必要と認める書類 

４ 省令第７条第２項第１０号及び省令第６３条第２項第２号の規則で定める書類は、前項各号(第５号

(流量計算書に限る。)及び第８号を除く。)に掲げる書類とする。この場合において、同項第１号中「宅

地造成又は特定盛土等」とあり、並びに同項第３号及び第４号中「盛土又は切土」とあるのは、「土石の

堆積」と読み替えるものとする。 

(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事) 

第５条 省令第８条第１項第９号及び同項第１０号ロに規定する別に定める値は、１メートルとする。 

(技術的基準の特例) 
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第６条 政令第２０条第１項(政令第３０条第１項の規定において準用する場合を含む。)に規定する擁壁

又は崖面崩壊防止施設の設置に代えてとることのできる他の措置は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 石積み 

(2) 積み苗 

(3) その他知事が適当と認めたもの 

(不許可の通知) 

第７条 法第１４条第２項(法第１６条第３項の規定において準用する場合を含む。)又は法第３３条第２

項(法第３５条第３項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、不許可通知書(別記第

９号様式)によるものとする。 

(協議の様式等) 

第８条 法第１５条第１項又は法第３４条第１項の規定による協議は、宅地造成又は特定盛土等に関する

工事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事協議書(別記第１０号様式)により、土石の堆積に

関する工事にあっては土石の堆積に関する工事協議書(別記第１１号様式)によるものとする。 

２ 前項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事協議書には、省令第７条第１項各号(第７号から第１１

号までを除く。)及び第４条第３項各号(第６号を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。 

３ 第１項の土石の堆積に関する工事協議書には、省令第７条第２項各号(第５号から第９号までを除

く。)並びに第４条第３項各号(第５号(流量計算書に限る。)、第６号及び第８号を除く。)に掲げる書類

を添付しなければならない。 

(協議の成立) 

第９条 法第１５条第１項又は法第３４条第１項の規定による協議の成立は、協議結果通知書(別記第１

２号様式)によるものとする。 

(変更協議の様式等) 

第１０条 法第１６条第３項の規定において準用する法第１５条第１項の規定又は法第３５条第３項の規

定において準用する法第３４条第１項の規定による変更の協議は、宅地造成又は特定盛土等に関する工

事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事変更協議書(別記第１３号様式)により、土石の堆積

に関する工事にあっては土石の堆積に関する工事変更協議書(別記第１４号様式)によるものとする。 

２ 前項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事変更協議書及び土石の堆積に関する工事変更協議書に

は、変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。 

３ 前条の規定は、第１項の変更の協議の成立について準用する。 

(軽微な変更の届出) 

第１１条 法第１６条第２項又は法第３５条第２項の規定による軽微な変更の届出は、軽微な変更届(別

記第１５号様式)によるものとする。 

２ 前項の規定は、法第１５条第１項(法第１６条第３項の規定において準用する場合を含む。)又は法第

３４条第１項(法第３５条第３項の規定において準用する場合を含む。)の規定により成立した協議に係

る工事の計画について省令第３８条に規定する軽微な変更をしたときについて準用する。 

 (完了検査申請書等に添付する書類) 

第１２条 省令第４０条又は省令第７０条の完了検査申請書には、次の各号に掲げる写真又は書類を添付

しなければならない。 

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了したことを明らかにする写真 

(2) 法第１９条第１項又は法第３８条第１項の規定による報告を要しない工事のときは、第１４条第

２項各号に掲げる写真又は書類 

２ 省令第４３条又は省令第７３条の確認申請書には、次の各号に掲げる写真又は書類を添付しなければ

ならない。 

(1) 堆積されていた全ての土石の除却が完了したことを明らかにする写真 

(2) 法第１９条第１項又は法第３８条第１項の規定による報告を要しない工事のときは、第１４条第

３項各号に掲げる写真又は書類 
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(中間検査申請書に添付する書類) 

第１３条 省令第４６条又は省令第７６条の中間検査申請書には、政令第２４条第１項又は政令第３２条

第２項に規定する工程を終えたことを明らかにする写真又は書類を添付しなければならない。 

(定期の報告) 

第１４条 法第１９条第１項又は法第３８条第１項の規定による報告は、定期報告書(別記第１６号様式)

によるものとする。 

２ 前項の定期報告書には、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては、省令第４８条第１項又は

省令第７８条第１項の写真のほか、次の各号に掲げる写真又は書類を添付しなければならない。 

(1) 地盤、崖面若しくは土地の地表面(崖面であるもの及び政令第１５条第２項各号に掲げる地表面で

あるものを除く。)について講じた措置又は擁壁、崖面崩壊防止施設若しくは排水施設の設置に関す

る工事の状況を明らかにするもの 

(2) 法第１５条第２項の規定により法第１２条第１項の許可があったものとみなさるもの又は法第３

４条第２項の規定により法第３０条第１項の許可があったものとみなされるものであって、工事の計

画を変更したときは、当該変更の内容を明らかにするもの 

(3) その他知事が必要と認める書類 

３ 第１項の定期報告書には、土石の堆積に関する工事にあっては、省令第４８条第２項又は省令第７８

条第２項の写真のほか、次の各号に掲げる写真又は書類を添付しなければならない。 

(1) 土石の堆積の状況を明らかにするもの 

(2) その他知事が必要と認める書類 

(工事の部分検査等) 

第１５条 法第１２条第１項の規定による許可(法第１５条第１項の規定により許可があったものとみな

されるものを含む。)又は法第３０条第１項の規定による許可(法第３４条第１項の規定により許可があ

ったものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工

事が次の各号のいずれかに該当するときは、当該工事の一部について法第１７条第１項又は法第３６条

第１項に規定する検査を申請することができる。 

(1) 宅地造成又は特定盛土等を行う土地について、分割しても災害防止上支障がなく使用に供するこ

とができると認められるとき 

(2) その他知事が適当と認めるとき 

２ 法第１２条第１項の規定による許可(法第１５条第１項の規定により許可があったものとみなされる

ものを含む。)又は法第３０条第１項の規定による許可(法第３４条第１項の規定により許可があったも

のとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る土石の堆積に関する工事が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該工事の一部について法第１７条第４項又は法第３６条第４項に規定する確

認を申請することができる。 

(1) 土石の堆積を行う土地について、分割しても災害防止上支障がなく使用に供することができると

認められるとき 

(2) その他知事が適当と認めるとき 

(届出書に添付する書類) 

第１６条 省令第５２条第１項及び省令第８２条第１項の届出書には、省令第５２条第２項の表に掲げる

図面及び同項の写真のほか、省令第７条第１項第１号の表に掲げる図面(土地の断面図、崖の断面図、擁

壁の断面図及び崖面崩壊防止施設の断面図に限る。)並びに第４条第３項第２号、第３号及び第９号に掲

げる書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。 

２ 省令第５２条第３項及び省令第８２条第３項の届出書には、省令第５２条第４項の表に掲げる図面及

び同項の写真のほか、省令第７条第２項第１号の表に掲げる図面(土地の断面図に限る。)並びに第４条

第３項第２号、第３号及び第９号に掲げる書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならな

い。この場合において、同条第４項後段の規定を準用する。 
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３ 省令第５５条又は省令第８５条の届出書には、位置図、土地の平面図、工事をしようとする土地及び

その付近の状況を明らかにする写真並びに第４条第３項第９号に掲げる書類その他知事が必要と認める

書類を添付しなければならない。 

４ 省令第５６条又は省令第８６条の届出書には、位置図、地形図、土地の平面図、公共施設用地を宅地

又は農地等に転用した土地及びその付近の状況を明らかにする写真並びに第４条第３項第３号に掲げる

書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。 

５ 省令第５８条第１項第２号及び同条第２項第２号の規則で定める書類は、第４条第３項第１号から第

３号まで及び第９号に掲げる書類その他知事が必要と認める書類とする。この場合において、土石の堆

積に関する工事にあっては、同条第４項後段の規定を準用する。 

(変更の届出) 

第１７条 法第２１条第１項又は法第４０条第１項の規定による届出後に、当該届出に係る工事の計画を

変更しようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関

する工事内容の変更届(別記第１７号様式)に、土石の堆積に関する工事にあっては土石の堆積に関する

工事内容の変更届(別記第１８号様式)に、当該変更の内容を明らかにする書類を添付して、知事に届け

出なければならない。ただし、当該変更について、法第１２条第１項若しくは法第４０条第１項の規定

による許可を申請する場合又は法第２７条第１項の規定による届出をする場合は、この限りでない。 

２ 法第２１条第３項又は法第４０条第３項の規定による届出後に、当該届出に係る工事の計画を変更し

ようとする者は、擁壁等に関する工事内容の変更届(別記第１９号様式)に、当該変更の内容を明らかに

する書類を添付して、知事に届け出なければならない。ただし、当該変更について、法第１２条第１項

若しくは法第４０条第１項の規定による許可を申請する場合又は法第２７条第１項の規定による届出を

する場合は、この限りでない。 

(工事着手の届出) 

第１８条 次の各号に掲げる許可を受けた者又は届出をした者は、当該許可又は届出に係る工事に着手し

たときは、速やかに、工事着手届(別記第２０号様式)に、工事着手の状況及び法第４９条の標識を掲示

していることを明らかにする写真を添付して、知事に届け出なければならない。 

(1) 法第１２条第１項の規定による許可(法第１５条各項の規定により許可があったものとみなされる

ものを含む。) 

(2) 法第３０条第１項の規定による許可(法第３４条各項の規定により許可があったものとみなされる

ものを含む。) 

(3) 法第２７条第１項による届出(法第２７条第５項の規定により届出をしたものとみなされるものを

含む。) 

(工事休止等の届出) 

第１９条 前条、法第２１条第１項若しくは第３項又は法第４０条第１項若しくは第３項の規定による届

出後に、工事を休止し、廃止し、又は再開したときは、速やかに、休止等届(別記第２１号様式)に、当

該工事に係る土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他知事が必要と認める書類を添付して、

知事に届け出なければならない。 

(工事完了の届出) 

第２０条 次の各号に掲げる許可を受けた者又は届出をした者は、当該許可又は届出に係る工事が完了し

たときは、当該工事を完了した日から４日以内に、工事完了届(別記第２２号様式)に、当該工事に係る

土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付して、知事に届け出なければならない。 

(1) 法第１２条第１項の規定による許可(法第１５条第２項の規定により許可があったものとみなされ

るものに限る。) 

(2) 法第３０条第１項の規定による許可(法第３４条第２項の規定により許可があったものとみなされ

るものに限る。) 

(3) 法第２１条第１項又は第３項の規定による届出 
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(4) 法第２７条第１項の規定による届出(法第２７条第５項の規定により届出をしたものとみなされる

ものを含む。) 

(5) 法第４０条第１項又は第３項の規定による届出 

(申請の取下げ) 

第２１条 次の各号に掲げる許可を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別

記第２３号様式)を知事に提出しなければならない。 

(1) 法第１２条第１項の規定による許可(法第１６条第１項の規定による変更の許可を含む。) 

(2) 法第３０条第１項による許可(法第３５条第１項の規定による変更の許可を含む。) 

(法第１２条第１項、法第１６条第１項、法第３０条第１項又は法第３５条第１項の規定に適合している

ことを証する書面の交付) 

第２２条 省令第８８条の規定による書面の交付の求めは、適合証明書交付申請書(別記第２４号様式)に

よるものとする。 

２ 前項の適合証明書交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 土地の平面図 

(3) 地図の写し 

(4) その他知事が必要と認める書類 

(調書の調製) 

第２３条 知事は、宅地造成等に関する工事の状況を明らかにするため、盛土等調書(別記第２５号様

式)(次項において「調書」という。)を調製し、これを保管するものとする。 

２ 知事は、別に定めるところにより、調書を常に一般の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があっ

たときは、その写しを交付するものとする。 

(書類の経由) 

第２４条 法(第２１条第１項及び法第４０条第１項を除く。)及び省令(第８８条を除く。)の規定により

知事に提出する書類は、正本１通副本２通とし、宅地造成等に関する工事を行う土地の所在地を管轄す

る市町村長を経由して提出しなければならない。 

２ 法(第２１条第１項及び第４０条第１項に限る。)、省令(第８８条に限る。)及びこの規則の規定によ

り知事に提出する書類は、正副各１通とし、知事に対して直接提出しなければならない。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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細則様式一覧 

別記第 1号様式  身分を示す証明書 

別記第 2号様式  試掘等の許可証 

別記第 3号様式  宅地造成等区域内権利者一覧 

別記第 4号様式  宅地造成等同意書 

別記第 5号様式  住民への周知報告書 

別記第 6号様式  工事主の資力及び信用に関する申告書 

別記第 7号様式  工事施行者の能力に関する申告書 

別記第 8号様式  設計者の資格に関する申告書 

別記第 9号様式  不許可通知書 

別記第 10号様式 宅地造成又は特定盛土等に関する工事協議書 

別記第 11号様式 土石の堆積に関する工事協議書 

別記第 12号様式 協議結果通知書 

別記第 13号様式 宅地造成又は特定盛土等に関する工事変更協議書 

別記第 14号様式 土石の堆積に関する工事変更協議書 

別記第 15号様式 軽微な変更届 

別記第 16号様式 定期報告書 

別記第 17号様式 宅地造成又は特定盛土等に関する工事内容の変更届 

別記第 18号様式 土石の堆積に関する工事内容の変更届 

別記第 19号様式 擁壁等に関する工事内容の変更届 

別記第 20号様式 工事着手届 

別記第 21号様式 休止等届 

別記第 22号様式 工事完了届 

別記第 23号様式 取下げ届 

別記第 24号様式 適合証明書交付申請書 

別記第 25号様式 盛土等調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第 1号様式（第 3条関係） 

（第１面） 

   第   号 

 

身分を示す証明書 

 

職  名 

 

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

 

    年  月  日交付 

    年  月  日限り有効 

 

   熊本県知事           印 

（第２面） 

この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に丸印のあ

る法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

注 １ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

２ 「法令の条項」の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項を記載すること。 

３ 「該当の有無」の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「○」を、有しない場合は「－」を 

記載すること。 

４ 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第２面については、その全部又は一 

部を裏面に記載することができる。 

５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

写 
 

真 
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別記第 2号様式（第 3条関係） 

熊本県指令 第     号  

 
試掘等の許可証 

 

住 所             

氏 名             

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第６条第１項前段の規定により、

次のとおり土地の試掘等を許可します。 

 

 

 

年    月    日 

 

熊本県知事         印  

1 行為目的  

2 行為場所  

3 行為期間 
（自）    年    月    日 

（至）    年    月    日 

 

別記第 3号様式（第 4条関係） 

宅地造成等区域内権利者一覧  

 

所在地及び地番 
面積 

（平方メートル） 
権利の 
種別 

権利者の氏名 摘要 

     

注 「権利の種別」の欄には、所有権、地上権、質権（当該土地を占有する不動産質

権者に限る。）、賃借権、使用貸借権、使用収益権（永小作権、地役権（内容に応

じて同意が必要か判断します。）等の別を記入してください。 
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別記第 4号様式（第 4条関係） 

 

宅地造成等同意書  

 

年    月    日  

 

工事主 住 所 

（所在地）  

氏 名            様 

（名称及び代表者氏名）  

 

権利者 住 所 

（所在地）  

氏 名             印 

（名称及び代表者氏名）  

 

私が権利を有する次の物件について、宅地造成及び特定盛土等規制法  

を行うことに同意します。 

 

所在地及び地番 
面積 

（平方メートル） 
権利の種別 摘要 

    

注 １ 「権利の種別」の欄には、所有権、地上権、質権（当該土地を占有する不動
産質権者に限る。）、賃借権、使用貸借権、使用収益権（永小作権、地役権（内
容に応じて同意が必要か判断します。）等の別を記入してください。 

２ この同意書には、同意者の印鑑に関する証明書を添付してください。 

 

第１２条第１項 
第３０条第１項 

の規定による宅地造成等に関する工事 
の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事 

別記第 5号様式（第 4条関係） 

住民への周知報告書 

 

年  月  日  

熊本県知事          様 

 

工事主 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

 

宅地造成等及び特定盛土等規制法        の規定に基づき、宅地造成等又は特定盛土等若

しくは土石の堆積に関する工事について、次のとおり周辺住民への周知のため必要な措置を講じまし

たので報告します。 

 

１ 土地の所在地及び地番  

２ 住民への周知の方法 

□ 工事内容の説明会開催 

□ 工事内容の書面を周辺地域の住民に配布 

□ 工事内容の掲示及びインターネットでの閲覧 

３ 周知の範囲  

４ 説明会概要 

開催日時  ：    年    月    日 

     時   分から   時   分まで 

説明会場名称： 

説明会場住所： 

５ 配布期間又は閲覧期間 
    年    月    日から 

    年    月    日まで 

６ 掲示場所 
 

 

注 １ この報告書には、周知実施状況がわかる書類（写真、配布資料等）を添付してください。

２ ２欄は、該当する項目全ての□にレ印を記入してください。 

３ ４欄から６欄は、該当する欄のみ記入してください。 

 

第１１条 
第２９条 
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別記第 6号様式（第 4条関係） 

工事主の資力及び信用に関する申告書  

年    月    日  

熊本県知事          様 

申請者 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法            に規定する必要な資力及び

信用について次のとおり申告します。  

設立年月日 年  月  日 資本金 千円 

法令による登録等  

従業員数                    人 

前年度事業量 千円 資産総額 千円 

前年度納税額 
法人税又は所得税      千円 
事業税           千円 

主たる取引金融機関  

役
員
略
歴 

職名 氏名 年齢 在社年数 資格、免許、学歴、その他 

  
歳 年 

 

     

     

宅
地
造
成
等
工
事
施
行
経
歴 

工事の 
名称 

工事 
施行者 

工事施行 
場所 

面積 
（平方メートル） 

許可の年月日 
及び番号 

着工及び完了 
の年月 

    
年  月  日 

第       号 
年  月着工 
年  月完了 

    
年  月  日 

第       号 
年  月着工 
年  月完了 

    
年  月  日 

第       号 
年  月着工 
年  月完了 

    
年  月  日 

第       号 
年  月着工 
年  月完了 

注 １ 「法令による登録等」の欄には、宅地建物取引業による宅地建物取引業者の免許、建築
士法による建築士事務所の登録、建設業法による建設業者の許可等について記入してくだ
さい。 

  ２ 「宅地造成等工事施行経歴」の「許可の年月日及び番号」の欄には、宅地造成及び特定
盛土等規制法に基づく許可又は都市計画法に基づく開発許可に該当する場合に記入してく
ださい。 

 

 

第１２条第２項第２号 
第３０条第２項第２号 

別記第 7号様式（第 4条関係） 
 

工事施行者の能力に関する申告書  

年    月    日  

熊本県知事          様 

工事主 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

 

工事施行者 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法            に規定する必要な能力につ

いて次のとおり申告します。  

設立年月日 年  月  日 資本金 千円 

法令による登録等  

従業員数 
事 務 技 術 労 務 計 

人 人 人 人 

前年度納税額 
法人税又は所得税        千円 
事業税             千円 

主たる 
取引金融機関 

 

建設業法第 26条による主任技
術者の住所及び氏名 

 

技
術
者
略
歴 

職名 氏名 年齢 在社年数 資格、免許、学歴、その他 

  歳 年  

  歳 年  

  歳 年  

宅
地
造
成
等
工
事
施
行
経
歴 

注文主の
氏名 

元請、 
下請の別 

工事施行 
場所 

面積 
（平方メートル） 

許可の年月日 
及び番号 

着工及び完了 
の年月 

    
年  月  日 

第       号 
年  月着工 
年  月完了 

    
年  月  日 

第       号 
年  月着工 
年  月完了 

    
年  月  日 

第       号 
年  月着工 
年  月完了 

    
年  月  日 

第       号 
年  月着工 
年  月完了 

注 １ 「法令による登録等」の欄には、建築士法による建築士事務所の登録、建設業法による
建設業者の許可等について記入してください。 

２ 「宅地造成等工事施行経歴」の「許可の年月日及び番号」の欄には、宅地造成及び特定
盛土等規制法に基づく許可又は都市計画法に基づく開発許可に該当する場合に記入してく
ださい。 

 

第１２条第２項第３号 
第３０条第２項第３号 
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別記第 8号様式（第 4条関係）      

設計者の資格に関する申告書  

年    月    日 

熊本県知事          様 

 

申告者 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名）  

 

宅地造成及び特定盛土等規制法         に規定する設計者の資格について

次のとおり申告します。 

 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制

法
施
行
令
第
２
２
条
の
該
当
資
格 

□第1号 

□第2号 

□第3号 

□第4号 

        □宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第35条第1号 

□昭和37年3月29日付建設省告示1005号第1号 

□第5号  □             同                第2号 

□             同                第3号 

□             同                第4号 

建
築
士
等 

の
資
格 

資格内容 取得年月日 登録又は合格の番号 

□技術士（○○部門） 

□一級建築士 
年 月 日 

 

学
歴 

学校の名称 学部及び学科 所在地 修行年限 

    

実
務
経
歴 

勤務先 所在地 職名 在職期間（合計   年   月） 

   年  月から  年  月まで 

   年  月から  年  月まで 

   年  月から  年  月まで 

   年  月から  年  月まで 

設
計
経
歴 

事業主体 工事施行者 施行場所 
面積 

（平方メートル） 
許可の年月日及び番号 

    年  月  日 
第         号 

    年  月  日 
第         号 

    年  月  日 
第         号 

    年  月  日 
第         号 

 

第１３条第２項 
第３１条第２項 

注 １ 該当する□にレ印を記入してください。 

２ 「建築士等の資格」の欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第22条の該当

資格として昭和37年3月29日付建設省告示1005号第2号又は同第3号に該当する場合に

記入してください。 

３ 「学歴」の欄には、設計者の資格に関係のある学歴を記入してください。 

４ 「実務経歴」及び「設計経歴」の欄には、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積 

に関する経歴のみを記入してください。 

５ この申告書には、卒業証明書等、資格を有する者であることを証する書類を添付し 

てください。 
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別記第 9号様式（第 7条関係） 

熊本県指令 第  号  

不許可通知書 

住 所            

氏 名              

 

年  月  日付けで申請のありました     に関する工事については、宅地造成及び特

定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）                                    

 の規定により許可しません。 

年  月  日 

 

熊本県知事                

 

1 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番  

2 工 事 主 住 所 氏 名  

3 不 許 可 の 理 由  

教示 

 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、熊本県知事に対して審査請求をすることができます。 

   ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処

分の日の翌日から起算して１年を経過した場合は、正当な理由があるときを除き、審査請求をす

ることができなくなります。 

 ２ 処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（上記１の審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、熊本県

を被告として（熊本県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。 

   ただし、この処分があったことを知った日（上記１の審査請求をした場合は、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日

（上記１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を

経過した場合は、正当な理由があるときを除き、処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。 

 

 

する場合を含む。） 
する場合を含む。） 

第１４条第２項（第１６条第３項において準用 
第３３条第２項（第３５条第３項において準用 

別記第 10号様式（第 8条関係） 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事協議書 

 

年    月    日 

熊本県知事         様 

 

協議者 名称及び代表者氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法           の規定により、宅地造成又は特定盛土等に

関する工事について協議します。 

 

1 工 事 主 住 所 氏 名  

2 設 計 者 住 所 氏 名  

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

4 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工事着手前の土地利用状況  

7 工 事 完 了 後 の 土 地 利 用  

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 
工 

 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

ア 盛土又は切土の高さ メートル 

イ 

 

盛土又は切土をする 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ウ 盛土又は切土の土量 
盛  土 立方メートル 

切  土 立方メートル 

エ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

オ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

カ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

  
センチ 

メートル 

メートル 

    

    

キ 崖 面 の 保 護 の 方 法  

ク 

 

崖 面 以 外 の 地 表 面 

の 保 護 の 方 法 
 

 

第１５条第１項 
第３４条第１項 
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 ケ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

コ そ の 他 の 措 置  

サ 工事着手予定年月日 年    月    日 

シ 工事完了予定年月日 年    月    日 

ス 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

※受 付 欄 ※決 裁 欄 
※協議に当たっ 

て付した条件 
※協議番号欄 

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

注 １ ※印のある欄は、記入しないでください。 
２ ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代
表者の氏名を記入してください。 

３ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○
印を付してください。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記
入してください。 

５ ８欄は、該当する盛土のタイプに○印を付してください（複数選択可）。 
６ ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第７条第２項第２号に規定する土
地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付してください。 

７ １１欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による
許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してくださ
い。 

 

別記第 11 号様式（第 8 条関係） 

土石の堆積に関する工事協議書 

年    月    日 

 

熊本県知事          様 

 

協議者 名称及び代表者氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法           の規定により、土石の堆積に関する工事に

ついて協議します。 

 

１ 工 事 主 住 所 氏 名  

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

ア 
土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
メートル 

イ 
土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ウ 
土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
立方メートル 

エ 

  

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 最 大 勾 配 
 

オ 

勾 配 が 十 分 の 一 を 

超える土地における 

堆積した土石の崩壊を 

防止するための措置 

 

カ 

土石の堆積を行う土地 

における地盤の改良 

その他の必要な措置 

 

キ 空 地 の 設 置 

番 号 空地の幅 

 メートル 

  

  

ク 
雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

ケ 

堆積した土石の崩壊に 

伴 う 土 砂 の 流 出 を 

防 止 す る 措 置 

 

コ 
工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

サ そ の 他 の 措 置  

第１５条第１項 
第３４条第１項 
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 シ 工事着手予定年月日 年    月    日 

ス 工事完了予定年月日 年    月    日 

セ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

※受 付 欄 ※決 裁 欄 
※協議に当たっ 

て付した条件 
※協議番号欄 

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

注１ ※印のある欄は、記入しないでください。 
２ ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表
者の氏名を記入してください。 

３ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入
してください。 

４ ７欄ケは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及
び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

５ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要
する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 

 

別記第 12号様式（第 9条関係） 

協議結果通知書 

第     号  

年   月   日  

名称及び代表者氏名 

熊本県知事 

 

年  月  日付けで（変更）協議のありました         に関する工事につ

いては、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号） 

                                の規定により、 

次のとおり成立することとしますので通知します。 

 

 

1 
工事をする土地の所在地 

及 び 地 番 
 

2 工 事 主 住 所 氏 名  

3 協 議 対 象 行 為 宅地造成 ・ 特定盛土等 ・ 土石の堆積 

4 工 事 期 間 
（自）   年    月    日 

（至）   年    月    日 

5 条 件  

 

第１５条第１項（第１６条第３項の規定において準用する場合を含む。） 
第３４条第１項（第３５条第３項の規定において準用する場合を含む。） 
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別記第 13 様式（第 10 条関係） 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事変更協議書 

 

    年  月  日 

熊本県知事          様 

 

協議者 名所及び代表者氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法                            の

規定により、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更について協議します。 

1 工 事 主 住 所 氏 名  

2 設 計 者 住 所 氏 名  

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

4 
土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（ 代表地 点の緯 度経度 ） 

 

（緯度：  度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工事着手前の土地利用状況  

7 工 事 完 了 後 の 土 地 利 用  

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

ア 盛 土 又 は 切 土 の 高 さ メートル 

イ 

 

盛 土 又 は 切 土 を す る 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ウ 盛 土 又 は 切 土 の 土 量 
盛  土 立方メートル 

切  土 立方メートル 

エ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

オ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

カ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

  
センチ 

メートル 

メートル 

    

    

キ 崖 面 の 保 護 の 方 法  

ク 

 

崖 面 以 外 の 地 表 面 

の 保 護 の 方 法 
 

 

第１６条第３項の規定において準用する第１５条第１項 
第３５条第３項の規定において準用する第３４条第１項 

 ケ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

コ そ の 他 の 措 置  

サ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年    月    日 

シ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年    月    日 

ス 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

12 変 更 の 理 由  

13 
協 議 結 果 通 知 書 の 日 付 

及 び 番 号 
   年   月   日   第     号 

※受 付 欄 ※決 裁 欄 
※協議に当たっ 

て付した条件 
※協議番号欄 

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

注 １ ※印のある欄は、記入しないでください。 
２ ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代
表者の氏名を記入してください。 

３ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○
印を付してください。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記
入してください。 

５ ８欄は、該当する盛土のタイプに○印を付してください（複数選択可）。 
６ ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいず
れかに○印を付してください。 

７ １１欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による
許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してくださ
い。 

８ この協議書には、変更の内容を明らかにする書類を添付してください。 
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別記第 14 号様式（第 10 条関係） 

土石の堆積に関する工事変更協議書 

年    月    日 

 

熊本県知事          様 

 

協議者 名称及び代表者氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法                            の

規定より、土石の堆積に関する工事の計画の変更について協議します。 

1 工 事 主 住 所 氏 名  

2 設 計 者 住 所 氏 名  

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

4 
土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ） 

 

（緯度： 度  分  秒 、 経度：  度  分  秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工 事 の 目 的  

７ 
工  
事  
の  
概  
要 

ア 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 高 さ 
メートル 

イ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 面 積 
平方メートル 

ウ 

 

土 石 の 堆 積 の 

最 大 堆 積 土 量 
立方メートル 

エ 

 

土 石 の 堆 積 を 行 う 

土 地 の 最 大 勾 配 
 

オ 

 

 

 

勾 配 が 十 分 の 一 を 

超 え る 土 地 に お け る 

堆積した土石の崩壊を 

防 止 す る た め の 措 置 

 

カ 

 

 

土石の堆積を行う土地にお

け る 地 盤 の 改 良 

そ の 他 の 必 要 な 措 置 

 

キ 空 地 の 設 置 

番 号 空地の幅 

 
メートル 

 

  

  

ク 

 

雨水その他の地表水を有効

に 排 除 す る 措 置 
 

ケ 

 

 

堆積した土石の崩壊に 

伴 う 土 砂 の 流 出 を 

防 止 す る 措 置 

 

コ 

 

工 事 中 の 危 害 防 止 

の た め の 措 置 
 

サ そ の 他 の 措 置  

シ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年    月    日 

第１６条第３項の規定において準用する第１５条第１項 
第３５条第３項の規定において準用する第３４条第１項 

（表）  ス 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年    月    日 

 セ 工 程 の 概 要  

8 そ の 他 必 要 な 事 項  

9 変 更 の 理 由  

10 
協 議 結 果 通 知 書 の 日 付 

及 び 番 号 
  年   月   日   第     号 

※受 付 欄 ※決 裁 欄 
※協議に当たって 

付した条件 
※協議済番号欄 

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

注 １ ※印のある欄は、記入しないでください。 

２ ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表

者の氏名を記入してください。 

３ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入

してください。 

４ ７欄ケは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及

び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

５ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要

する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 

６ この協議書には、変更の内容を明らかにする書類を添付してください。 

 

 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第 15号様式（第 11条関係） 

軽微な変更届 

 

年  月  日  

 

熊本県知事          様 

 

工事主 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

 

 

                 の規定により、軽微な変

更について届け出ます。 

 

1 許可等の年月日及び番号     年    月    日 第       号 

2 
工事をしている土地の所在地

及び地番 
 

3 軽微な変更の内容  

4 変更の理由  

 注 １欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第１項（第１６条第３項の規定において準

用する場合を含む。）又は第３４条第１項（第３５条第３項の規定において準用する場合を含む）

の規定により成立した協議に係る工事について届け出る場合は、当該協議に係る協議結果通知

書の日付及び番号を記載してください。 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第２項 
宅地造成及び特定盛土等規制法第３５条第２項 
熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第１１条第３項 

別記第 16号様式（第 14条関係）       

定期報告書 

年  月  日 

熊本県知事          様 

工事主 住 所 

（所在地） 

氏 名 

（名称及び代表者氏名） 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法           の規定により、宅地造成若しくは特定盛土

等又は土石の堆積に関する工事の実施状況等について報告します。 

共
通
事
項 

1 工事が施行される土地の所在地  

2 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号 
    年    月    日 

第         号 

3 

 

前 回 の 報 告 年 月 日 

（２回目以降の報告を行う場合） 
 

4 工 事 の 実 施 の 状 況  

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等

に
関
す
る
工
事 

1 

 

報告の時点における盛土又は切

土の高さ 
 

2 

 

報告の時点における盛土又は切

土の面積 
 

3 

 

報告の時点における盛土又は切

土の土量 
 

4 

 

報告の時点における擁壁等に関

する工事の施工状況 
 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事 

1 

 

報告の時点における土石の堆積

の高さ 
 

2 

 

報告の時点における土石の堆積

の面積 
 

3 

 

報告の時点における堆積されて

いる土石の土量 
 

4 

 

 

前回の報告の時点から新たに堆

積された土石の土量及び除却さ

れた土石の土量 

 

 

 

第１９条第１項 
第３８条第１項 
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注 １ 「工事の実施の状況」の欄には、工事をしている土地及びその付近の状況について簡潔に記

載してください。 

  ２ この報告書には、次に掲げる書類を添付してください。 

   (1)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 

    ア 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近を明らかにする写真 

    イ 地盤、崖面若しくは土地の地表面（崖面であるもの及び宅地造成及び特定盛土等規制法

施行令第１５条第２項各号に掲げる地表面であるものを除く。）について講じた措置又は擁

壁、崖面崩壊防止装置若しくは排水施設の設置の状況を明らかにするもの 

    ウ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第２項の規定により同法第１２条第１項の許可

があったものとみなされるもの又は同法第３４条第２項の規定により同法第３０条第１項

の許可があったものとみなされるものであって、工事の計画を変更したときは、当該変更

の内容を明らかにする書類 

   (2)土石の堆積に関する工事の場合 

    ア 報告の時点における土石の堆積をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写  

真 

    イ 土石の堆積の状況を明らかにするもの 

別記第 17号様式（第 17条関係） 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事内容の変更届 

 

年  月  日  

熊本県知事          様 

工事主  住 所 

（所在地）  

氏 名 

（名称及び代表者氏名） 

 

熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第１７条第１項の規定により、宅地造成又は特定盛

土等に関する工事の計画の変更について届け出ます。 

1 当初届出の受付年月日及び番号    年   月   日   第     号 

2 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

3 

工事をしている土地の所在地及

び地番 

（ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ） 

 

（緯度：     度     分     秒、 

経度：     度     分     秒） 

4 工事をしている土地の面積 平方メートル 

5 盛 土 の タ イ プ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

6 盛 土 又 は 切 土 の 高 さ メートル 

7 盛土又は切土をする土地の面積 平方メートル 

8 盛 土 又 は 切 土 の 土 量 

盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

9 工 事 着 手 年 月 日      年     月     日 

10 工 事 完 了 予 定 年 月 日      年     月     日 

11 工 事 の 進 捗 状 況  

12 変 更 の 理 由  

注 １ ２欄は、工事施行者が法人であるときは、当該法人の所在地並びに名称及び代表者の氏名

を記入してください。 

２ ３欄は、代表地点の緯度及び経度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一

位まで記入して下さい。 

３ この届書には、変更の内容を明らかにする書類を添付してください。 



熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第 18号様式（第 17条関係） 

土石の堆積に関する工事内容の変更届 

 

年  月  日  

熊本県知事          様 

工事主  住 所 

（所在地）  

氏 名 

（名称及び代表者氏名） 

 

熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第１７条第１項の規定により工事の計画の変更に

ついて届け出ます。 

1 当初届出の受付年月日及び番号    年   月   日   第     号 

2 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

3 

工事をしている土地の所在地及

び地番 

（ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ） 

 

 

（緯度：     度     分     秒、 

経度：     度     分     秒） 

4 工事をしている土地の面積 平方メートル 

5 土石の堆積の最大堆積高さ メートル 

6 土石の堆積を行う土地の面積 平方メートル 

7 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 量 立方メートル 

8 工 事 着 手 年 月 日      年     月     日 

9 工 事 完 了 予 定 年 月 日      年     月     日 

10 工 事 の 進 捗 状 況  

11 変 更 の 理 由  

注 １ ２欄は、工事施行者が法人であるときは、当該法人の所在地並びに名称及び代表者の氏名

を記入してください。 

２ ３欄は、代表地点の緯度及び経度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一

位まで記入して下さい。 

３ この届書には、変更の内容を明らかにする書類を添付してください。 

別記第 19号様式（第 17条関係） 

擁壁等に関する工事内容の変更届 

 

年  月  日  

 

熊本県知事          様 

 

工事主  住 所 

（所在地）  

氏 名 

（名称及び代表者氏名） 

 

熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第１７条第２項の規定により、擁壁等に関する工

事の計画の変更について届け出ます。 

注 この届書には、変更の内容を明らかにする書類を添付してください。 
 

1 当初届出の受付年月日及び番号    年   月   日   第     号 

2 
工事をしている土地の所在地及び

地番 
 

3 行おうとする工事の種類及び内容  

4 工 事 着 手 年 月 日      年     月     日 

5 工 事 完 了 予 定 年 月 日      年     月     日 

6 変 更 の 理 由  
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別記第 20号様式（第 18条関係） 

工事着手届  

年    月    日 

熊本県知事          様 

工事主 住 所 

（所在地）  

氏 名 

（名称及び代表者氏名） 

 

熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第１８条の規定により、次のとおり届

け出ます。 

 

1 許可等の年月日及び番号      年     月     日         号 

2 土地の所在地及び地番  

3 工 事 着 手 年 月 日 年     月     日 

4 

工
事
施
行
者 

住所及び氏名  

連絡先 電話番号 

5 

監
理
技
術
者
又
は

主
任
技
術
者 

住所及び氏名  

連絡先 電話番号 

注 １ １欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第１項又は第３４条第１項の規定により

成立した協議に係る工事について届け出る場合は当該協議に係る協議結果通知書の日付及

び番号を、同法第２７条第１項の規定による届出に係る工事について届け出る場合は当該届

出の受付年月日及び番号を記載してください。 

２ ４欄は、工事施行者が法人の場合は、当該法人の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記

入してください。 

  ３ ５欄は、建設工事の工事現場においてこれらの技術者を設置している場合に記載してくだ

さい。 

  ４ この届書には、工事着手の状況及び法第４９条の標識を掲示していることがわかる写真を

添付してください。 

 

別記第 21号様式（第 19条関係） 

休止等届 

 

年    月    日  

熊本県知事          様 

 

工事主 住 所 

（所在地） 

氏 名 

（名称及び代表者氏名） 

 

 

盛土等に関する工事を       したので、熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則   

第１９条の規定により届け出ます。 

 

1 許可等の年月日及び番号    年    月    日        号 

2 
工事をしている土地の所在地

及 び 地 番 
 

3 休止、再開又は廃止の理由  

注 １ １欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第１項又は第３４条第１項の規定によ

り成立した協議に係る工事について届け出る場合は当該協議に係る協議結果通知書の日付

及び番号を、同法第２１条第１項若しくは第３項、同法第２７条第１項又は同法第４０条

第１項若しくは第３項による届出に係る工事について届け出る場合は当該届出の受付年月

日及び番号を記載してください。 

２ この届書には、当該工事に係る土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付してく 

ださい。 

 

 

休止 
廃止 
再開 
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別記第 22号様式（第 20条関係） 

工事完了届 

 

年  月  日 

 

熊本県知事          様 

 

工事主  住 所 

（所在地）  

氏 名   

（名称及び代表者氏名）   

 

 

 熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第２０条の規定により、工事の完了について届け出

ます。 

 

1 工 事 完 了 年 月 日 年    月    日 

2 受 付 等 の 年 月 日 及 び 番 号    年   月   日  第    号 

3 
工事をした土地の所在地及び

地番 
 

4 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

5 備 考  

 

注 １ ２欄は、宅地造成又は特定盛土等規制法第２１条第１項若しくは第３項、第２７条第１項、 

又は第４０条第１項若しくは第３項の規定による届出について届け出る場合は、当該届出の受 

付年月日及び番号を記載してください。 

２ ４欄は、工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入 

してください。 

  ３ この届書には、当該工事に係る土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付してくだ 

さい。 

 

 

別記第 23号様式（第 21条関係） 

取下げ届 

 

年  月  日  

 

熊本県知事          様 

 

工事主 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

 

 

熊本県宅地造成及び特定盛土等規制施行細則第２１条の規定により届け出ます。 

 

1 申 請 年 月 日     年    月    日         号 

2 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番  

3 取 下 げ 理 由  
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別記第 24号様式（第 22条関係） 

適合証明書交付申請書  

 

年    月    日 

熊本県知事          様 

 

申請者 住 所 

（所在地）  

氏 名 

（名称及び代表者氏名）  

 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第８８条の規定により、以下の計画が宅地造成

及び特定盛土等規制法の規定に適合していることの証明を申請します。  

1 申 請 目 的 

□建築基準法第６条第１項（同法第８８条第１項又は第２

項の規定において準用する場合を含む。）の規定による確

認済証の交付 

□建築基準法第６条の２第１項（同法第８８条第１項又は

第２項の規定において準用する場合を含む。）の規定によ

る確認済証の交付 

□畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第３条第１

項（同法第４条第１項の変更の認定を含む。）の認定 

2 
工事をしている土地の所在地 
及び地番  

3 工 事 主 住 所 氏 名  

4 
許 可 年 月 日 
及 び 許 可 番 号 年   月   日  指令第        号 

5 
添 付 書 類 
（ 建 築 計 画 の 概 要 ） 

□位置図 

□土地の平面図 

□地図の写し 

□その他（                     ） 
 

 

 ※                                  第      号 
年    月    日 

適合証明書 

 

上記の計画について、宅地造成及び特定盛土等規制法第   条第   項に適合

していることを証明します。 

 

熊本県知事           印  

 
注 １ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ ４欄は、当該土地に係る宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく全ての許可（当初許可及び変更許可）につい

て記載してください。 

別記第25号様式（第23条関係）

届出年月日

熊本県指令
第 号 第 号

緯度 経度

土地の面積 工区数

平方メートル 平方メートル
平方メートル 平方メートル
平方メートル 平方メートル
平方メートル 平方メートル

工区 平方メートル 平方メートル
盛土

立方メートル
メートル 切土

立方メートル
土石の堆積

平方メートル 立方メートル

位置図：別添のとおり
土地の平面図：別添のとおり
休止・再開・廃止履歴：

※1　協議の場合は協議の内容を、開発許可によるみなし許可の場合は開発許可の内容を記載すること
※2　変更協議の場合は変更協議の内容を記載すること
※3　法第21条第1項又は法第40条第1項の届出の場合は、工事着手年月日を記載すること

※4　法第28条第1項の変更届出、17条各項の工事内容変更届の場合は、その受理日を記載すること
※5　第20条の工事完了届の場合は、その受理日を記載すること

備
考

工
事
完
了
検
査

工区名
検査済証年月日

※5
検査済証番号 摘要

盛土若しくは切土の土
量又は土石の堆積の最

大堆積土量

変
更
許
可
※
2

変更許可番号
変更許可年月日

※4
変更の内容

盛土若しくは切土を
する又は土石の堆積
を行う土地の面積

工事完了後の
土地利用

工事着手
予定年月日

※3

工事
完了

予定
年月日

協議終了
年月日

完了年月日

当
初
許
可
※
1

土地の所在地
及び地番

（代表地点の
緯度経度）

土地の面積等

工区ごとの土地の面積 工区ごとの盛土若しくは切土をする又は

土石の堆積を行う土地の面積

平方メートル

盛土若しくは切土の
高さ又は土石の堆積
の最大堆積高さ

種別 工事の種別

届
出

許可番号 番号

盛土等調書
法12条許可
法30条許可

法21条1項
法40条1項

法27条
宅地造成

特定盛土等
土石の堆積

年度 番号

盛
土
許
可

許可
年月日

協
議
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資５ 熊本県盛土等調書閲覧規定 

 

令和 7 年熊本県告示第 263 号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（令和 7 年熊本県規則第２

１号）第２３条に規定する盛土等調書及びその添付書類（以下、「調書等」という。）の閲覧に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

（閲覧場所） 

第２条 閲覧場所は、土木部建築住宅局建築課に置く。 

 

（閲覧日） 

第３条 閲覧日は、熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本県条例第１0 号）第１条第１項各号

に掲げる日を除く日とする。 

 

（閲覧時間） 

第４条 閲覧時間は、午前９時から午後４時４５分まで（正午から午後１時までを除く。）とする。 

２ 知事は、調書等の整理その他必要があると認めるときは、閲覧の休日を臨時に設け、又は閲

覧時間を短縮することができる。 

 

（閲覧手数料） 

第５条 閲覧手数料は、無料とする。 

 

（閲覧の申請） 

第６条 調書等を閲覧しようとする者は、閲覧簿（別記第１号様式）に所定の事項を記入し、知

事に提出しなければならない。 

 

（調書等の持出禁止） 

第７条 調書等は、これを閲覧場所の外に持ち出してはならない。 

 

（写しの交付の請求） 

第８条 調書等の写しの交付を請求しようとする者は、盛土等調書の写しの交付請求書（別記第

２号様式）を、知事に提出しなければならない。 

 

（閲覧上の遵守事項） 

第９条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 調書等の閲覧は、所定の閲覧場所において行なうこと。 

(2) 調書等を汚損し、又はき損しないこと。 

(3) 他人に迷惑を及ぼさないこと。 

(4) その他係員の指示する事項 

２ 前項の規定に違反する者又はそのおそれのある者の閲覧は、これを停止し、又は禁止するこ

とがある。 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別記第１号様式（第６条関係）閲覧簿 

別記第２号様式（第８条関係）盛土等調書の写しの交付請求書 
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盛土等調書の写しの交付請求書 

 

年  月  日 

 

熊本県知事          様 

 

請求者 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

 

熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第23条第2項の規定により、次のとおり盛土等調書

の写しの交付を受けたいので請求します。 

 

1 許 可 番 号 第       号 

2 許 可 年 月 日 年     月     日 

3 土地の所在地及び地番  

4 工 事 主 住 所 氏 名  

5 写しを必要とする理由  

6 写 しの交 付請 求枚数 調書       枚   図面       枚 

 

 

 

別記第2号様式（第8条関係） 別記第１号様式（第6条関係） 

閲覧簿 

 

年  月  日 

 

熊本県知事          様 

 

閲覧申請者（閲覧に来られた方） 住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び氏名） 

連絡先 

 

下記の閲覧制度の目的を理解したうえで、盛土等調書の閲覧を申請いたします。 

 

1 閲 覧 対 象 調 書       第         号 

2 

閲 覧 依 頼 者 

※閲覧申請者以外

の方から閲覧を

依頼された場合

は記入してくだ

さい。 

住所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 
 

電話番号  

 

係員確認欄  

 

【閲覧制度の目的とお願い】 

盛土等調書の閲覧制度は、宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事によって受け

る住環境の影響を知り得る機会を提供するとともに、違反盛土等の未然防止、無許可案件の売

買防止などを目的として設けられた消費者保護の制度です。 

 閲覧によって得られた情報の営利目的での利用については、御遠慮ください。 

 なお、営利目的での利用が発覚した場合には、その後の閲覧を制限する場合がありますの

で、適正な利用について御理解と御協力をよろしくお願いします。 
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資６ 参考様式 

 

誓約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談書 

 事前相談書の参考様式は、ホームページからダウンロードすること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県 盛土 相談 検索 

盛土関連相談カード 

※太黒線で囲まれた箇所を御記入ください。 

 

〇相談日  令和   年   月    日 

〇相談者 

 法人名・氏名 

 

 住所  

 電話番号  

Mail  

〇事業者 

 法人名 

 

〇相談場所  

〇規制区域 □宅地造成等工事規制区域  □特定盛土等規制区域 

〇相談概要  

〇工事概要  

〇相談内容  

[規制区域]県ホームページに掲載している地図にてご確認ください。 

     URL: https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/215458.html 

 

 

誓 約 書 
 

 

熊本県知事          様 

 
 

私は、以下の事項のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 
 

破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 
 
盛土規制法又は盛土規制法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者（熊本県知事が必要
と認める場合は、他の法律又は当該他の法律基づく処分の違反をした者を含む。） 

 
盛土規制法第１２条、第１６条、第３０条又は第３５条の許可を取り消され、その取消し

の日から５年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当
該取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に当
該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過しないものを含む。） 

 
熊本県暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団員

等又は同条第４号に規定する暴力団員密接関係者 
 
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由

がある者 
 

  
 

年  月  日 
 

住 所 
（所在地） 

 
 

氏 名                 印 
（法人の場合は名称及び代表者氏名） 
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資７ ホームページ（HP）の紹介 
 

国土交通省ＨＰ 盛土規制法ポータル 

 https://www.mlit.go.jp/toshi/morido-hourei.html 

 

熊本県建築課ＨＰ 「盛土規制法」の運用について【トップページ】 

 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/171936.html 

 

熊本県建築課ＨＰ 「盛土規制法」関係様式 

  https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/229280.html 

 

熊本県建築課ＨＰ 「盛土規制法」事前相談 

  https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/230343.html 

 

熊本県建築課ＨＰ 「盛土規制法」規制区域 

  https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/215458.html 

 

熊本県建築課ＨＰ 建築確認申請に添付する盛土規制法関係の自己申告シート 

  https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/230149.html 

 

 

  

熊本県 盛土 検索 

国土交通省 盛土 検索 

熊本県 盛土 様式 検索 

熊本県 盛土 相談 検索 

熊本県 盛土 規制区域 検索 

熊本県 盛土 自己申告シート 検索 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/229280.html


熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）許可申請の手引き（令和 7 年 4 月）」 

 

173 

 

資８ 改正履歴等 

資８－１ 宅地造成等規制法の改正【令和 5年 5月 26日施行】【県内は令和 7年 4月 1日適用】 

①スキマのない規制 

・宅地造成を規制する「宅地造成等規制法」が改正され、土地の用途（宅地、農地、森林）

にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制 

・規制区域（「宅造区域」及び「特盛区域」）内では、盛土・切土だけでなく、単なる土捨て

行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象 

②盛土等の安全性の確保 

・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定 

・許可が必要となる宅地造成等に対して、土地所有者等の全員の同意、周辺住民への事前周

知、現場での標識掲出、中間検査、定期報告の実施 

③責任の所在の明確化 

・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務 

・土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令 

④実効性のある罰則の措置 

・条例による罰則の上限より高い水準に強化等 

⑤「土地の形質の変更」及び「土石の堆積」に関する技術的基準の改正 

・宅造区域において、「盛土で高さ 2m 超」、「土石の堆積」を新たに対象に追加 

・特盛区域において、「土地の形質の変更」、「土石の堆積」を新たに対象に追加 

・擁壁、排水施設、その他の施設として、「崖面崩壊防止施設」に関する規定を追加 

・地盤について講ずる措置として、「盛土内に浸透した地表水等を排除するための棟水槽の

設置」、「渓流等において高さ 15m 超の盛土をする場合は、土質試験その他の調査又は試

験に基づく地盤の安定計算により盛土後の地盤の安定が保たれることの確認」に関する規

定を追加 

・崖面崩壊防止施設の設置について、「高さ 1m 超の盛土による崖を生じる場合等で、擁壁

の機能を損なう事象（地盤の変動等）の生じるおそれが特に大きいときは、擁壁に代えて

崖面崩壊防止施設の設置」、「崖面崩壊防止施設の構造規定」に関する規定を追加 

・「擁壁又は崖面崩壊防止施設の設置を要さない崖面には石張り等の措置」、「崖面以外の地

盤綿には植栽、芝張り等の措置」に関する規定を追加 

・排水施設の設置について、「盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛土内

へ地下水が侵入するおそれがあるときについて、地下水を排除する排水施設の配置・構造」

に関する規定を追加 

・土石の堆積について、新たな技術的基準を規定 
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≪改定履歴≫ 

初版  令和 7 年 3 月 7 日（暫定版） 

第 2 版 令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 4 月版） 

 

 
熊本県土木部建築住宅局 
建築課盛土対策・宅地指導班 
 
〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6-18-1 
電話 096-333-2542 
FAX 096-384-9820 


